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巻末 

同好会活動報告 

会合・行事報告 



 平成１４年３月の箱根総会で幹事長にご指名
いただき、４月１日付で幹事長に就任した後、早
いもので半年が経過しました。 
 会員の皆様には何かとご支援、ご協力いただ
き、厚く御礼申し上げます。 
 
１．幹事会 
 ご存知のように、幹事会は、幹事長、幹事長代
行、副幹事長、相談役、幹事相談役、常任幹事、
作業部会幹事からなっております。そして、ほぼ
毎月１回、定例幹事会を開催し、また、緊急事項
については幹事会メールリストを利用して審議
しております。 
 ４月２２日に第１回幹事会を開催した後、本
稿執筆時（平成１４年９月初旬）まで、６回の幹
事会を開催しました。毎回、多数の幹事の方にご
出席いただき、各種事項について活発な議論・審
議を行っております。 

 本年度は、前述の箱根総会で副幹事長の人数
について規約改正があり、「寺崎史朗先生」「佐
野邦廣先生」「本多一郎先生」に副幹事長をお願
いし、ご活躍いただいております。 
 また、本年度は、ＰＡ会の将来を担う若手会員
に雰囲気を知っていただき、将来に備えるべく、
各作業部会の部会長の方に幹事会に出席してい

ただいております。若手会員の幹事会への参加
は、マンネリ化の傾向に陥いる可能性を含む幹
事会組織の活性化につながるものであると考
えております。 

２．前期の企画等報告 
 本年春の叙勲・褒章において、当会の安達功
先生が「勲四等旭日小綬章」の叙勲に浴され、
菊池武胤先生が「黄綬褒章」を受章されました。

 

   

  結束、そして、優渥 

ＰＡ会幹事長 福 田 伸 一 

第１回幹事会メンバーの集合写真 

第３回幹事会風景 

幹事会後にちょっと一杯 

幹 事 長 挨 拶 

＜ご挨拶と報告＞ 



そこで、幹事会主催で６月７日に学士会館にお
いて「春の叙勲・褒章祝賀会」を開催しました。 

 
 ７月３０日には会員親睦イベントとして、昨
年に引き続き、「東京湾納涼クルーズ」を開催
しました。このイベントにおいては、会員のご
家族にも多数ご参加いただきました。 

３．アクシデント 
 ８月２４日及び２５日には「旅行会」を開催
しました。 
 勿論、私も参加を予定しており、その前夜、
荷物をバッグに積め込み、準備万端であったの
ですが、体調を崩してしまったため、参加する
ことができませんでした。幹事長の急なキャン
セルということで、幹事長代行の松田嘉夫先
生、企画幹事の井出正威先生、そして、旅行会
に参加された多くの会員に多大なるご迷惑を
おかけしましたこと、お詫び申し上げます。ま
た、自宅療養中に激励、お見舞いメールを戴き

ました。更に、復帰後も何かと体調を気遣って
いただきましたこと、厚く御礼申し上げます。
少し体調が回復し、ＰＣに向かってメールチェ
ックし、個人的な旅行会の報告や、励ましのメ
ールを読んだ時の喜び、感謝の気持ちは、この
先、忘れることが無いと思っております。 
 そのような意味において、このアクシデン
ト、私的には、肉体的痛みは相当なものがあり
ましたが、ＰＡ会の良さを知る機会であったよ
うに思います。 
 幹事長が急に不参加となっても、速やかに、
そして、多くを語らずとも恙無く「旅行会」が
開催できたことは、ＰＡ会の層の厚さ、会員相
互の結束力の強さを意味するものと思います。
また、多くの方からの励ましやお見舞いは、Ｐ
Ａ会の優しさを意味するものと思います。 
 
 豊富な人材による「強い結束、そして、優し
さあふれる集団」、 
 
それがＰＡ会の持ち味だと思います。 
 私自身、これを忘れること無く、また、どち
らかといえば演歌調のウェットな触れ合いを
重視しつつ、会務に取組んでいきたいと思って
おります。 
 
４．後期の企画予定 
 ９月下旬に「中国研修旅行会」が開催されま
す。これは、昨今何かと話題の中国（上海、北
京）において、関係事務所等を訪問して親睦を
深め、且つ、現地でのディスカッション等を通
じて法律、現況を理解する目的の下、開催され
るものです。なお、このイベントについては、
後日、何かの形で会員の皆様にご報告させてい
ただきます。 
 １０月初旬には「著作権研修会」を開催し、
その後も、「民法、民事訴訟法に関する基礎研
修会」等を研修部会にて企画しております。 
 １１月下旬には「平成１４年度弁理士試験合
格者祝賀会」を開催する予定です。今年は昨年
以上の合格者数であることが予想されるため、
会場確保等、担当部会においては早いタイミン
グで作業を進めております。 
 １２月上旬には「中部部会主催の弁理士試験
合格者祝賀会」、年明けの１月１５日には「新
年会」を開催する予定です。 
 そして、３月には「総会」を開催する予定で
す。 
 上記のように各種イベント企画が目白押し
です。会員の皆様にはふるってご参加ください
ますようお願いする次第です。 

祝賀会にて菊池武胤先生に記念品贈呈 

納涼クルーザー・シンフォニーの船上にて 



 特に、多くのイベントにおきましては、若手
のグリーンＰＡ会員について参加費減額の措
置を講じております。様々な分野に精通するベ
テラン会員との交流の場として、若手会員の積
極的な参加をお待ちしております。 
 
５．同好会 
 ＰＡ会におきましてはゴルフ、麻雀、テニス、
ボーリング、スキー等、各種同好会が設置され
ており活発な活動を行っておりますが、本年度
は「アウトドア同好会」と「スクーバダイビン
グ同好会」という２つの同好会を新設しまし
た。詳細は会報中の同好会活動報告をご参照頂
きたいと思いますが、興味のある方は是非とも
ご参加下さいますようお願いします。 
 また、このような同好会は？、という提案に
ついても逐次受付けております。幹事長までご
連絡頂ければ、速やかに幹事会において審議さ
せて頂きますので、ご遠慮なく、お申し越し下
さいますようお願いします。 
 
６．ホームページ 
 既にご覧になった方も多いと思いますが、本
年度はＰＡ会ホームページの更なる充実をは
かっております。幹事会報告、同好会報告、各
種イベント告知はもとより、各種イベントでは
デジタルカメラが大活躍しており、スナップ画
像が写真館として速やかにアップされており
ます。会報部会のご尽力の賜物であり、厚く御
礼申し上げます。なお、未だご覧になっていな
い会員の皆様におかれましては、是非、下記Ｐ

Ａ会ホームページへアクセスして頂ければと
思います。 
 

http://www.pa-kai.gr.jp 
 
 ところで、先ほども少し触れましたが、近年
の弁理士試験合格者の増加は目をみはるもの
があります。ＰＡ会におきましても、会の活性
化のため、ひいては日本弁理士会の発展のた
め、合格者の入会に力を注ぐことが必要である
といえます。しかし、そのためには、会として
今以上の魅力を打出し、また、今以上の組織強
化をはからなくてはなりません。充実した研
修、魅力あるイベントは不可欠ですし、人材、
特に若手の登用及び活用による会の活性化も
欠かすことができません。 
 後期の幹事会においては、次年度へ向けて上
記事項についても活発な議論をしていきたい
と考えております。 
 
 最後になりましたが、残りの約半年間、幹事
長として努力する所存でおりますので、会員の
皆様におかれましては、更なるご支援、ご協力
をお願い申し上げる次第です。また、会務運営
等に関し、ご意見、ご要望等ございましたら、
前記ＰＡ会ホームページ内掲示板、或いは、下
記の幹事長アドレスまでお寄せいただければ
幸いです。 
 

s-fukuda@wb3.so-net.ne.jp 



 PA会が設立されてから８０年という節目の年
に当たります。私は弁理士登録とほぼ同時にPA
会に所属したので、１７年目に当たります。 
これまでに、PA会の活動としては、研修部会、

企画１部、人事部会、政策部会といくつかの部会
のお手伝いさせていただきましたが、今年の３
月に、部会の帰りに福田幹事長より、副幹事長と
してお手伝いして欲しいとの要請をいただき、
非力ではありますが、お引き受けさせていただ
きました。 
今年から弁理士試験制度が大幅に変わり、聞

くところによると、５００名弱の新しい合格者
もでるとのこと、過去の状況とは様変わりにと
なると予想されます。そのため、若い人たちのPA
会への加入を促進させ、PA会を若い力で活性化
するべく、努力していきたいと思っております。

そこで、若い人たちにとっ
て魅力ある組織とは、孤立
しがちな仕事に潤いを与え
るためのクラブ活動、また、
業務に必要な知識、経験等
を獲得できるような場及び
彼らが持っている知識、経
験等を発表・活用できるよ
うな場を提供することではないか考え、これら
を実行すべく、PA会の各組織に働きかけていき
たいと考えております。 

 私には、この副幹事長という役割は、任が
重く力不足で色々ご迷惑をおかけするとは思
いますが、諸先輩方の力をお借りし、幹事長
を助けていければと考えておりますので、今
年１年、よろしくお願いいたします。 

PA会副幹事長に推薦されて 副幹事長 寺 崎 史 朗 

 

ＰＡ会副幹事長挨拶 

はじめのご挨拶 

 平成１４年度からＰＡ会幹事会は３人の副
幹事長を置き、１名の幹事長代行とともに幹事
長を補佐する体制になりました。 
 各副幹事長は、幹事会を通してＰＡ会の会務
運営全般に関与致しますが、それぞれが複数の
部会を総括し、幹事会の意向を円滑に実現する
ことを主たる任務としております。 
 企画を主担当とする私の最大の関心事は本
年度の弁理士試験合格祝賀会であります。本年
度は弁理士試験の合格者数が昨年度に比較し
て飛躍的に増加することは確実でありますか
ら、昨年度の合格祝賀会の運営方法を踏襲する
ことはできません。合格祝賀会は、ＰＡ会内部

の各種催しとは異なり、新
規合格者を対象とする対外
的な会務でありますから、
その運営には細心の注意が
必要とされます。幸いなこ
とに、本年度の企画部会は
進取の精神に溢れる若手の
先生方が積極的に活動され
ておりますので、ご出席頂く新規合格者の皆様
には印象深い祝賀会になると思います。ＰＡ会
の先生方にも多数ご出席頂き、会務運営にご協
力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

副幹事長 佐 野 邦 廣 

 この度、政策部会の幹事とともに、平成１
４年度PA会副幹事長を務めさせていただくこ
とになりました。PA会副幹事長として何をす
べきかということについて模索しながら、激

副幹事長として一言 副幹事長 本 多 一 郎 

 務の幹事長の心の支えとな
るよう、微力を尽くしたい
と思います。 



 本年４月から日本弁理士会副会長として正式
に就任以来、約５ヶ月を経過しました。この
間、副会長として種々の事項にたずさわってき
た中から、最近思うことについて、幾つか述べ
させて頂きます。なお、会務報告を中心とした
記事は、日本弁理士クラブの会報に別途掲載さ
せて頂きますので、そちらをご参照下さい。 
 
１．第１に、知的財産の専門家（法務サービス
の専門家）養成についてであります。近々、法
科大学院制度が始まり、近い将来、年間約3000
人の法曹が生み出される予定です。法科大学院
の入学者象者として、２～３割程度が法学部出
身者以外の者、つまり理工系の学生にも広く門
戸が開放される予定です。法科大学院では、知
的財産についての科目も取り込まれる方向で検
討されており、また司法試験の選択科目に知的
財産が組み込まれることも検討されています。 
 理工系の学生の８割近くが大学院へ進学して
いるという中で、若い理工系の学生うちのかな
りの数が、法科大学院に入学して、知的財産を
学び、知的財産を選択科目として司法試験に合
格して、弁護士になることが容易に想像できま
す。弁護士は、弁理士の仕事も制限なく自由に
行えますので、知的財産を選択した弁護士が、
知的財産を扱うことは当然のことです。 
 このような状況の中で、若い理工系の学生
は、はたして弁理士を目指すのでしょうか、そ
れとも法科大学院（を経由した弁護士）を目指
すのでしょうか。魅力ある弁理士制度が残るの
か否かの岐路に立っています。 
 現在の弁理士制度は、１発試験による選考の
みであり、資格試験（司法試験）とリンクした
法科大学院のような学校教育というものは存在
しません。若い理工系の学生が、今後の人生設
計を真剣に考えたとき、知的財産について限定
された職務範囲しか行うことのできない現在の
弁理士を目指すのか、あるいは知的財産全てを
職務範囲とすることのできる弁護士の前提とし

ての法科大学院を目指すのか、おのずと答えは
きまってくるのではないでしょうか。 
 この一方、知的創造サイクルである知的財産
の創造、保護、活用を考えたとき、法科大学院
出身の理工系の素養のある弁護士が行う業務
は、何が中心になるのでしょうか。知的創造サ
イクルの一部である紛争を中心とした業務を行
うに過ぎないのではないでしょうか。現在の弁
理士が行っている中心業務を、法科大学院出身
の弁護士が行うでしょうか。今後１０年、日本
国は、知的創造立国を目指して、種々の政策を
立案、実行しようとしていますが、この国策に
沿った知的財産の専門家が養成されるシステム
として、法科大学院だけでよいのでしょうか。 
 魅力ある弁理士制度を維持し続けることなく
して、今回の知的財産戦略大綱が目指している
知的財産立国にはなり得ません。専門職大学院
を利用した弁理士の養成等、幾つかのシステム
が検討されていますが、どれも根本的な解決に
はなりそうもありません。特に、法科大学院の
ようなしっかりとした教育システムと、その卒
業生が受ける資格試験とのリンクというものが
あって、始めて魅力ある制度と行っても過言で
はないと思いますが、弁理士制度の場合はこの
リンクが無いということが１つのネックになり
ます。また、弁護士であれば弁理士の全ての業
務ができる一方、弁理士は弁護士の一部の業務
しかできないという状況は、やはり弁理士の魅
力を大きく損ないます。 
 弁理士制度は必要であるということは理解さ
れても、魅力ある制度に維持し続けなければ、
弁理士制度はやがて崩壊せざるを得ないでしょ
う。弁理士を目指すかもしれないという子供を
お持ちの会員の方が、自分の子供に対して、自
信をもって弁理士を勧める状況にならなけれ
ば、魅力ある弁理士制度とはとても言えないで
しょう。 
 魅力ある弁理士制度の構築ということを、正
副会長会でも真剣に検討しておりますが、各会

 

数ヶ月を振り返って 

日本弁理士会副会長 村 田   実 



員におかれましても、このような状況にあると
いうことを十分認識して頂きたいと思います。 
 
２．第２に、外弁問題についてです。「外弁
（外国法事務弁護士）による日本弁護士の雇用
の解禁」が真剣に議論される状況になっており
ます。外弁による弁護士の雇用が解禁されるこ
とは、「外弁による弁理士の雇用の解禁」や、
「弁理士による弁護士の雇用の解禁」につな
がっていく可能性が高くなります。 
 外弁問題は、弁護士の問題ということで、弁
理士会としてどのような立場に立つかというこ
とはあまり議論されてきませんでした。外弁に
対する自由化ＯＫという意見や、現在の競争力
の関係からして外弁に支配されるだけであるか
ら自由化は阻止すべきという一部委員の意見は
あっても、弁理士会全体としての議論はされて
ませんし、意見の集約もされてません。例え
ば、弁理士が外国に事務所を持つということ
は、弁理士法の１次改正で解禁になりました
が、事務所を設立しようとする外国がそれを許
さない限り、実際には外国に事務所（弁理士事
務所）をもつことはできません。弁理士が、外
国に事務所を構えて活動しようと思ったとき、
外国において外国弁理士（日本弁理士）の問題
ということが発生します。 
 知的財産戦略を進めていく過程において、知
的財産の専門家が質的にも量的に不十分である
と指摘されている状況等、色々な状況を踏まえ
た上で、外弁問題に関連して（外国が関係する
日本弁理士の職域関係問題について）、弁理士
会全体としての方向付けが求められる時期に
なってきているということを、各会員に十分に
認識して頂きたいと思います。 
 
３．第３に、知的財産との関わりの中で、新し
い学問分野が登場する状況にあります。例え
ば、知的財産学会（色々ある知的財産関連法を
単なる法律解釈論でもって研究するのではな
く、他の関連分野、例えば経済学や工学や金融
学等複数の他分野とからめて研究する）や、法
と経済学会（仮称で、法の制定効果を経済効果
の観点から研究する）などが設立されつつあり
ます（知的財産学会は設立済みのはずです）。 
 このように、知的財産（法、制度）につい
て、複数の学問分野の間での学際という新たな
方向での研究、つまり全く新しい切り口（発
想）から知的財産が研究されようとしておりま
す。この新しい視点からの研究成果の発表や提
言が非常に期待されます。なお、弁理士業界か

らも、このような学会の発起人が出ており、弁
理士業界は人材が豊富であり多様性があるなあ
ということをあらためて感じさせられます。 
 
４．第４に、弁理士の業務範囲拡大等によっ
て、弁理士が社会的に果たすべき役割が増加す
る一方、その責務が重要になってきています。
いままでは、工業所有権を中心とした一部の関
係官庁や団体のみを相手にしていればよい状況
でしたが、お付き合いしなければならない関係
官庁や団体が飛躍的に増加してきています。 
 外弁、司法制度改革、弁理士への侵害訴訟代
理権付与等の観点からは、日弁連、法務省、裁
判所とのお付き合いが大事になります。外弁を
はじめとするＷＴＯの自由職業サービスという
観点からは、外務省とのお付き合いも必要にな
ります。著作権が業務範囲に取り込まれたこと
による文化庁とのお付き合い、模倣品の水際取
り締まりの観点からは税関とのお付き合いも深
くなってきます。今後の検討課題となります
が、自由職業サービス分野での１ストップサー
ビス（１つの事務所で一般法務、知財、税務、
会計等を行える体制）を実現しようとすれば、
弁護士を始めとする他の士業とのお付き合いも
せざるを得ない状況になります。 
 業務範囲が拡大すると、他士業との業務範囲
の重複という問題をもからんでくるようにな
り、また必然的に政治家とのお付き合いも大事
となります。特に最近での知的財産戦略大綱や
司法制度改革推進の動きと連動して、政治家と
のお付き合いというものが極めて重要となりま
す。弁理士は、元々政治が嫌いという人が多い
ということは重々承知しておりますが、政治が
嫌いでは済まない状況になってきているという
ことも、各会員の方に十分認識して頂きたいと
思います。 
 
５．最後に、弁理士会副会長としての職務はわ
ずかに５ヶ月程度のものですが、この間、弁理
士の果たす役割の重要性とその責任の重さとい
うものを実感すると共に、知財の中心人材は弁
理士であるということを強く認識させられた、
という心境であることを述べて、本稿の締めく
くりとします。 

以上 



 私は、２００１年度、新制度下で初めての常
議員選挙にＰＡ会の推薦を受けて立候補しまし
た。ＰＡ会の会派活動もサボりがちになってい
たのに、なぜ推薦してくださったかは分かりま
せんが、弁理士会委員会、特に支援センターの
活動で結構忙しくなっていたので、推薦を受け
ることにしたのです。この理由は一見矛盾する
ようですが、常議員は弁理士会の委員を兼ねる
ことがない上、年に２，３回会合に出席すれば
よい、という噂を聞いていたのです。私は社交
が下手で人から頼まれるとなかなかイヤとは言
えず、引き受け手がいなくて途方に暮れている
などと聞かされると自分の状況や能力も省みず
委員などでも引き受けてしまう傾向があったの
です。ですから、常議員になると２年間は自動
的に委員職から解放されるので、一人でやって
いる事務所の仕事もハカがいくようになるだろ
うと期待したのでした。 
 このような邪心をもった候補者でしたが、応
援団長や団員の皆様に熱心な選挙運動をしてい
ただいた末、結局無選挙で常議員に当選しまし
た。 
 ところで常議員になってみると、新制度下で
は監事というのができたので、常議員は弁理士
会の委員になってもよくなったということで、
またまたいつの間にかいくつかの委員になって
いました。なんだか騙された思いでした。もっ
とも、頼まれて引き受ける自分がいけないので
すが・・・。（実は、旧制度下でも委員は兼任
できる決まりで、委員の集中を避けるため兼任
を避けていただけと言うことでした。） 
 さて、２００１年度の常議員会が初めの仕事
として与えられた作業は、新役員制度に沿って
「常議員ハンドブック」の改定をすることでし
た。新制度における常議員会の役割を明確にす
ることを目的とするものです。 
 常議員会で主流を占めた意見は、新制度下の
会則は常議員の権限を従来より抑制して執行部
がより自由に活動できるように規定している、

ということでした。これに対して、常議員会は
正副会長会に対するチェック機能を持たなけれ
ば意味がないとし、会則からもその旨読み取る
ことができるとする意見もありましたが、主流
になりませんでした。私も反主流派意見の表明
をしたものです。しかし、「常議員ハンドブッ
ク」は主流派の意見に沿って改定されることに
なりました。ただし、最終的に決定された「常
議員ハンドブック」は表現に含みを持たせるこ
とにより、常議員にもそれなりの権能があるよ
うな記述におさまりました。常議員ハンドブッ
クの他には、それこそ１，２回会合し総会議案
の先議などをこなして年度が暮れて、私も第２
年度の常議員となりました。 
 ところが、２００２年度常議員会では、どう
したいきさつか、私が第１委員会の委員長を拝
命することになりました。その初めの課題が、
再び常議員問題で「常議員の代議員的性格につ
いて」、すなわち、常議員会の権限はいかにあ
るべきかでありました。こうしてみると私の委
員長推薦には、２００１年の代議員会でなんや
かやうるさく発言したことが影響したのかなと
思います。 
 
 さて、なぜ再び常議員会の権限なのか。 
 私も昨年常議員となってある意味がっかりし
たように、常議員には選挙の洗礼を受けたこと
で期待した影響力がありません。現行規定を見
る限り、常議員が会務に参与しさらには弁理士
会の社会的貢献に関与する役割を持つなどとい
うことに、会員の理解も、まして世間の理解も
得られないでしょう。 
 一般に、ある団体に執行機関があれば、その
活動をチェックして、会員の総意から隔たった
独善的な施策を実行させないようにする機関が
必要です。特に、執行機関が会員の意思に反す
る場合にも脱会することができない日本弁理士
会では、このような仕組みの重要性が増大しま
す。 

    日本弁理士会 

常議員会活動報告 

第１委員会委員長 関   正 治 



 常議員会の存在意義のひとつは、執行機関
に対するチェックをすることであると思いま
す。監事会が監査機能を備えるとされます
が、会務執行と会計の検査が目的ですから、
正副会長会がこれから実施しようとする事業
に対してチェック機能を有するわけではあり
ません。常議員会は議会のように執行機関が
実施しようとする施策を審議し決議する機能
を持つべきだと思います。 
 これに対して、日本弁理士会会則上、常議
員会の職務は、 
（１）正副会長会から委嘱された事項を審議
し、および決議すること、 
（２）正副会長会が提出した会規または常議
員会において必要と認めた会規の制定、改正
または廃止に関する議案について審議し、決
議すること、 
（３）委員会の設置に関して審議し、決議す
ること、 
（４）正副会長会の予算外支出または予算超
過支出に関して審議し、決議すること、 
の４項が挙げられています。 
 この４項目のうち、正副会長会の意向に逆
らえる決議ができるものは、（２）と（４）
だけです。（１）は委嘱がない限り決議でき
ませんから、正副会長会は不都合な事項につ
いて常議員会に諮らず自分で決めることがで
きます。（３）は常議員会内に設立する委員
会のことで、常議員会の内部機構の問題でし
かありません。 
 （２）により、正副会長会の提出された会
規を否決したり、常議員会が独自に会規を規
定して、日本弁理士会の執行機関である正副
会長会が弁理士の総意に反する事務執行をす
ることを防止したり、会員が望む事務を実施
させることができると期待したいところです
が、常議員会が支配できる会規とは、会則、
会令の下に位置する規定で、現在は弁理士会
内部の手続に係る経理規定、監査細則、審議
委員会規則の３件しかありません。このよう
な会務の極く一部に関する規定について支配
権があっても、正副会長会に対するチェック
機能があると言うことはできません。 
結局、正副会長会に対してチェック機能が発
揮できるのは、（４）の予算外あるいは予算
超過の支出に対する認可のみと言うことにな
ります。 
 これだけしか権能を持たないのであれば、
常議員会は正副会長会設立の委員会とさした
る差異がないではないか。このような機関を
成立させるために、あのような大げさな選挙

が必要なのか。正副会長会に付属する委員会は
選挙もせずにそれなりに機能しているではない
か。・・・・そして最後には、常議員会などい
らないではないか。 
 こうした意見が聞こえるようにもなってきま
す。 
 現行の規定をじっくり読めば誰でも常議員の
権能が十分でないことは分かりますから、弁理
士会役員である常議員の社会貢献度に対する世
間的認知が不足しても文句は言えないというこ
とになります。 
 
 日本弁理士会の最高議決機関は総会です。将
来会員の数が増大して直接民主主義が実行不能
になれば代議制が必然となるでしょうが、現在
はまだその状況ではないということです。総会
が議決機関とされている中で、常議員会をどう
位置づけるかは難しい問題です。 
 特に、現行の常議員選挙では、推薦母体とな
る団体が多くの経験を積んだ人物を推薦する一
方、会務経験を積ませるためあるいは参加意識
を醸成するため、適当な割合で新人を候補者に
選定するという考えもないわけでなく、実際上
正副会長会と競立しうる存在として選定された
というには烏滸がましいと感じさせるところも
あります。会員が自分の意思を代表する代議員
を選出すると思っていない選挙で選出された常
議員に代議権を与えてよいのか、と自然に気持
ちが萎えてしまいます。 
 また、日本弁理士会では、何と言ってもずば
抜けて真剣に勤め、苦労をしているのは会長
と、会長を補佐する副会長であることはあまり
に明白です。その正副会長会の活動を縛る決議
を頻発させてせっかくの努力に水を差すことに
なるかもしれないような機関を備える必要があ
るのかとも思います。 
 しかし、総会だけが正副会長会の暴走を阻止
できるという制度であるとすれば、問題が生じ
たときに５千人もの会員を招集する総会が簡単
に開催できるのか、総会の場で議案について深
い討論ができるのか、総会は議案を総体として
承認するかどうかしか決められないので結局は
正副会長に対する信任機関にしかならないので
はないか、などと疑問が沸いてきます。 
 特に会員を急増させることが既定の方向です
から、色々な志向を持った多数の会員が会合し
て意見を闘わせ、集約させた結果に基づいて弁
理士会の方針を確立するということはますます
現実性が薄れていくことになりましょう。 
 そういう点からは、総会を最高決定機関とし
て置く場合でも、各意見を代表する者たちが議



案を徹底的に審議し、意見の対立を克服して
必要を認めれば案を補正して磨き上げるよう
な審議機関があってもよいのではないか。ま
た、少なくとも、会員数が増大する将来は、
総会に代わる代議機関を持つべきではない
か、と思います。 
 代議機関を将来の方向とすれば、選挙制度
上、常議員は代議員たる条件を満たしている
と思いますので、機が熟せばいつでもこのま
ま代議制度に移行することができましょう。
また、常議員に代議権が与えられれば代議能
力を意識した常議員選挙になって、相応しい
常議員会が成立することになるだろうと思い
ます。しかし、当分は総会が最高議決機関と
して残存するでありましょう。 
 
 常議員会第１委員会も総会の存在を前提に
しながら、常議員会の機能もしくは権限の適
正化を検討してきました。 
第１委員会は、５月から７月まで４回会合し
て結構活発な議論を交換し、 
（１）常議員は本格的な代議権は持たない
が、緊急時には総会に代わり全ての議案につ
いて仮決議することができるようにする（仮
決議は総会で覆すことができる）、 
（２）新制度では挙げられていないが従前に

は職務とされていた建議答申の決議を改めて職
務に追加する、 
（３）総会で常議員会に決議を委嘱することが
できるようにする、 
（４）主要な総会提出議案について先議権を持
つようにする、 
の４点を常議員会の権限として追加することが
好ましいという結論に至り、８月に正副委員長
の間でe-mailによるバーチャルな検討会を行っ
て細かいところを調整しました。 
 委員長の性格を反映したか、緊急時代議権以
外は、ほぼ従来の権限を復活するだけで新しい
要求が含まれない、比較的マイルドな要請に納
まりました。しかし、常議員会の権限強化は意
味がないとする意見があるように聞いていま
す。常議員会の決議に至るまではまだ紆余曲折
があるようで、どのような扱いを受けるか楽し
みです。 
 
 昨年度、今年度、と続けて常議員会内部の問
題に終始した（今期はまだ半ばですが）のはあ
る意味残念でした。しかし、常議員会本来の働
きが何なのかについて合意が得られたわけでは
ないとしても、その基盤整備をしたのだと思え
ば無駄ではないというところでしょうか。 

２００２年９月５日 



 現在、研修所の運営委員は大変忙しい毎日を
送っています。 
 忙しい内容は、来年度から始まる侵害訴訟代
理のための研修の準備、新規合格者の増加に起
因する会員研修を含めた研修カリキュラムの大
幅な見直し、今年度から始まった倫理研修の実
施、新規業務に関する義務研修の最終実施準
備、先端科学技術研修の継続及び新規実施、イ
ンターネットを使った研修の準備、等々です。
その中から主なものを紹介します。 
 
知的財産戦略会議 
 本年４月に弁理士法の一部を改正する法律
（以下一部改正法）が成立し、弁理士も所定の
研修と試験を受けることにより、一定の侵害訴
訟事件に訴訟代理人（以下付記弁理士）として
業務を行うことが出来るようになりました。こ
の研修（能力担保研修）については、一部改正
法の衆参両議院の付帯決議だけでなく、知的財
産戦略大綱の中でも具体的にとり挙げられてお
り、早急な研修及び試験の実施が要請されてい
ます。このことは、多くの弁理士を出来るだけ
早く侵害訴訟に関与できるように養成し、知的
財産に関する紛争解決に貢献させることが社会
的な要請であることを意味します。一方、知的
財産戦略会議では、ロー・スクールを経た知的
財産に強い弁護士の養成だけでなく、知的財産
を専門とする専門職大学院構想も提案されてい
ます。ロー・スクールの卒業生が世に出てくる
平成18年以降、果して世の中でどの制度が最も
知的財産権の保護に貢献するのかが問われま
す。それゆえ、付記弁理士のための能力担保研
修の円滑な実施を目指し、研修所は懸命に知恵
を絞りその準備をしています。 
 
アンケート調査 
 法律が改正され、侵害訴訟における訴訟代理
人の途が開けたのですが、果たしてどの程度の
数の弁理士が付記弁理士になることを希望して

いるのか、本当の所はわかりませんでした。
そこで、実際に研修をどのくらいの数の弁理
士が希望をしているのかについて改めてアン
ケート調査をしました。その結果は、初年度
に研修を受けたいという希望者が1,732 人、次
年度以降に受けたいという弁理士が533人とい
う結果が出ました（回答総数1,908）。予測し
たよりはるかに多い数字です。弁理士が、特
許等の侵害訴訟代理の資格取得に熱意を燃や
していることがわかります。実際には、回答
はしなかったが、本当は付記弁理士になるこ
とを希望している方がまだ相当数いると思わ
れますので、さらに希望者の数が増えると思
います。また、今後、弁理士の合格者数が増
えるとすれば、毎年300人以上の新人を加えた
形での継続的な研修が必要になります。 
 
能力担保研修 
 研修所では、能力担保研修を行って下さる
講師の先生方の推薦を弁護士会にお願いをし
ていますが、現在、東京三会（東弁、一弁、
二弁）、大阪弁護士会、名古屋弁護士会の了
解もとれ、講師の確保の目途が立った状態に
あります。現在、東京で８～１０クラス、大
阪４クラス、名古屋１クラスがほぼ確保でき
ている状態にあります。地方に関しては、中
国・四国地区での研修を実現すべく努力をし
ているところです。 
 能力担保研修に先立つ、いわゆる民法、民
事訴訟法の基礎研修も９大学の協力を得て、
最も早い青山学院大学の講座は、8月から始
まっており、9月末には早くも終了式が行われ
ます。 
 
著作権研修 
 知的財産戦略会議の中で知的財産基本法の
制定が掲げられ、早ければ今年中にも国会
（臨時国会）に上程される予定であるといわ
れています。知的財産という概念がわが国の
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研修所の活動 

日本弁理士会研修所所長 村 木 清 司 



政策運用上だけではなく、法律制度の中にも
取り込まれ、我々も、知的財産保護の専門家
として位置づけられます。長く、工業所有権
の専門家として業務に携わってきた弁理士
は、改めて著作権を含む知的財産権全般の専
門家として社会に認められることが必要で
す。平成12年の弁理士法の全面改正に伴う義
務研修では、既に9割以上の弁理士が著作権法
についての研修を終えていますが、著作権の
専門家群といえるにはまだまだの状態にある
と思います。さらに一層の研修を行うため
に、文部科学省著作権課の協力を得て、岡本
課長による特別研修と、著作権契約を中心と
する著作権課と弁理士会の特別研究会が発足
することになっています。商標、不正競争を
専門とする方々と同様に、著作権を専門とす
る弁理士の一群の出現が待たれます。 
 
先端科学技術研修 
 早稲田大学及び慶応義塾大学と提携して行
われたバイオと情報工学に関する先端科学技
術研修は前期の研修を終え、両方で約100人の
弁理士が研修を終えました。間もなく後期の
研修が始まります。自民党の司法制度調査会
や他の会議の場で、日本弁理士会は先端科学
技術に精通した弁理士をどうやって育成する

のかという厳しい質問を受けて来ましたが、
それに対し始めて回答ができることになりま
した。さらに、大阪と東京の他の大学との話
し合いも始まっていますが、特に、東京大学
の先端科学研究センターとの間でも弁理士の
研修についての話し合いが進んでいます。社
会の期待を担って、世界の先端を行く種々の 
科学技術の先端分野において、その権利化と
紛争解決のいずれの面においても世界に通用
する弁理士を輩出することが必要です。その
ような研修の機会を会員の皆様に提供するこ
とが研修所の役目であると考えています。 
 
研修所の運営 
 研修所は、運営委員全体による運営会議、
正副所長会議、運営委員が直接携わる１２の
部会、事務局の研修課の活動からなっていま
す。研修所全体では約100人の会員がボラン
ティアーで活動をしています。何の報酬があ
るわけでもないのですが、運営委員の皆さん
が情熱を持って我々弁理士のために、また、
知的財産保護のために日夜がんばっていま
す。 
 
 PA会の先生方のご理解とご協力をお願いし
ます。 



不慣れではありますが、4月より幹事長職を務
めさせていただいております。我々を取り巻く
環境が激変しつつあることを肌で感じる中、平
成14年度日本弁理士クラブ幹事会は、「日弁
2002：未来への挑戦、一歩前進、自分の足で」を
スローガンとし活動しております。「日弁2002」
は、単に本年度が西暦2002年を意味するだけで
はなく、PA会はじめ日弁５会派の会員総数、約
2000人にプラスαの気持ちを込め、総員2002名
の叡智を結集し、将来の弁理士像を挑戦的に考
えていこう、という意味合いを持たせておりま
す。 

 
本年度の日弁運営方針としては、まず第一に、

日弁規約第2条に従って「日弁各会派の協調のも
とに日本弁理士会の円滑なる活動に寄与する」
ことを目指しており、正副会長会からの急な要
望にも可能な限りバックアップする体制を整
え、一つ一つの懸案事項を着実に解決すること
に努めております。 

具体的な内容として、まず第一に、侵害訴訟代
理に関する能力担保研修への対応が挙げられま
す。平成13年1月からの弁理士法施行に引続き、
平成14年4月17日に「弁理士法の一部を改正する
法律」が公布され、弁理士が訴訟に代理人として
関与できるようになったことは周知の事実で
す。知的財産が産業競争力の要となる今日の社

会において、弁理士に対する世間の期待、ニー
ズは高まりを見せておりますが、その要求に応
えるためにも、我々はこれまでの実績を通し、
訴訟への関与を強固にしていく必要がありま
す。日本弁理士会の調査結果によれば、9割近く
の弁理士が訴訟代理権の獲得を希望しており
ます。研修のあり方についても、我々弁理士自
身の問題ゆえ、傍観者たることなく積極的に議
論に参画して欲しいと思っている次第です。と
は言え、知財サイクルにおける弁理士の役割
は、訴訟に限られるものではないため、権利取
得という本来の業務を疎かにすることなく、価
値評価、ライセンス等々の権利行使にも十分貢
献していきたいものです。 

 
また、法科大学院（ロースクール）構想の弁

理士に及ぼす影響とそれに対する方策や、特許
権・実用新案権の控訴審の裁判管轄に関する検
討、特許の有効性に関する審判のあり方、等々
ついても審議を重ねております。これらは主に
政策委員会で審議しておりますが、諮問事項の
数も多く、内容的にも一筋縄ではいかないた
め、多忙を極めております。会員諸先生からの
ご意見を十分に反映させ、意見具申していきた
いと考えておりますので、ご協力の程、宜しく
お願い致します。 

 
日本弁理士会役員選挙につきましては、昨年

より開始の新制度により一層なじみ「日弁
2002」の総力を十分に発揮できる環境作りを目
指しております。協議委員会の先生方には、す
でに審議を依頼済みです。秋の選挙に向け、日
弁としての当然あるべき姿を求めていく所存
であります。 

 
さらに、弁理士総数が5,000人を超える状況

下、ホームページ委員会と会報委員会では、日
弁会員のみならず、各派に所属しない弁理士な
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ど日弁外部に対し、どのように情報発信を行っ
たら良いかなどを検討しております。会員諸先
生からのご意見、アイディアを期待しておりま
す。 
  
 日弁規約集につきましては、弁理士法および
会則の改正に伴い、昨年度、見直しがなされ、
役員推薦基準や慶弔規程なども改正されてお
ります。日弁ホームページに記載されておりま
すので、是非ご確認ください。 
 
 さて、話は変わりますが、6月29日、30日と、
熱海大観荘にて日弁旅行会が行われました。 
 日弁各派はじめ、西日本弁理士クラブ、弁理
士連合クラブの諸先生方を含む総勢105名の先
生方にお集まりいただき、盛会裏に終えられた
ことを厚く御礼申し上げます。PA会からも多数
の先生方にご出席賜り、誠に有難うございまし
た。ご支援に深く感謝いたします。 

 
旅行会当日は夜半に大雨となり、翌日のゴル

フ大会の開催が危ぶまれましたが、参加者各位
の日頃の行いが善かったからでしょうか、予想
もしなかった好天に恵まれ、好プレー続出の大
会となりました。50名を超す参加者の中、見事、

１位を獲得されたのは、PA会の村田実先生でし
た。このほかPA会からは、上位20位内に、菊池
武胤先生、小池寛治先生、福田伸一先生がラン
クインしております。おめでとうございまし
た。 

 
日弁幹事長の職務も、これまでに既に半分を

終えております。後半では、日本弁理士会役員
選挙において、日弁としてやるべきことを十分
に果たし、当選祝賀会の席で美酒に酔いたいと
思っております。選挙に対してのご理解、ご協
力の程、何卒宜しくお願い致します。選挙を乗
り越えれば、来年1月17日開催予定の総会およ
び新年会を経て次年度日弁幹事会に無事、引継
ぎができる、と早くも考えている今日この頃で
あります。 

 
最後になりましたが、PA会諸先生のご意見を

拝聴しながら、また、ご指導とご支援を賜りな
がら会務を完遂する所存でおりますので、今後
とも何卒宜しくお願い申し上げます。お気付き
の点がございましたら何なりとご教示下さい。 

日弁旅行会（熱海大観荘にて） 

日弁旅行会（熱海大観荘にて） 



１ はじめに 

 日本弁理士クラブ、いわゆる日弁は、ＰＡ
会、春秋会、南甲弁理士クラブ、無名会、稲門
弁理士クラブの５会派によって構成されてお
り、日弁幹事会もこの５会派の会員の寄り合い
所帯となっております。 

 本年度の日弁幹事会の構成は次項で説明しま
すが、日弁幹事長にはＰＡ会から谷義一先生が
就任されています。また、理由は定かではあり
ませんが、日弁幹事長を輩出した会派からの副
幹事長がその年度の庶務を担当する慣例になっ
ています。本年度の日弁の庶務は、この慣例通
り私の担当となっておりますので、日弁入門講
座のつもりで日弁庶務担当副幹事長の役割を述
べてみます。 

 

２ 本年度の日弁幹事会の構成 

 庶務担当副幹事長の役割を述べる前に、日弁
幹事会の構成と役割分担を説明しておきます。 

 本年度の日弁幹事会は、幹事長と、５名の副
幹事長と、１１名の幹事で構成されています。
５名の副幹事長は日弁５会派から各１名です。
１１名の幹事は、ＰＡ会から萩原康司先生、三
上結先生、中山健一先生の３名が参加している
他、他の４会派からは各２名ずつ参加しており
ます。 

 ５名の副幹事長には、毎年度それぞれ基本的
な役割が割り当てられております。この基本的
な役割は、庶務、記録、会計、渉外、慶弔の５
つで、各副幹事長はそれぞれいずれかを担当し
ております。本年度は、庶務は前記のように私
の担当、記録は春秋会選出の副幹事長の担当、
会計は無名会選出の副幹事長の担当、渉外は南
甲弁理士クラブ選出の副幹事長の担当、慶弔は
稲門弁理士クラブ選出の副幹事長の担当となっ
ております。各副幹事長は、適宜幹事にサポー
ト役をお願いしております。 

３ 日弁庶務担当副幹事長の役割 

 日弁庶務担当副幹事長の役割には、幹事会の
召集及び会場のセッティング、幹事会内外に対
する事務連絡、日弁内委員会の立ち上げまでの
サポート、地方での行事に参加する際の切符の
手配等々、雑多な仕事があります。これらの仕
事は主に日弁幹事長の活動に伴って出てくるも
のです。日弁幹事長の活動範囲は、日弁幹事会
だけでなく、日弁内の各委員会、更には正副会
長会や日弁以外の会派との間にも及びますが、
日弁で庶務を担当しておりますと、この日弁幹
事長の動き、つまり日弁の活動範囲がある程度
見えてきます。また、日弁幹事長を輩出した会
派からの副幹事長がその年度の庶務を担当する
理由は、この辺にあるのだと思います。 

 上記の仕事は庶務の仕事として納得できるも
のなのですが、上記以外に毎年行わなければな
らないこととしまして、日本弁理士会の委員会
への委員推薦の取りまとめ、日弁内委員会への
委員推薦の取りまとめがあります。これはどう
考えても人事の仕事であり、庶務の仕事ではな
いように思います。 

 ところで、「庶務」を広辞苑で調べますと、
「特別の名目のない一般の事務。いろいろの雑
多な事務。」とあります。「特別の名目のない
一般の事務。」とありますが、逆に名目のある
事務とは何であろうかと考えますと、担当部署
が決まっている事務のことではないかと思いま
す。そうしますと、庶務とは、担当部署の決
まっていない事務を行う役割なのです。 

 そこで各日弁副幹事長に割り振られている基
本的な役割を振り返りますと、庶務、記録、会
計、渉外、慶弔の５つであり、人事はないので
す。庶務の役割が上記のようなものであること
からしますと、日弁には人事担当がいない以
上、人事は庶務の役割なのです。 

 上記のように、庶務の役割は種々雑多です。

 

 日本弁理士クラブ 
  庶務担当副幹事長の役割 

日本弁理士クラブ副幹事長 渡 辺 敬 介 



本稿がお手元に届く頃には終了していると思
いますが、本年度は研修会も進めておりま
す。また、幹事長の動きに伴う仕事が多いの
で、幹事長との連絡を密に保つために会合に
顔を出す機会も多く、忙しい反面、酒席が嫌
いでなければ楽しみも増え、新たな知識を吸
収するには恰好のポストであるといえます。 

 

４ むすび 

 任期も半分を過ぎようとしています。この
ところ秋口に体調を崩すことが多いので、多
少体に気を付けながら残りの任期を乗り切ろ
うと思います。また、年明けには慰労会でも
パッとやろうということになっていますが、
これにつきましては庶務の担当であるとして
自らセッティングを買って出ております。 



 PA会会員の皆さん、新合格者の皆さんここに
日本弁理士政治連盟の活動の成果について報告
できることを大変光栄に思います。 
 第2次弁理士法改正は4月11日に衆院を通過し
ましたが、その際さらに歴史的な展開が達成さ
れました。侵害訴訟の代理に当たり、弁護士との
共同受任の限定は見直すべきものであるとの附
帯決議が国権の最高機関において決議されたの
です。弁政連は、そのために日夜苦労を重ねて来
ましたが、ついに日の当たる成果が出ました。感
慨ひとしおです。その後7月3日内閣府に設立さ
れた知的財産戦略会議によって知的財産戦略大
綱が決定され、知的財産基本法が次期国会に上
程される運びとなりました。このPA会誌発行時
にはすでに法案となっていることでしょう。こ
の「知的財産戦略」を国家戦略として推進すべき
ことを提唱したのは、弁政連であり、その先頭に
たったのは渡辺望稔会長です。 
 私は、この活動の中で渡辺望稔会長 (現最高顧
問)の下で古谷史旺最高顧問（現特別顧問）や森哲
也副会長(現会長)と共に、国会議員の先生方に訴
える中でいかに大きな期待が弁理士にかけられ
ているか、ひしひしと感ずる毎日でした。「打て
ば響く」とはまさにこのことであると痛感しま
した。何倍も大きな「こだま」となって反響が生
じまた増幅されてこの附帯決議に至ったもので
す。 
 しかし、一方、その中で隠然たる抵抗勢力の壁
にじたんだを踏むことも度々でありました。ま
さに一進一退の押し比べで、最後に遂に勝ち取
ることができたのです。この教訓を会員の皆様
と共有したいと思います。 
 これは、ひとえに、現在の日本が、国民が、弁
理士に期待しているということの現れです。弁
理士の仕事は明細書を書くとか、鑑定をすると
か、地味なものであり、本来科学技術立国の中心
たる創造者・発明者の介添役であります。しかし
ながら、特許を始めとする知的財産権の保護は、
現代産業社会の基本ルールとなっています。即

ち、自由市場経済の下でまず尊重すべき基本ル
ールが知的財産権であり、知的財産の創造・保護
及び活用は産業社会の発展の原動力でありま
す。今や、これを権利の活用から行使まで貫徹す
ることが、知的創造スパイラルを展開するため
に、不可欠という段階に至っております。 
 弁理士が出願代理をして、或いは異議・無効審
判や審決取消訴訟を経て、獲得・確保した貴重な
権利が侵害されたとき、ただ座して弁護士や裁
判官など既存の法曹に委ねることで、その責任
が全うできるのか、よく考えれば当然の理です。
この当然のことが、旧制度では、数十年にもわた
りなおざりにされ、新制度（第２次改正、平成15
年1月1日施行予定）でもなお、甚だしくいびつで
あり、不完全な状況におかれています。 
 皆さんの中で、キルビー事件最高裁判決を知
らない人はいないでしょう。権利に明らかな無
効理由があるときは、侵害事件の裁判で権利濫
用と判断できるというものです。かくて、いま
や、侵害事件を扱う地方裁判所で何十件となく
有効性が争われ、権利の有効性を争うのは当た
り前の時代となっております。権利無効ゆえ差
止・侵害賠償請求棄却との判決もすでにいくつ
か出ております。 
 これは元来権利の成否は特許庁の専属管轄で
あるという制度の下において、裁判所が一貫し
て踏み込むことに躊躇していた有効性問題が、
侵害事件の主な争点として裁判所で争われる時
代となった、ということです。侵害は権利あって
のものである以上、これは必然的な成り行きと
考えるべきでしょう。 
 ところで、今、弁理士は、侵害訴訟の中では補
佐人としてしか、関与できません。皆さん考えて
見てください。特許権等の有効・無効の手続は、
元来弁理士の中核業務であり、審決取消訴訟に
おいても昭和23年改正以来５０数年に亘り、積
み重ねてきた業務であります。審判制度は準司
法手続であり、もって審決取消の出訴に当り第
一審地方裁判所は省き東京高裁を専属管轄とす
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るよう定められております。 
 しかしながら、キルビー最高裁判決以後、侵
害訴訟を扱う地方裁判所において、同じ無効問
題に係る訴訟においては、弁理士は相変わらず
補佐人としてしか関与することができないと
いう状況に陥っております。 
 これは、まさに制度上の自己矛盾というべき
事態であり、緊急に解消しなくてはなりませ
ん。第2次改正の弁護士との共同受任、原則共同
出頭という規定でも、この矛盾は解消しませ
ん。 
 弁政連は、このような事態の窮極的解決は、
弁理士が侵害訴訟において弁護士と同様単独
訴訟代理権を有するよう、弁理士の代理業務の
範囲を拡充すること以外にありえないと考え
ております。 

 そのための弁理士法第3次改正、これが国会
の附帯決議により負託された課題であります。
高い知性と行動力のPA会会員の皆さん、弁政連
の立場に賛同される方は積極的にその方向で
弁理士会の会員の力を結集すると共に、また国
を憂える代議士先生方にも働きかけ次の改正
へと邁進しようではありませんか。 
 最後に、会費の値上げにも拘わらず、多数の
PA会会員の皆さんからのご寄付を含め弁政連
の財政へのご支援を頂き、心より感謝いたして
おります。今後共皆様の一層のご支援をよろし
くお願いいたします。なお、知財戦略と、弁政
連の動きの詳細は弁政連フォーラムと弁政連
ホームページ (http://www.benseiren.gr.jp/) を
注目下さい。そして、皆様の貴重なご意見をフ
ォーラムにお寄せください。 



 先日、テレビ朝日の「ニュースステーション」
で救急救命士を話題とした放送を見た。これは
以前に放送された第１回の特集に続く続編で、
第１回の放送では日本と米国の救急救命士制度
を比較するような内容であり、今回は日本と韓
国の制度を比較するような内容であった。いず
れも最近において制定された日本での救急救命
士制度を考える番組であり、第１回の特集は、日
本の救急救命士は気管挿入、徐細動（いわゆる電
気ショック）等といった一定の医療行為を行う
ときには電話等で医師の指示もしくは同意を受
けることが条件となっているが、米国では救急
救命士が独自に判断してこれらを行うことがで
きるという点を考察するものであった。第２回
目となる今回の特集はその続編で、韓国の救急
救命士の現状をドギュメンタリー風に放送する
とともに、韓国での制度を日本および米国の制
度と対比しながら説明するものであった。韓国
において救急救命士制度ができたのも日本と同
様に比較的最近であるが、韓国では救急救命士
が独自に判断して気管挿入等の医療行為ができ
るような制度になっており、これにより救急時
の人命救助に非常に役立っているといった内容
であった。一方、日本では医療活動は医師が行う
という医師法の原則を考え、救急救命士は電話

等により医師の指示もしくは同意を得た上で
初めて気管挿入等ができるという制度となっ
ており、例えば、山間地等での救急活動で電話
もしくは無線等による医師との連絡が難しい
状況下で救急救命士が迅速適切な対処が可能
であるか、疑問視されていた。 
 医療行為が不適切、不正に行われて患者が不
利益を被ることがないように、医学を勉学して
医師国家試験に合格した医師に医療行為を認
め、国民を守るというのが医師法の原則であ
り、これはは非常に大事であることは確かであ
る。しかし、救急救命士制度を設けるにあたっ
ては救急救命士が対処する患者にとって何が
最善であるかということを最重要視すべきな
のに、医師法の規定に拘泥されて制度の趣旨を
却って損なうような結果になっているため、今
回の番組が投げかけている疑問がでてきたの
ではないかと思われる。すなわち、この制度は
救急患者の命を守るというのが最も重要視さ
れて然るべきであり、医師法の精神もそれに則
っているはずであるが、救急救命士の救命行為
に医師法の規定を杓子定規に適用して、緊急を
要する救命行為を迅速に行えなくすることに
なってしまっているのではないかと考える。 
 但し、気管挿入、徐細動、投薬、注射等は治
療もしくは医療行為であり、専門的な知識およ

                  

   弁理士の将来像 
  について思うこと 

常任幹事 大 西 正 悟 
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び技術が伴わずにこれを行うのは患者の人命
を損なうおそれもある非常に危険な行為であ
るので、このような救急救命行為を行うために
必要十分な（医者と同レベルの）専門的な知識
および技術を獲得した上で救急救命士として
認められなければならない。その上で、救急救
命士の単独の判断で救急救命行為を行えるよ
うにするのが、その制度目的に合致し、患者に
対しても最善の行為となるものである。この番
組で取り上げられた米国、韓国、日本すべてに
おいてこのようなことは十分に検討されてお
り、救急救命行為を行うために必要十分な（医
者と同レベルの）専門的な知識および技術を獲
得した上で救急救命士としての資格を与える
ようになっている。ところが、このようにして
資格が付与された救急救命士が行える行為に
対して、米国および韓国と日本とでその内容に
差があるというのが今回番組が取り上げてい
た問題の一つであり、日本では電話等により医
師の指示もしくは同意を得た上で初めて気管
挿入等の緊急治療行為が可能であるという他
国との相違点を考察していた。 
 ところで、この特集番組を見ていて、我々弁
理士と弁護士との関係に似たものを連想した。
我々弁理士を取り囲む環境は近年大きく変化
しており、その業務範囲も著作権法等が含まれ
るようになり、且つ特許等の侵害訴訟に対して
も弁理士が訴訟代理権を有する（但し、弁護士
が訴訟代理人になっている事件に限るという
条件を満たす必要がある）ように弁理士法が改
正された。この弁理士法の改正の下での「弁護
士が訴訟代理人になっている事件に限る」とい
う要件（弁護士と共同でのみ弁理士が訴訟代理
人となることができるという要件）が、救急救
命士が行う緊急治療行為が医師の同意の上で
という条件を課されていることに通じるもの
がないでしょうか。 
 訴訟代理人を設ける目的は訴訟当事者を代

理してこの訴訟当事者の利益を守るというも
ので、この趣旨に則って弁護士法が制定されて
おり、法律に関する十分な専門的知識を有する
弁護士に訴訟代理人としての資格を与えてい
る。このため、特許等の侵害訴訟については
我々弁理士は輔佐人として資格を有するだけ
で弁護士が訴訟代理権を有していたが、今回の
弁理士法改正で知的財産権分野での一定の訴
訟については弁理士も訴訟代理が可能となっ
た。これは、最近での特許等、知的財産権に関
連する訴訟の増大に迅速に対処して当事者の
利益を守る必要があるという事情等を考慮し、
特許等についての専門的知識を有する弁理士
がその侵害訴訟等の代理人となれば訴訟手続
が迅速化できて当事者の利益を守ることが期
待できるということであると考える。 
 訴訟代理人を設ける目的は「訴訟当事者の擁
護」であり、特許侵害訴訟に関して弁理士が代
理人となる場合、当事者の利益を十分に擁護で
き且つ訴訟手続の迅速化に貢献できるという
ことが重要である。まず、弁理士は特許権の取
得手続を代理することを業としているのでこ
れらの権利内容について十分に理解しており、
弁理士が関与することにより訴訟対象となる
権利内容の把握等が迅速に行われ、訴訟の迅速
化が進むことは十分期待できると考える。さら
に、今回の法改正前から弁理士は特許審決取消
訴訟の代理人資格を有し、且つ、特許侵害訴訟
において輔佐人資格を有しており、一定の訴訟
手続能力は有していた。このような事情に規制
緩和という要因も加わって、特許等、知的財産
権のスペシャリストである弁理士がこの分野
での訴訟に必要な手続能力を取得すれば、その
侵害訴訟等の代理人として当事者利益を十分
に擁護でき、且つ訴訟審理手続の迅速化に寄与
できると判断されて、今回の弁理士法改正によ
り弁理士が一定の範囲内での訴訟代理人とし
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ての資格を付与されたものであると考える。 
 但し、現状では訴訟手続能力が十分であると
は判断されず、研修等によりこの能力担保を図
るという条件の下で今回、一定の範囲内での訴
訟代理権が弁理士に付与された経緯がある。さ
らに、今回の法改正で弁理士に認められた訴訟
代理権は弁護士との共同代理を条件としてお
り、まだ弁理士単独での訴訟手続能力が十分で
ないと判断されているものである。すなわち、
我々弁理士の今後の努力、研鑽が非常に強く求
められ、元来から弁理士に必要な特許等の権利
取得の手続代理のための能力に加えて、十分な
訴訟手続能力を取得し且つ発展させなければ
ならない。そして、弁理士に特許等の訴訟代理
を安心して任せられるというようになれば、
「弁護士が訴訟代理人になっている事件に限
る」という要件も不要となり、将来は弁理士の
単独代理も認められることになるのではない
でしょうか。逆に言えば、我々弁理士が努力、
研鑽を怠って、弁理士が代理する訴訟事件で当
事者が不利益を被るようなことになれば、単独

代理はおろか共同代理も認められないといっ
たおそれもでてくると考えられなくもない。 

昨今、日本弁理士会が知的創造サイクルとい
う用語を提起して一般に用いられるようにな
ってきているが、知的創造サイクル全般に弁理
士が深く関与するには知的財産権に関する訴
訟代理権を有するということが大きな要素で
ある。今回の弁理士法改正により弁理士が特許
法等の侵害訴訟における代理権を有すること
になったのはこの点からみて大いに歓迎すべ
きであるが、弁理士がその能力を認められなけ
れば意味がなく、これは我々弁理士の今後の努
力、研鑽にかかっていると言える。上述した救
急救命士制度の下、救急救命士は緊急治療行為
について治療行為の訓練を熱心に行っている
様子が放映されていたが、弁理士も訴訟代理の
能力を担保するため、同様な努力が求められて
おり、これは今後の弁理士の将来を大きく左右
する一つのテーマと言えるのではないでしょ
うか。 



 

福田 本日はＰＡ会会報部会の企画で、私たち
を取り巻く「これからの知財環境について」とい
うことで、座談会にお集まりいただきました。あ
りがとうございます。そしてまた本日は、当ＰＡ
会から選出しております弁理士会副長の村田 
実先生にお越しいただいておりますので、アド
バイザーとして色々なことを話していただきた
いと思います。 
 申し遅れましたが、私は本年度ＰＡ会幹事長
で今日の司会進行役を務めます福田でございま
す。よろしくお願いします。 
 ご存じのように、今年の７月３日に「知的財産

戦略大綱」が知的財
産戦略会議から出さ
れました。内容は多
枝にわたっており、
我が国のあるべき姿
の基本を色々うたっ
ています。また、その
基本からさらに進ん
だ具体的計画案とし
ていろいろな要素が
あり、いろいろな関

係省庁の協力に基づき実行するという旨が示さ
れています。 
 翻って、私ども弁理士の環境を見ますと、知的
財産戦略大綱に示された創造戦略、保護戦略、活
用戦略、何れにも相当深く関与してきている。ど
ちらかというと、出願だけの業務でなくなって
きているというのが昨今かと思います。 
 そのようなことを踏まえて、お集まりの先生
方には、自分たちを取り巻く知財環境、企業に勤
めていた時代、学校に通っていた時代、そして、
現在の環境を話していただき、さらにまた、私た
ちの５年後、１０年後にあるべき姿、そういうも
のを話していただけたら良いのではないかと思
います。 

 それでは、皆さんに色々話していただく前
に、村田副会長からこの知的財産戦略大綱につ
いて簡単にご説明いただきたいと思います。 
 
村田 村田です。知的財産戦略大綱が決まりま
したけれども、もともと内閣府の方では、総合科
学技術会議というものがですね、この知的財産
戦略会議に先立ってずっと検討されてきた訳で
す。科学技術にとらわれず、広く関係省庁或いは
民間企業を含めてですね、知財に関する国家戦
略といったものを考えてみようと言うことで、
総合科学技術会議はそれはそれで活かし、また、
知的財産戦略会議もまた活かすということで、
車の両輪で走って来たわけです。 
 それで、総合科学技術会議の方は、６月に中間
まとめ案を出しまして、この中間まとめ案を取
り込んだ形で、知的財産戦略大綱ができ上がっ
ております。その中身につきましては、今後各先
生方にご議論いただくかと思いますが、大まか
にですね、全体的に私が受けている印象という
ものを述べてみたいと思います。 
 先ず、第１には、全体として、知財に対する関
心が高まったという面でですね、これは知財を
生業としている我々
弁理士にとっては非
常によかったかなと
思っております。 
 何れにしまして
も、先ほど幹事長が
言いましたように、
出願中心の業務か
ら、いろいろな方面
に業務範囲が広がっ
ていく、そういった
可能性が非常に示さ
れていると思います。 
 またこの大綱で取り挙げられている中身の大
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半は、もともと関係官庁がそれぞれ検討してい
たことですけれども、そういったものがまとま
り、さらに民間を含めて、国全体として知財を
どうしようかと、ということがまとまった１つ
の大綱になったということで価値があるので
はないかと思っております。 
 それから、知財戦略会議の方はもちろん内閣
府におきまして、たくさんの省庁に跨っている
ものを関係官庁の上に立って、横断的にまとめ
ているというところに、省庁のいわゆる縦割り
行政の弊害をなくしているのではないかとい
う気がしております。 
 それからもう一つ、期限を設定しているもの
がかなりあるということですね。無期限でこう
いうことをやろうと言いましても、ずるずると
何時まで経ってもやらないといった状況がい
ままでは多かったと思うんですけれども、そう
いった事態を防いでですね、目標に対しきちっ
と所定期限までにやっていただけるという方
向付けをしたのは良かったなと思います。 
 その反面、全般的な私の不安というか、戦略
大綱とは全く違った面なんですけれども、国民
全般の知財に対する知識が低い段階におきま
して、いきなり特許レベルの知的財産戦略とい
った形でですね、はたして国としてこれを消化
できるのであろうかといった不安感がありま
す。 
 それから、何となくアメリカに追従すると
いうか、キャッチアップ型の大綱的なもので
ありまして、日本のいままでの良いところ、
長所があまり触れられていなくて、いきなり
短所を長所に置き換えていくような感じの印
象を受けます。もう少し日本の現状レベルの
認識を十分踏まえた上で、実現可能な政策と
いうものが必要ではなかったなという気がし
ております。これが消化不良にならないよう
にですね、きちっと各論でやっていただけれ
ば、それに越したことはないと思っておりま
す。以上です。 
 
福田 ありがとうございました。今日の座談
会にご参加いただいた若手７名の先生方に、
自己紹介を兼ねて自分の取り巻く知財環境そ
の他について少しずつご紹介いただきたいと
思います。最初に三上先生お願いします。 
 
三上 小杉・山田国際特許事務所の三上と申し
ます。よろしくお願いします。まず、知的財産
戦略大綱を読んだざっとした印象なんですけ
れども、国家戦略を考える、国家戦略を造ると
いうことで、すごく大きなことが書かれている

と思います。ただ、今現在出願の大半を占めるの
は主に大企業だと思うんですけれども、そこが
出発点になっているというところが、前提に強
く出過ぎているのかなというのが私の率直な感
想です。 
 と言いますのは、私自身そうですし、前に村木
先生のインタビューでも見たんですけれども、
この弁理士の職業に入る前に自分が発明者とし
てですね、発明をし出願なんかをやってみよう
かと思い、そういうところからこの世界に足を
踏み入れたという経緯があります。そのときに、
じゃあ実際何で発明を出願しなかったかという
と、現在の知財環境が若い人に出願をぼんぼん
出して特許で成功するという活躍の機会を与え
るような制度になっていないことが一番にあげ
られます。実際に私
が仕事を始めて思
ったのはですね、例
えばあまりお金を
持っていない学生
さんなんかにどん
どん発明して出願
を出してみてよと
勧められる状況に
ないということで
すね。もちろん学生
さんにとっては弁理士の手数料も高いですけれ
ども、代理人を立てずに本人出願をしたとして
も審査手数料もかなり個人で出すには高いと思
います。 
 そういう意味で、それが原因でおそらく大企
業中心の出願状況になっていると思うんです。 
ですけども、じゃあ国家戦略として考えて、そ

れでいいのかということを考えると、若い人っ
ていうのは、特許とか自分の創造したものを社
会に認めて欲しいという希望がかなり強いと思
うんですね。それで必ずしも金儲けではないと
思うんですけれども、それをやっぱり自分の権
利なんだ、自分が最初に思いついたんだ、それが
将来的にいいアイデアで世間に広がるアイデア
なら、それでもって正当に将来評価して欲しい、
そういうためにとりあえずは権利として自分が
申し出る、そういう場が欲しい、ていうのがすご
くあると思うんですね。 
 だけど今の知的財産の国家戦略の中ではそう
いう感じにはどうもなっていないようで、この
大綱全体をみてもやはり大企業やどこかの機関
に属して勤めている人とかですね、そういう人
を発明者として見ている。 
 大綱の一部には、学生さんも一応共同研究
者・発明者として予め決めておきなさいよとい

 



 

う話しも入ってはいるんですけれども、基本
的には学生や院生はまだまだ発明者の段階で
はなくて、まず教育を受けて、就職をして、
研究活動をして、それから発明者なんだとい
う風な話が中心じゃないかなと思ったんで
す。けれども、むしろ若い、それこそビルゲ
イツのようなですね、若い天才がポッと出て
くるような環境を作る、そういう本当に国家
戦略的なものを目指すとすれば、二十歳そこ
そこで幾つも出願してみて幾つか失敗しなが
ら特許に慣れ親しんでいって、卒業の時期に
は、就職するのか、それとも、ここらで一発
特許の活用を考えて、独立のベンチャーでも
起こしてみようかなと、そういったぐらいに
思う人が一杯出てくると、そういう国家造り
といいますか、知的財産戦略の方向性という
のが１つ大事なんじゃないかなという風に
思っています。 
 
福田 ありがとうございました。確かにある
意味、国の研究機関だとか、特に国立大学、
あとはいわゆる大企業、そういう方が読むに
は夢を与えるようなところがあるかもしれま
せん。そういう所に縁がない中小企業の方が
読んで夢が持てるのだろうか、そういう人が
本当に知財に係わり合えるのだろうか、とい
うことはこの大綱からは読みとることができ
ません。また、弱小メーカーはどうすればい
いのだろうか、その人達はどうやって知財で
食べて行けばいいのだろうか、そういうこと
も実はあまりよくわかりません。何となく形
はいいんだけれど、これは結局、後の具体的
計画だとか、そういうところで明らかにされ
ていくんだろうと思いますけれども、確かに
そういう疑問も出て当然だろうと思います。
それでは続きまして、赤澤先生お願いしま
す。 
 
 赤澤 浅村内外特許事務所の赤澤です。よろ
しくお願いします。３年弱企業で研究開発に従
事した後、現在の事務所に転職し、今年で７年
目になります。 
 私は、今回の大綱を読んで、大学に対する期
待の大きさを感じました。たまたま、大学時代
にお世話になった研究室が、実用的な材料の研
究をしていまして、そのため、色々な企業と共
同研究を行う機会も多く、その当時から、先生
方も個人や企業と共同で特許出願をされてい
たようでした。 
 大綱を見てみますと、私が大学にいた１０年
前とは違っているのかもしれませんが、大学の

先生方の思いと大綱で掲げられている方針との
間には、まだまだギャップがあると感じます。確
かに、大学での研究開発の成果を社会へ還元す
ることは大事ですし、報奨というインテンティ
ブを与えて研究に対
する意欲を高めるこ
とも必要かも知れま
せん。しかし、今回の
大綱のように、あま
りその点ばかりにポ
イントを当てすぎる
のはどうでしょう
か。大学の先生方は、
自分の研究に興味を
持ち、面白いと感じ
ておられるのですか
ら、研究成果を基にしてひと儲けするというと
ころに焦点を当てたとしても、それでうまくい
くのかなというのが私の感想です。実際、私の所
属した研究室の先生も、これからの研究の自由
度が狭くなることを理由に、企業からの特許買
い取りやライセンスの要請を断ったことがある
と聞きました。 
 日本の大学の研究室は、アメリカの大学でよ
く言われているような、大学の先生が自ら営業
もし、企業とコンタクトをとり、そこからお金を
貰って研究室を大きくして、学生を集め、研究を
進めていくというスタイルではないと思うので
すが、今回の大綱では、日本の大学が、今後、ア
メリカと同じようなスタイルで研究開発を行う
ことを奨励しているように感じられました。 
 私は、それよりも、もっと日本の大学の現状に
あった体制の整備が必要と思います。例えば、大
学における研究開発の成果を、産業界のニーズ
に応じて加工し、実際に活用可能な技術として
移転するような機関をもっと充実させるべきで
はないでしょうか。単に、大学における知的財産
の権利化の促進を図ったとしても、それを実際
に橋渡しする体制が確立されなければ、大学の
研究者の知的財産に対する理解と意識の向上は
図れないと思います。 
 もう一つ感じたのは、大学の研究といって
も、その内容には色々なものがあって、知的財
産としての発掘・権利化を考えた場合に、どの
ような研究内容が知的財産としての保護・活用
に向いているのかという検討が必要なのではな
いかという点です。例えば、薬やバイオ関連の
技術でしたら知的財産として活用しやすいと思
いますし、ソフト等の技術ならば、その技術を
基に起業して利益を上げるという形もあります
よね。そのあたりも含めて、知的財産という観

 



 

点から大学の研究がどういう方向に進んでい
くべきかという戦略が、大綱にもっと盛り込
まれていても良かったと思います。 
 
福田 ありがとうございました。確かに大学
の教育だとか、いわゆる国の研究機関での研
究というのは、言い方を換えると、例えば特
許でお金というと非常に卑しいものだと思わ
れる傾向がある。研究の成果は論文で発表さ
れるべきであり、それで名声を得る。どちら
かというと名声すらいらないのかもしれな
い。自分の好きな分野の研究をし、その成果
を発表できる場がありさえせすれば案外楽し
いのかもしれない。そこであまりお金だよお
金だよと言われると、自分はお金のために研
究しているんじゃないんだけどね、って思っ
てしまうところがあるんじゃないかと思う。
その辺りもこの大綱の補償という部分でいく
と必要な補償は当然重要なことだと思うんだ
けど、補償を餌にするようなことは具体的な
政策の中ではやるべきではないんじゃないか
と思います。やはり学術的な部分というのは
残して行かなくちゃいけないんじゃないかと
いう気がしています。 
 
村田 大学は先生の考え方を根本的に変えて
いただくということにつきるのではと思いま
す。大学の先生には、研究成果の論文をやっ
たら同時にちょっと特許出願もというような
考えをもって頂く。しかしながら、そういう
ふうになってもらうことだけでも、すごく大
変だと思いますけどね。 
 
福田 確かにそういうマインドがあれば成果
発表の場は論文だけではないんだ、特許出願
するのも成果発表の場だよ、選択枝は二者択
一じゃなくて両方やったっていいじゃないか
というような気持ちになってくれれば、それ
は大学の先生もそうですし、学生さんだって
それがいい。そういった意味では小さい子供
達から高校生、大学生そういった辺りの教育
ということも必要じゃないかと思います。大
綱でもいろいろ初等教育、中等教育というこ
とに触れられているという事実がある。では
続いて濱中先生、ご紹介を兼ねてお願いしま
す。 
 
濱中 谷・阿部特許事務所の濱中です。よろし
くお願いします。私は、小学校３年生の息子と
幼稚園の娘がおります。常々創造力豊かな人間
になって欲しいと思っていることから、知的財

産戦略大綱の中でも特に知的財産の創造推進の
項目を、非常に興味をもって読みました。大綱で
は、大学とか企業における創造の推進という項
目が中心になっていて、中学校、小学校などの初
等教育段階でどういうことをやるのか、詳しく
記載されておらず残念に思っています。創造力
を養うといっても、具体的な方法の検討は難し
いと思いますし、５年、１０年のスパンで考える
ことではないのかもしれません。しかし、創造力
を養うことから見直すべき時期がきているので
はないかと思っています。 
 学校教育が週休２日制になって、ゆとり教育
というものが話題になっています。しかし、その
ゆとりの時間も、塾
などの習い事に行っ
ているか、ゲーム機
で遊んでいるという
生活が、相も変わら
ず続いていると嘆い
ている親御さんもい
ます。このゆとりの
時間こそが、創造力
を養う時間であって
ほしいと思っていま
す。 
 ところで、以前、近所の方から「うちの子供は、
ブロックを買い与えても全然遊ばない。」と聞き
ました。うちの子供は良くブロックや積み木で
遊んでいます。単に子供の嗜好の違いかという
と、そうではないようです。ブロックを買って子
供の前に置いただけでは、やはり子供は遊ばな
いと思います。そこで、親が２～３回何か作って
やらないと、子供はブロックで何ができるのか
わからないと思うんです。例えば、親がブロック
で拳銃か何かを作ってやると、子供は、もう目を
輝かして、親の一挙手一投足を見ています。今度
は、それを自分で作ろうとする。そうやって、遊
び方を覚えていくんだと思います。そのような
ちょっとした気配りが必要だと思うんですね。 
 家の中には、よく牛乳のパックや、トイレット
ペーパーの芯でできた得体の知れないものが転
っています。これらは、ほとんどゴミなんです
が、ゴミをゴミとして片づけるのではなくて、捨
てる前に一言声をかけるんです。何を作ったの
か尋ねたり、上手だねとか、こうしたらいいんじ
ゃないかとか。子供は、聞かれるだけでうれしい
し、ほめてもらえれば、なお喜びます。そうやっ
て、子供は、自分で物を作る楽しみを得ていくん
だと思います。 
 子供に対して塾や習い事、お受験を強いる労
力を、このような、ほんのちょっとした労力に変

 



 

えるという発想が大事だと思います。知的財産
立国という国造りのためには、もっと底辺の環
境造りというか、文化を創るということが大事
だと感じています。私自身も弁理士として、こ
のような文化造りを、地域に根ざした活動を通
して行いたいとも思っています。 
 
福田 ありがとうございました。小・中学生と
いう意味でいうと、夏休みの発明工夫展という
のがあります。夏休みの宿題モードでして、私
も特定の市の発明工夫展に関与しているもの
ですから、毎年５００点ほど見ております。子
どもが作ったものというのは、見栄えがきれい
とか、汚いとか、上手いとか、下手ではなくて、
自分たちなりに一生懸命考えているというの
が感じられますね。その子たちは、その期間だ
けなのかもしれないけれど、家でテレビゲーム
をしないで、コツコツと作っている。うまくい
かないで途中で壊したところもあるかも知れ
ない。だけど何度か作って、ものを作ることに
楽しみを見出していたんだと思うんです。毎年
一回だけれども、見る度に、まだまだ日本は捨
てたもんじゃないなという風に思ったりもし
ます。 
 その反面、日本の初等、中等教育というのは、
学校教育委員会というものが重要な役割を担
っている。学校教育委員会にも立場がある。決
められた授業やイベントをこなし、ましてや土
曜も休みになったことだしと、そういう色々な
事を考えながら教育をしなければいけないわ
けでして、そんな中に知財をどのように組込む
ことができるのか、なかなか難しいところもあ
るんだと思います。 
  とはいえ、余暇を使って、子供たちに何か遊
んでもらうことが大事なんだと思います。遊ぶ
時にテレビゲームをするんじゃなくて、何か物
を作る。例えば人形の服を縫うでもいいと思い
ますよね。何か頭と手先を使って遊ぶ。そうい
うのを今後もっと押し進める。言ってみれば、
時代は古い方へ進むのかも知れない、昔はおも
ちゃがなかったから自分で作るしかなかった
し。我々はそういう時代に今の子供たちを持っ
ていき、そして今お話があったけれども、単に
ブロックを与えるだけでは子供だってよくわ
からない。それをいじることの楽しさを、我々
は教えてあげなくてはいけないと思います。 
 ところで、戦略大綱の中には特許のみなら
ず、もちろん知財の中にはデザインとか、商
標とかいう次元のこともあります。不正競争
もありますし、模倣の問題もあります。次は
岡田先生にお願いします。  

岡田 ユアサハラ法律特許事務所の岡田と申し
ます。私は意匠と商標の仕事を主に専門にやっ
ております。そういう観点から知的財産戦略大
綱を読んだ感想を述べさせていただきますが、
やはり商標に関する言及が非常に少ないのでは
ないかなと感じました。 
 発明の実施品であれ、ハードであれ、例えばコ
ンピュータ・プログラムや音楽などのソフトで
あれ、市場に出た時にはそこに必ず商標が付く
わけですから、広い意味で知財ということで、も
う少し商標の保護ということについての言及が
あっても良かったのではないかなと思いまし
た。 
 私なりにその商標の適切な保護というのを、
これからどういう風に進めていったらいいのか
を考えてみたのですが、この数年ネットワーク
の普及によって、商標を取り巻く環境というの
が非常に変わりまして、今まで通りの保護の仕
方では、やっぱり保護しきれない部分が結構あ
るのではないかと思っております。 
 そういう点で象徴的なのが、今年の９月の商
標法の改正で、商標の使用の定義が変わるんで

すね。それで、ウェブ
サイト上での商標の
使用みたいなもの
が、法律上「商標の使
用」と明確に認めら
れるようになりま
す。それ以外でも、ネ
ットワークを使用し
た、いろんな新しい
サービスが日々でき
ていて、私たちが仕

事をしていく中で、例えば商標を出願する時に
でも、こういう役務の指定の仕方で、本当にこの
サービスが保護されているのだろうかという点
が、非常にわかりづらいというか、日々悩むとこ
ろでして、そういう面からも、商標の保護という
のを考えて行かなくちゃいけないと思います。 
 もう一つはウェブサイト上というのはすごく
バーチャルな世界で、今までは例えばお店に
行って、そのお店でいろんな商品が並んでい
て、そういうことを基準に出所の混同が考えら
れていたんですけれども、ウェブサイトの上で
は、いままででは考えられなかった商品同士が
隣に並ぶことがあり得るわけです。そういう状
況を考えると、商標法が保護しようとしてい
る、業務上の信用とか、出所の混同という考え
方が、今まで通りでいいのかというのを、考え
ていかなくてはいけないのではないかな、と
思っています。 

 



 

福田 ありがとうございました。確かに商標
という部分についての言及が少なく感じま
す。その割に模倣品について見れば、ブラン
ドの模倣というのは後を絶たないわけだし、
物は名前がなければ売れないわけだし、それ
をどうやって保護してあげて、またどういう
風に流通させてあげるのか。それはどうして
も特許だけでは語り尽くせない部分じゃない
かと思う。商標とか、意匠があって、また著
作権があって、はじめて知的財産権というも
のに達するんじゃないかと思います。 
 
村田 やっぱり最後は、ブランドなんですよ
ね。ある意味では企業の総合的な信用力とい
うものがブランドに集約されていると思う
ね。例えば、車なんかでもベンツの一千万の
車があった時に、同じように作られた国産車
が一千万で売れるかどうか。やっぱり売れな
いんだ。一千万あったら相当の車ができます
が、国産車では無理なんですね。そこは何の
差かというと、結局ブランドしかないわけ。
乗ってみて、じゃあどこが違うといって、国
産車が良い面もあるし、もちろんベンツが良
い部分もある。時計でもメガネでもね。ブラ
ンドというのは、知財をずっと重視してやっ
ていき、技術立国でやっていく上で、知財戦
略という観点からどうしても切り離せない存
在でしょう。ただし、ブランドを失うのは一
気だからね。ブランドの定着までには１０
年、２０年かかるかも知れないけれども、失
うのはほんとにもう一週間か、一カ月あれば
十分ですからね。 
 
福田 ブランド力というのは、企業も左右す
るわけだし、また国をも左右する。例えば知
財戦略というのは、国にどうやったら活力が
出ますか、お金がどうやって動きますか。や
はり知的総合サイクル、我々の業界でよく言
う、作って保護して活用する。それをもっと
大きい世界で言うと、経済というのも、だれ
かが儲かって、儲かったらそのお金をどこか
で使わなければならない。それが動き出し
て、ある意味経済は動き始める。技術力も大
事だけれども、人が買いたくなるブランド
力、或いはもちろん技術力に裏付けられるブ
ランドというのも当然必要だけれども、そう
いうものが無い場合に、物は売れないんです
ね。言ってみればあのブランドが付いている
から、この金額でも買いましょうと言って
買ってくれる人がいる。そうしたらそこのブ
ランド力はさらに強くなる。そうすればほか

のお客も買う。他の企業でも負けてはいられな
いし、儲かったら儲かった分が必ずどこかに還
元される。それで経済は活性化される。知的財
産というのは、言ってみれば産業のためにあ
る。そうするとやはり特許だけを重視するとい
うのも違うんじゃないかなと思います。また契
約についても、この大綱では随分触れられてい
ると思います。次ぎに小林先生その辺りをお願
いします。 
 
小林 アルファ特許事務所の小林です。私は独
立して５年目になりました。それ以前はどちら
かというとあまり大きくない企業で特許管理の
仕事をやっておりました。私は契約を見て特許
管理をやるという両方をやらせていただきまし
たが、私が特許管理をやっていた時は、小さい
企業としての独立性をいかに相手の大きな企業
に対して主張していくか、そういった事が非常
に重要になっていました。 
 この大綱においても、特に著作権などの契約
ルールを作っていく、或いは特許のライセンス
の契約ルールを作っていくという、そういった
ことがうたわれているのかと思います。 
 独立した特許事務所として、また弁理士とし
て、今後の日本の経済の建て直しにどういう風
にかかわっていくのかということから考えてみ
ますと、やはり私としては、これから大企業が
栄えることによって日本経済が立ち直るという
よりは、どちらかというと小さい企業のほうが
元気に頑張っていて、ああいう小さい会社でも
頑張っているんだという姿を見て、みんな頑張
るんじゃないかと、自分もやろうじゃないかと
いう風に行くほうがいいんじゃないかなと。そ
ういったことになる
ためには、いわゆる
ニッチを目指してい
く小さな企業である
とか、あるいは発明
をするのに発明に先
立って、或いはその
途中において、マー
ケティング活動をし
た上で発明をしてい
くような会社があっ
てもいいわけで、目の付け所が良くていい発明
をして、そして特許を取って、新規参入商品を
作っていく。いままでですと、単に技術を追い
求めて特許を取ってきた。そうではなくてマー
ケティングを先行させて特許を取っていく、そ
ういった会社も出てきていいんではないか。 
 そうなると、弁理士としても机に座って待っ

 



 

ていて、お客さんが、特許ができましたから
進めてくださいというのがいままでだったと
すれば、もっと前から「今こんな事を考えて
るんです」というところから、それをどう
やって進めていったらいいのか、どういう人
と組んで進めていったらいいのか、或いはど
ういったマーケティングをしていったらいい
のか、どういった共同開発計画をしていった
らいいのか、どういう事業の提携の契約をし
ていったらいいのか、そういったアドバイス
までしていく。で、ひな型を求められたら、
契約書のドラフトを考えてあげて、これを
使ってやってみませんかというかたちで、契
約の発明者、つまり小さな企業の経営者であ
る発明者、そういった人の力になっていく弁
理士さん。私としてはそんなことを目指して
おります。今年の２月から契約に携われるよ
うになったということですけれども、ぼちぼ
ちそういったことにも着手しているというの
が私の立場です。以上です。 
 
福田 ありがとうございました。 
 
村田 特許事務所が、ベンチャーの中の特許
課というかそういった役割を果たしていく中
で、発明のできた初期の段階から関与して、
知財戦略法をアドバイスしたりする上で、ビ
ジネス的感覚というのはものすごく重要では
ないかと思うんですよね。いろんな業務の広
がりがあるというのも、ベンチャーのような
小さな企業を相手にしていればこそだと思い
ます。大企業を相手にしていると、どうして
も出てきた結果としての出願を処理するだけ
になってしまうんでね。仕事の面白味として
も、小さな企業の方があると思いますが。 
 
小林 そうですよね。 
 
福田 知財でベンチャーはお金を借りるだと
か、銀行から融資してもらうということも、
今後多くあると思う。こうなってくると知財
の価値って何だろう。それを評価するという
のは、我々の仕事の中にあるんだけれども、
どうやって考えたらいいんだろう。実は常々
疑問に思っている。こういうことも今後考え
なくちゃいけないんだろうと思う。それでは
次に、黒川先生お願いします。 
 
黒川 創英国際特許法律事務所の黒川です。こ
の業界に入って６年目になります。以前は企業
でエンジニアをしていました。私は、主に特許

の仕事を担当しているのですが、現在の弁理士
の主な仕事というのは、権利を作り出すための
出願手続きが大きな割合を占めているのが現状
です。しかし、特許権というのは『知的財産権』
すなわち財産なのだから、権利化できればそれ
でいいというのではなく、有効に使ってこそ意
味があるのではないでしょうか。 
 そういう観点から知的財産戦略大綱を見てみ
ますと、知的財産の保護、活用という中に、項目
としては多数の項目が上がっているのですが、
具体的にどうやってやっていくのかという点が
あまり明らかにはなっていないような気がしま
す。この点、好意的に解釈すれば、今後具体的に
どの様に進んでいくのか非常に楽しみなところ
です。 
 先ほどのくり返しになりますが、特許権とい
うのは財産なのですから、金銭的な利益を得ら
れなければなりません。だから権利を作るだけ
で終わってしまっては、作る意味がないと私は
思っているのです。もちろん、ここで言う金銭的
利益には、特許料収入のみが含まれるわけでは
ありません。例えば、その特許権が存在すること
により、それをバリアにして自分のビジネスを
有利に進め、営業収益を増加させるというのも、
金銭的利益の一つだと思っています。 
 そういう観点から見ると、今の日本の現状で
は、知的財産権を活用できる土壌が充分ではな
いなという気がしています。これを変えていく
にはどうすればいいかを考えますと、やはり皆
さんが思っていることだとは思うのですが、ま
ず、「知的創作物はその人の財産である」という
管理意識を日本全体に浸透させることが必要だ
と思います。その上で、権利を創造するために投
資したコストを十分
に回収できるような
裁判システムや特許
流通システムなどを
インフラとして整え
ていくことが重要だ
と思います。 
 知的財産戦略大綱
の中で、個人的に興
味があるものの一つ
として、知的財産の
評価、価値評価の確立という項目が上がってい
ます。これは、まさに、特許や他の知的財産権を
財産としてとらえているということが明示され
ている箇所です。この点は、私にとってすごくう
れしいことで、これが今後どのように進んでい
くかということもすごく楽しみにしています。 
 先ほど、小林先生から、これからの日本を動

 



 

かすのは大企業というよりも、むしろ中小企
業だというコメントがあったのですが、私も
ある意味では同様の考えを持っています。知
的財産権の価値、例えば発明の価値というも
のは、本来は、企業の大きさに関わらず決ま
ると思うんです。だから、大企業が中小企業
に不利な条件で実施許諾契約にサインさせる
というようなことなどが起こらないように、
あくまで知的財産権については対等に勝負で
きるようなインフラができたらいいなと思っ
ています。 
 
福田 ありがとうございました。私も地方の商
工会議所に行っているんですが、そこで発明相
談というのをやっていますと、地元のいわゆる
中・小・零細辺りいわゆる大企業の下請け、孫
請けですよね、そういう方がご相談に来られ
る。何か考えた。じゃあどうすればいいんだろ
う。そこでやはり説明するのは、例えば自分が
下請け、孫請けから脱皮するには、真っ当に資
本論で自分の上位にいる会社と争ったって勝
てるはずがないでしょう。唯一その人たちと対
当な土俵で勝負できるのは、例えば特許であ
り、意匠であり、いわゆる知的財産の部門でし
かないんじゃないのか。 
 ある意味幸いなことに日本の経済は悪い。大
企業だって経済状況が非常に悪いわけですね。
いい研究人材もリストラしている。研究開発費
も削減傾向にある。本来は、自分の会社の１０
年後、２０年度を考えたら、研究開発費なんて
削るのは絶対に間違っている。でも、最早削る
場所が無い。ないから仕方なく削る。小さい会
社というのは元々貧しいんです。バブルの時代
にも大した恩恵を受けていない。元々貧しいん
だから削るところもない。 
 そうであれば、今のうちだったら、自分が
当該業界で１００番目の会社であれば、今こ
こで少し頑張っておけば、１０年後に７０番
目ぐらいに上がれるのかも知れない。そこで
知財がものをいってくる。今ここで知財に目
を向けておけば、当面は零細企業と言われる
かも知れないけれども、１０年後には中小企
業と言ってもらえるかも知れない。我々弁理
士というのは、こんなような小さい組織、或
いは資金的にどちらかといえば貧しい組織、
ただやる気はあるし、能力もある、だけどど
うしたらいいかわかんないような人たちのた
めに何かをすることも大事なんだと思いま
す。 
 
村田 知的財産の価値評価と言ったけれど、こ

れは今後非常に大きな問題あるいは課題になる
と思います。これについてはいろんな所で検討
されているけれども、難しいことがあるのは事
実ですね。ここ数ヶ月の間だけでも、知的財産評
価の鑑定依頼が裁判所から何度も来ています。
それから、こちらはあまり好ましくないときな
のですが、仕事を失敗して、出願や特許権の年金
管理が吹っ飛んで、それで損害賠償金額の算出
やろうと思っても、この特許権は一体いくらに
なるのっていう問題が増加しています。 
 それから企業の会計基準で、無体財産とか、
知的財産を企業の会計の中に組み込んでいこう
とか、知的財産を証券化して、それを機関投資
家とか個人の投資家に買っていただこうという
方向での検討が進んでいます。 
 いずれにしても知的財産が評価できないと、
それはなかなかできないんですね。それが本当
にここ一年でできれば、完全なものはおそらく
無理だと思うんだけども、まあまあ何とか使え
て、後は個々の企業固有の状況において補正等
すればいいのではというレベルのものができれ
ばと思っています。 
 
福田 ありがとうございました。それでは最後
になりましたけれども、鴨田先生よろしくお願
いします。 
 
鴨田 皆さんのお話を聞いていると、「知的財産
戦略大綱」をすごくポジティブな形で捉えて、将
来の励みにつなげているなという感じがしまし
た。私はついネガティブな面を考えてしまいま
した。私が最初に所属した委員会は「ＧＡＴＳ等
検討委員会」でした。実は村田先生にそこで勉強
してくるように勧められたのですが。その委員
会では、いわゆる規制緩和の対策が議論されて
いまして、外弁問題とか、それから将来的にはビ
ッグ５といわれる公認会計士事務所が、法律事
務所も含めて国際的にこの世界を支配するよう
になるんじゃないか、といった問題を取り扱っ
ていたんです。そういう規制緩和の方向から、ど
んどん弁理士を取り巻く環境が変わっていって
しまうんじゃないか、
必死に受験勉強して
合格したばかりで、ま
あまあ安定した資格
をとれたんじゃない
かって思っていたの
で、そのような知識を
植え込まれて将来に
不安を感じていたん
です。 

 



 

 昨年ですか、私はＰＡ会の組織部会に所属し
ていたのですが、司法制度改革案が出たこと
で、若手の弁理士は将来的にどう対応していっ
たらよいのか、組織部会で検討したりしまし
た。ロースクール制度の問題とかですね。今回
の大綱も含めて、政府から出てくる政策では、
知的財産がさらに活用されていくということ
で、われわれ弁理士の活躍する場面が出てく
る、広がっていくという感じがするのですが、
本当にそのまま弁理士が関わっていけるのか
どうか、やはり将来的に不安であると思いま
す。 
 むろん、将来的に知財の分野で生き残ってい
けるかは、結局のところ、個人個人が努力して
いけばいいじゃないかともいえるのですが、た
とえばロースクール制度の問題にしても、司法
制度改革の過程で過渡的に弁理士を活用しよ
うとしているだけで、その後はロースクールを
出た知財専門家がこの分野をわれわれに代わ
って担っていくのではないかとも、いわれてま
すよね。そうでないとしても、われわれ弁理士
が新しい制度にどのように関わっていけるの
か、どのような立場で活躍していけるのか、こ
の大綱を読んでもはっきりとは見えてこない
んですね。 
 一方で、規制緩和とか、試験制度の緩和と
かで、われわれ弁理士もより競争の中でやっ
て行かなきゃならないという制度に変わって
いくわけですね。大綱には、弁理士等の専門
人材の充実と機能強化ということが謳ってあ
るんですが、われわれが実際にどのような資
格・立場で対応していけるのかが、やや不透
明という感じがしました。 
 
福田 ありがとうございました。確かに今のお
話は、その通りだと思うんですよね。ちょうど
今知的財産戦略をすすめるに際して弁理士が
いた。ちょうどいい手頃な資格。とりあえず、
向こう５～６年ぐらいこの人たちに頑張って
もらって、という風にも確かに読めてしまうと
ころもあると思います。特許については技術的
なそれを持ち、中には訴訟的な部分にもかかわ
りあい、広い意味の業務範囲を持つ。そういう
人材が知財戦略大綱を実現するために必要な
専門人材なのでしょうが、今の時代では弁理士
しかおそらくいないでしょう。そうであればこ
れを活用しない手はないという雰囲気。 
 ただ、それが未来永劫そうだろうかと、若干
の疑問があります。果たしてそこまで思ってく
れているのかということになると、我々は今何
をやらなければいけないのか。せっかくあちら

が活用したいと思ってくれているのであれば、
存分に活用してもらう。そして我々弁理士とい
うものでなければ頼めないんだな、というぐら
いの認識を持ってもらわなくちゃいけない。 
 おそらく数年後からは、法科大学院から出て
きた、いわゆるロースクール系の弁護士、知財
系という人もいるのかも知れない。その時にや
はりあの人たちはこうだけども、弁理士はこう
だ。やはり弁理士だ、と思ってもらえるよう
に、我々は実績を作り、学び、努力をしていか
なくちゃいけないんじゃないかと思います。 
 
村田 弁理士会の活動としまして、今のところ
政策的なことを考えなくてはいけないといった
時に、弁理士の業界の良さというものをすごく
感じるんですよ。それはなぜかというと、いろん
な専門の先生がいると思うのですよ。多様性が
あると。今の弁理士試験合格者は理科系が大体
８割近く。ところが、僕が弁理士試験に合格する
５年か１０年ぐらい前は大体法文系の人が７割
ぐらいなんですよね。今のバランスでいくと、法
文系の人はたくさんいるし、理科系の人もたく
さんいると。理科系といっても機械も電気も化
学もあるし、今もっと細分化されているわけで
すね。おまけに英文科の人が来たりとか、いろん
な人が来ますよね。そういった資格者が、これだ
け多様性のある仕事をしているというのは大変
珍しいんじゃないかと思うんですよね。弁護士
というか、法曹の世界ではほとんど全員が法学
部に近いかたちですし、そういった面で、多様性
があっていろんな発想ができるという、この利
点というのはあると思うんです。 
 知財のビジネスを考えた時に、創造から保護、
活用、しかも紛争、いろんな所までやっていこう
と思った場合、弁理士個人ではとても無理です
よね。だけど弁理士という枠全体で考えてみる
と、結構全てできちゃうんですよね。だからそう
いった面で、弁理士一人では無理なことも、弁理
士が何人か集まれば、大体できちゃうねという
のが実情じゃないかなという気がするのね。そ
ういった面では、弁理士の業界は、知財に関して
は一番融通性のある業界かなという気がしま
す。 
 その一方、知財戦略大綱の話ですけれども、将
来的に知財の専門家、つまり法務サービスをや
る専門家という面ですけれども、そういった時
に、民間の方でもアメリカのパテントアトーニ
ーをだいたい理想の形においているんですよ。
そうすると法科大学院をつくって、そこに法学
部以外の学生を３割前後入れると言えば、その
中に理科系の人間も来るだろうから、選択科目



 

として知財をやらせる。そうすれば知的財産に
ついてほとんど全部できるんじゃないかと。そ
れで一件落着という発想なんだよね。 
 だけども、知財全般のいろんなサイクルをみ
た時に、法科大学院は、知的創造サイクルのほ
んの一部でしかない紛争部分の所を得意とす
る人材を養成するだけに過ぎないのでは、とい
う疑問がでてきます。例えば創造部分に積極的
にタッチするというような人材は全然得られ
ないんじゃないかなという気がするんですね。 
 その一方、法科大学院と今までの弁理士制度
とで、若い人はどっちを選ぶかなと。現実問題
からすると、法科大学院のほうが人生の設計が
しやすい。理科系の大学生は、卒業後大体８割
ぐらいが大学院へ行くらしいんですけれども、
そうした時に、たまたまロースクールを選んで
いけば、ほぼ司法試験を受かって弁護士になれ
る。弁護士になってからは、弁理士もやろうと
思えばできるわけですからね。やるかやらない
かは別にして、選択の余地がある。 
 だけど弁理士の場合は、侵害訴訟をやろうと
思えば、今のところ能力担保試験を受けて、限
定付の資格者になっていますから、実体は今と
変わらない状況ですからね。そうしたときに魅
力という面から考えると、優秀な人材をこの弁
理士の業界に入れ込むためには、何か考えなき
ゃまずいなということになる。これは特に法科
大学院に対抗するという面じゃなくてね。国全
体として考えた時に、必要な人材が育たないん
じゃないかという、そういう危機感から考える
んですけれども。 
 そのためにね、弁理士会でもいろんなシス
テムのことを考えているんだけど、ズバリこ
れといったシステムはなかなかできないん
で、おそらく近いうちには、各クラブ等を通
してですね、色々検討してもらう機会がある
かとも思うんですけどもね。 
 
福田 ありがとうございました。自分のいま
までのかかわり合い、そして今のかかわり合
いというところで、お一人ずつ話していただ
きました。まだ皆さんも若いわけです。今
後、５年後の自分、１０年後の自分、その時
点における自分と知財とのかかわりというこ
とを、今のうちにある程度考えておく必要が
あるんじゃないかと。特に、我々は弁理士な
わけだから、前半の最後で鴨田先生から弁理
士という職業についての、ある種疑問が投げ
かけられたわけですけれども、これについて
ほかの方にも意見を言っていただきたいと思
います。黒川先生いかがですか。 

黒川 先ほどの私の話とも関係するのですが、
現在の弁理士の仕事というのは、権利化手続の
代理にかなり偏っているような気がしていま
す。弁理士、特に我々のような特許を主として担
当している弁理士は、技術と法律の双方の専門
家という立場に立って、いろいろな方面で活躍
していかなくてはならないと思います。 
 例えば、特許の流通に関していえば、ある会
社から他の会社へ特許権を譲渡するコーディ
ネータや、あるいは大学から産業界への技術移
転のコーディネータになるのも一つの仕事で
す。また、権利の創造に関していえば、単純に
特許出願の依頼を受けて手続きをするだけでは
なく、知的財産管理部門が存在しないような中
小企業の特許戦略を考えてあげるとか、ベン
チャー企業などのように知的財産保護に関して
何から初めていいのかわからない企業に対し
て、「知的財産で貴方の会社を守ってあげま
す。それにはこうしなさい。」というような総
合的なコンサルテーションを行ってあげると
か、新たな仕事のフィールドがいくらでも広
がっていくと思います。このように、時代に
あった仕事のフィールドをどんどん開拓してい
きたいですね。 
 
福田 ありがとうございました。赤澤先生、弁
理士というのは橋渡しという意味で言うと、発
明者と特許庁、いわゆる審査官、審判官でもい
いですけど、そういう間の橋渡しでもあると思
うんだけども、その辺り、やはり大学にいて
色々発明をする分野にいた経験という辺りを踏
まえて、将来の弁理士はどういう架け橋になっ
てあげたらいいのかという、この辺り考えると
ころありますか。 
 
赤澤 先日も、大学の研究室の先生とお話しし
た際、研究成果を特許出願するため、弁理士さ
んに明細書の作成を依頼すると、全く予想もし
ていないようなことを質問されるとおっしゃっ
ていました。大学の先生方は、明細書と接する
機会が少ないでしょうから、どうしても明細書
作成の際に、色々な疑問や戸惑いを感じられる
ようです。一方、我々弁理士は、特許を取ると
いう観点から技術を理解して明細書を組み立て
ていくわけですから、大学の先生方との意識・
認識のずれは当然にあると思います。ですか
ら、要は、大学の先生に「何故そういう記載が
必要なのですか」と聞かれた時に、如何に適切
に回答できるかということだと思います。そし
て、この答えを先生に納得して頂き、お互いの
理解・信頼しを高めていくことで、より良い権



 

利の取得が可能となるのではないでしょう
か。大学との架け橋ということを考えると、
そういうスキルを身につけることが非常に大
切ではないかなと感じます。それと共に、大
学で生まれるような最先端の技術を理解でき
るようにしておくことも重要ですね。 
 
福田 ありがとうございました。例えば弁理士
というのは、会社の知財部と付き合うことが多
い。だけど知財部の後ろには、発明者が本当は
いるんですね。だから我々は知財部とやり取り
しているのかも知れないけれども、本来は発明
者とやり取りしているべきなんだよね。だけど
いちいち発明者とやり取りするんでは、あちら
も大変でしょうがない。だから我々は知財部と
話しをする。弁理士というのは、対特許庁とい
う目で、発明者の声を届けてあげる。そういう
意味ではやはり会社の知財部、さらには発明者
に向けて、我々は何かをしなくちゃいけないん
じゃないかと思うんだけれども。濱中先生いか
がですか。濱中先生も技術者として活躍されて
きたと思うんだけれども、何かお考えはありま
すか。 
 
濱中 今おっしゃったように、発明者と特許庁
の間には、いわゆる知財部と言われる部署と、
我々弁理士という二つの者が介在しています。
当然のことなんですが、発明者が考えている発
明と、特許庁で特許になる発明と、イコールの
場合もありますし、少し視点が違うというか、
焦点が違う場合というのは往々にしてありま
す。発明者の意見と、知財部の意見とが異なっ
ていても、出願期限が迫ってくると、その間を
埋めきらずに出願してしまう場合が多々あり
ます。特許庁で審査が始まると、事業方針が変
わってしまっていて、さらに中身が変わってし
まう。発明者が当初考えていたところと全然か
け離れたところで、特許になってしまうことも
あります。 
 もう少し、発明者との意思疎通を図りなが
ら、仕事はできないものかと思っています。
発明は、技術的思想の創作ですから、あくま
で主役は発明者です。一方、出願人である企
業の考えを代表する知財部の考え方を尊重す
るのも、代理人である我々の職責だと思いま
す。先ほど言ったその間隙を、知財部がしっ
かりと埋めて下さる企業は、少ないのが現状
です。その間隙を埋める仕事を、スマートに
やりたいと思いながら、なかなか一筋縄では
いかないというのが、今のところの感想です
ね。 

村田 大企業の知財部でも、担当者によって違
うし、企業によっても違う。だからやっぱり
ね、比較的発明の原点、発明者サイドに近いと
ころまでタッチさせてもられるような知財部と
付き合えると一番いいんですよね。ある企業
の、ある人ばっかりと一緒にやってるっていう
のは一番良くないね。経験積む上でね。 
 
福田 ありがとうございます。今のお話という
のは企業と特許の世界で話していたんだけれど
も、先ほどの商標の話に行きますが、弁理士が
会社に対して何ができるんだろう、例えば言わ
れた商標をただ調査して、ただ出願する。それ
が弁理士の仕事なんですか、という気がしたり
することも。商標に携わっている岡田先生は何
かご経験とかあれば。 
 
岡田 基本的にはこういう商標を使いたいんで
すけどと言われて調査したり、出願したりする
業務が多いことは多いです。でも、例えば同じ商
標なんだけど、こういうふうにロゴ化もしたい
という時に、それをまた出願する必要があるの
かとか、こういう風にロゴ化して使いたいんだ
けど大丈夫かとか、商標を「使う」という場面で
色々相談をされてくるお客さんがいるんです
ね。だから、そういう時は一緒になって、ロゴの
ここを大きくしたらいいとか、こういう風に色
を分けちゃだめだとか、そういうアドバイスを
することがあります。そういう風に自分がかか
わったマークがついた商品が市場に出て、広告
されたりするのを見るのは嬉しいです。 
 あとは個人のお客さんが結構いらっしゃっ
て、今はインターネットで割と簡単に商品の販
売ができますから、今まで商標とは無縁だった
方が、今度こういうのをホームページで売りた
いんですけど、などと言っていらっしゃいま
す。そういう意味では、ここでもやはりイン
ターネットの進歩との係わり合いを感じます。
インターネットを通して裾野が広がっていくこ
とが実感できますし、そういう場面を含めて、
今後、商標を「使う」という場面で、私たちが
言ってあげられることが結構あるかなと思いま
す。 
 
福田 ありがとうございました。今の件につい
て小林先生どうぞ。 
 
小林 皆さんがどれだけ危機感を感じているで
しょうか。今年の弁理士試験から制度が変わり
ましてね、司法書士さん、行政書士さんは選択
科目が免除になってますんで、今年すぐにとい



 

うわけではないかも知れないけれども、来
年、再来年辺り、例えば司法書士さんで弁理
士さんになるという、そういう人が増えてき
ますね。そうなりますと、例えば司法書士、
行政書士となると、会社の登記をやる所から
お客さんが来るわけです。 
 今までですと司法書士さんは商号の調査を
して、その管轄内に類似がなければ登記する
ということで、商号の狭い範囲内の類似しか
なかったけれども、今度は商標の観点からも
お客さんに提案して、会社を作った時からど
んどんこうやったらいいですよという商標戦
略も提案していくようになる。そういう営業
をやって来るようになるでしょう。そうしま
すと商標を扱う業態もかなり変わってくるん
だと、そういう可能性があると思うんです
ね。 
 ですから、我々弁理士というと、ほかの士
業というと、どちらかというと弁護士さんの
ほうにばっかし目が向きがちだけれども、行
政書士さん、司法書士さんが、どういったこ
とをやっているのかということにも、無関心
ではいられなくなるというのが、今のご時世
ではないかなと思います。 
 
福田 ありがとうございます。 
 先程来のお話で、例えば特許について企業
間の橋渡しだとか、あるいは契約の話、色々
なことが出てきたと思います。そういうとい
うのは、もちろん国内の大事かも知れない
し、だけど将来的にはやはり外国の問題とい
うのも多く出てくると思います。その辺り鴨
田先生いかがですか。 
 
鴨田 １つの製品を包括的に保護しようとす
るとき、特許だけでなく、商標や意匠といった
側面についても弁理士は考える必要がありま
すよね。今後は、著作権や不正競争防止法、契
約、水際措置といった観点からも弁理士が１つ
の対象の知財全般に関与することになり、そこ
にさらに活躍する場が広がっていくわけです
ね。その一方で、たとえば、特許には技術の専
門性がありますし、岡田先生のように商標を専
門として、ブランドを育成していくんだという
ように、個々人には高い専門性が求められてい
るわけです。 
 われわれの関与する知財分野が拡大するに
つれ、また国際化の流れの中で、外国企業間の
特許契約とか、国際的な製品模倣対策とか、外
国での訴訟とか、渉外に関わる場面が増えると
思われます。まあ、外国での日本国弁理士の資

格とか、資格の相互承認とかクレアしなければ
ならない問題もありますが、いろいろな障害が
あるとはいえ、将来的にはそういう様々なチャ
ンスが広がっていくだろうと思われます。 
 逆に、こうした国際化の流れの中で、われわれ
も国際化に十分に対応していかなければならな
いわけですね。たとえば、外国からも、他の業種
からも、この知財の分野にコンペティターとし
てどんどん入ってくるわけですから、個人とし
ても弁理士全体としても、十分に競争に耐えう
る体力が必要になると思います。「国際特許事務
所」と名乗っている事務所は多いですが、まだま
だ真に知財の国際化に対応しうる事務所という
のは多くはないんじゃないでしょうか。また、
個々の弁理士が持っている専門性がまだまだ欧
米の専門家と比較して劣っているんじゃないか
という話も最近聞きました。まあ、こうした時代
に私のような小さな事務所の非専門的な弁理士
はとまどいを覚えてしまいますが、それでも新
しい時代に対応していかなきゃならないです
ね。 
 一方で国際的な活躍の場が与えられると同時
に、一方で国際競争の中でわれわれが生き残っ
ていくためには、より高い知識と能力が要求さ
れてくると思います。従って、個々人としても
弁理士全体としても、国際化に対応したわれわ
れ自身を育てる作業が必要だと思います。た
だ、個々人の力や持てる時間には限界がありま
すし、将来的に活躍する若手の弁理士が協力し
あってですね、いろいろな情報交換の場を持っ
て、新しい時代に対応していく必要があると思
います。そういう意味でも、最近は弁理士会の
活動に若手の先生はあまり積極的じゃないんで
すけれども、若い人はこうした場にも積極的に
参加して、情報を入手するだけでなく、積極的
に発言して、弁理士制度をよりよい方向に進む
ように活動してほしいと思います。そうすれ
ば、われわれの未来も開けていけるんじゃない
かと思います。 
 
福田 ありがとうございます。三上先生、いま
でも我々の未来というのはあると思うんです
が、戦略大綱にも色々なことが規定されていま
す。個としての弁理士と、特許事務所というも
のが、問題になってくるのかも知れない。一人
でできる範囲はどうしても限られてしまうんで
すけど。その辺り何かご意見はありませんか。 
 
三上 自分が雇われの身であるというのもあっ
て、事務所という点ではあまり考えたことがな
いんですが、ただ、弁理士は自分の、或いは事務



 

所の仕事を確保するということで、非常に躍起
になってまして、戦略大綱が出ても、その中で
事務所が生き残っていけるのかというところ
に、視点をどうしても向けがちなんですけれど
も、その辺が強すぎるのは要注意だと思いま
す。今までは少し強すぎる傾向にあって、弁護
士さんと比べてですね、弁理士というのはそん
なに極端に数が少ないわけじゃないのに、知名
度は無茶苦茶小さいという状態の一因だと思
うんです。それは、弁理士が今までやってきた、
企業とかそういう研究開発の実際の出願とか
が出てくる、そこばかりに注目した仕事を続け
てきてそこばかりを仕事相手としてきたとい
うのが、やっぱり一番大きかったんじゃないか
なと。だからこそ、弁理士という職に入ってく
る新しい人たちも、非常に限られているという
現状があるんじゃないかなと思います。 
 これからは事務所の仕事を広げるという意
味もありますけども、それだけじゃなくて、弁
理士全体の知名度を広く社会的に上げるとい
う意味でも、単純に弁理士が弁理士の技量で１
００％やる仕事だけではなくて、もっと社会に
弁理士の知識を活かして、社会にその知識を広
めていく。そういうところにどんどん出ていく
というのが、必要なんじゃないかなと思いま
す。 
 戦略大綱の中にもちょっと出てきますけど
も、大学の講座、セミナー、そういった場の
講師とか、そういうところにどんどん出て
いって、そういう所で若い学生さん、あるい
は高校生、中学生、小学生といったところに
も顔を知ってもらう、話を聞いてもらう。そ
ういった職業があるんだ、そういう世界があ
るんだということをもっともっと知ってもら
う。そういうのが、今後、弁理士が日本社会

の中で大きな柱になっていくのに重要な要素な
のではないかと思いました。 
 
福田 それではそろそろ時間もなくなって参り
ましたので、最後に村田副会長からまとめの言
葉をお願いしたいと思います。 
 
村田 きょうはどうも色々ありがとうございま
した。やっぱり僕らの年代と１０年ぐらい違い
ますかね。だからその位の方とだいぶ考え方の
違いというか、それが聞けて良かった。新鮮な気
分になりました。 
 知財戦略大綱の善し悪しは、色々見方によっ
て、また立場によって違うと思うんですけど
も。いずれにしましても、こういった議論がで
きるようになってきたという、そういった題材
を与えてくれたというところだけは、大いに評
価したいなという気がしております。以上で
す。 
 
福田 ありがとうございました。具体的行動計
画には何年度と指定されているものが多くあり
ます。まだ始まったばかり、基本ができたばかり
です。今後色々なところから具体案が公開され
てくると思います。私たちは弁理士という立場
もあるし、一人の日本の国民として、大綱の具体
的計画の推移、そしてなかなか進捗していない
ところがあったならば、そこに対しては声を大
にして、「何をやっているんだ」と言ってあげる
ぐらいの気構えを持って、今後のゆくえを見続
けていかなくちゃいけないと思います。 
 本日は、お忙しい中、お集まりいただきまし
て、誠にありがとうございました。それではこ
れで座談会を終了いたします。 

2002年８月１３日 
弁理士会館会議室にて 



 平成１３年度副会長として､外国関係を担当
した。一番の理由は他にできるもの（分野）を持
ちあわせていなかったからである。正副会長の
忙しさは、多分皆様御存知のことと思いますが､
就任してみると更に想像以上のものでありまし
た。 
 
 その役得か役損か、外国担当は海外出張が多
いと聞いていた。平成１２年度の担当副会長は7
回ほど海外出張したと聞いて、毎日働かなけれ
ば事務所が成り立たない小生としては何とも恐
ろしく感じていた。いくら忙しくても東京に居
るのであれば、仕事は何とか処理できるが、海外
出張となると、前後に往復2日を少なくとも要す
るからである。とにかく外国関係担当という役
職との関係で就任直前のメルボルン行きを含め
て､ソウル、ローマ､フェニックス、北京､シンガ
ポールと6回程海外旅行した。最長でも10日間に
過ぎない短い旅ではあったが､“忙中”の「閑」
もあって、それぞれ想い出深いものであった。以
下､公中の私部分についての事である。 
 
 最初の旅行は前年度村木会長時代終了直前、
ＡＩＰＰＩメルボルン総会前に開いたメルボル
ン知財専門家会議であった。副会長就任直前で

はあったが自費で参加した。会議についてはパ
テント誌において報告してある。会議が大成功

であったこともあって、会議当日の夜には、当
時の村木会長､河宮副会長、浅村先生夫妻、谷先
生夫妻、高見先生夫妻、笹島現会長、国際活動
委員会からの二名および小生とのディナーと
なって大いに盛り上がった。会議翌日、村木、
河宮、笹島の三先生と小生との4人でマイクロ
バスをチャーターし、メルボルン郊外のワイー
ナリー探索に出かけた。しかし、何よりも､わず
か数時間の会合および会合前後のこれら先生
方との意見交換は、それからの副会長生活への
大いなる鼓舞となった。 
 
 ４～7月の時期にも出れば出られる国際会合
はいくつかあった。WIPO関係の国際会議は関係
委員会から代表を派遣し、カナダ等外国同業者
団体からのお誘いには、多忙を理由に断った。
実際､弁理士法２次改正問題は驚くべき進展を
していて連日忙しく、また他にも担当として手
を離せないものが存在していたのである。 
 
 ８月もあっという間に過ぎ､準備遅れを心配
していたAIPLAとの秋の交流会は、９月１１日
に同時多発テロの勃発したことが多分原因と
なって、開かないことになった。AIPLA総会への
招待状に対しては多忙を理由に丁重に断った。 
 海外旅行激減の１０月、日韓中三国弁理会間
交流会を開催するか否か三国間で相談するた
め、笹島現会長と２人でソウルを訪問した。ソ
ウルで韓中の弁理士交流会が開かれていたの
で､その合間に早朝会議を持ったためである。
２５日夕方の便で成田を発った。成田は閑古鳥
であった。夜遅くホテルに着いた。空腹を満た
したいが深夜なので碌なものはない。そこで、
ホテルに尋ねて夜の飲食街へタクシーで出か
けた。どこかは知らないが、同じ様な海鮮料理
店が夜通し開いているところであった。どの店
の前にも水槽があって、店によって異なる魚を
泳がせてある。タクシーを降りると客引きが寄
ってきて困ってしまった。そこで、じゃんけん

 

役得か役損か？ 
       忙中に閑あり？ 

日本弁理士会平成１３年度副会長 井 上 義 雄 

メルボルン知財専門家会議のメンバー 

＜会員の近況報告＞ 



をさせて、勝った人の店に入って、蟹鍋などの
蟹料理を食べた。多種類出てきたキムチも美味
だった。翌日早朝会議の後、事務所を２つほど
訪問した。どちらも大きな事務所だった。夜は
大韓弁理士会側の招待で高級焼肉を頂いた。日
本では狂牛病騒ぎで食べられないことを考慮
してのご馳走であった。 
 
 １１月ＦＩＣＰＩのローマオープンフォー
ラムの前日、第２回の知財専門家会議を企画
し､世界中の同業者諸団体に呼びかけていた。
メルボルン会議から僅かしか経っておらずテ
ロ事件以降､特にイタリアでは飛行機が落ちた
りして､開催をどうするかについて連日やきも
きし、ＦＩＣＰＩがフォーラムを中止すること
を心待ちにしていた。したがって、会議の開催
も､参加者各人の決意もそれなりのものであっ
た。実際､この頃ジュネーブで行われたWIPO国
際会議へは、日本弁理士会からは代表派遣がで
きず、また我々の会議へも出られない団体があ
った。ローマ会議の朝､小生は高見先生と共に､
AIPLAのカーク氏に会った。メルボルン会議の
共同声明をめぐってのAIPLAとの意見の違いを
何とかしようと思っての事であった。 

 心配していたローマ会議も成功裏に終わり、
滞在の長いローマでは何回か美酒を味わうこ
とができた。この会議への出席者は、笹島現会
長と河宮先生とを除けば､谷先生､高見先生、岡
部譲先生、大西先生、小生とPA会のメンバーで
あり､ローマでPA会を何回か開いた様な感じで
あった。ローマでは引き続いてFICPIのオープ
ンフォーラムに参加した。フォーラムの昼食会
の際ＡＩＰＬＡのカーク氏等とともに中央の
ＶＩＰ席に招待された。ＷＩＰＯの植村氏も同
テーブルだった。ＦＩＣＰＩフォーラムに続い
て、AIPLA・FICPI共催の会議に出席した。ロー
マ滞在中、旧跡見学も幾らかはすることがで

き、色々印象的であった。温泉好きの小生はカ
ラカラ大浴場の跡にも行ってみた。その後，塩
野七生著、「すべての道はローマに通ず」を読
んでみてローマ人の偉大さに改めて感動した。 
 ローマでは、比較的長い滞在であったので、
夜は事務所の仕事をした。急ぎのケースについ
て、事務所からFAX、Eメールを送ってもらい、
夜中に仕上げて､Eメールで返す。これが見事に
働いた。インターネットも大いに利用した。こ
れで，ある程度の長旅にも自信がついた。 
 
 年が明けて、正月の行事も終わる前に、AIPLA
のミッドウィンター会議がアリゾナのフェニ
ックスで開かれ、日本弁理士会国際活動委員会
とAIPLAの日本委員会との間の恒例の交流会が
開かれた。小生はこの交流会のみならずミッド
ウィンター会議自体の方にも日本弁理士会と
して招待出席した。お陰で晩餐会では特別テー
ブルに招かれた。隣席の人に尋ねたら、何と米
国特許庁の長官だった。会議の小旅行には参加
せず、ツアー会社による砂漠見学の一日旅行に
参加して、西部劇そのもののサボテンの世界を
楽しむことができた。 
 テロ後のアメリカの空港は警備が厳しく時
間がかかり、その頃靴に爆弾を仕掛けた者がい
たりしたこともあってか、靴まで脱がされた。 
  この旅行も一週間程と長かったため、夜は
連日事務所の仕事をした。インターネットとE
メールは誠に便利に安く市内電話料金で使え

ローマFICPI昼食の際（徳永先生撮影）       
カークにお説教されている井上さん、だそうです 

ローマ会議の参加メンバー（高見先生撮影） 

ローマ・カラカラ浴場跡     



たが、東京との何回かの電話代は何と数万円に
もなった。それまで日米間の国際電話は随分と
安いものと思っていたが、とんでもないことが
分かった。カードによるあるいは会員制のイン
ターネット電話あるいは国際携帯電話が流行
る理由が身をもって分かった。 
 
 旧正月が明けてすぐ、正副会長による北京訪
問となった。中国特許法の始まる前後二度程訪
問して以来十数年ぶりの北京は驚きの連続で
あった。如何に中国認識が遅れていたことか。
北京では公式行事の合間をぬって、友人の働い
ている五つの事務所を訪問した。弁護士､弁理
士､CCPIT、それを出た人達、それぞれの立場の
話を個人的に聞くことができた。歴史の大きな
流れの中での、個人の意識、色々な思い、大変
興味深く参考になった。中国では美味しい北京
料理を食したが､それよりも、街の様子､事務所
の様子、人の様子の方が大きく印象に残ってい
る。世界観を改める必要性を痛感し、その後中
国の現状を伝える本を何冊か読んでみている
ところである。 

 ３月も終わり頃、最終正副会長会を中途で抜
け出して牛木副会長と共にシンガポールに出
かけた。現地で海外協力委員会のメンバーに合
流し、知財関係の代理人たちと交流会を持っ
た。シンガポールでは特許代理人制度が新たに
出来，丁度試験が始まっているところであり，
小生の役目はシンガポールの特許代理人制度
および実務者たちへの教育，特にＦＩＣＰＩの
行っているというＳＥＡＤプロジェクトとの
関係を知ることであった。 
 
 シンガポールへは国際携帯電話を借りて持
っていった。昼の時間帯が東京とほぼ同じであ
るため、夜中にホテルから電話というわけには
いかないのとアメリカでの電話料にびっくり
してのことである。携帯電話は便利であった。
丁度緊急の仕事が入ってしまい、会議中電話が
鳴り、一寸失礼して抜け出して、事務所とのや
りとりをしたり、客に電話をしたりする羽目に
なった。恐ろしい時代になったものだ。便利で
はあるが、これでは休む暇がない。 
 シンガポール旅行の最後の頃、足(foot)が痛
くなって，皆で有名な足裏マッサージを味わう
ことになった。帰ってから暫く靴も履けなかっ
た。お陰で４月に弁理士会で行われたＡＩＰＬ
Ａとの交流会にはサンダル履きで出席してス
ピーチすることになってしまった。 
 
 年度が変わって数ヶ月が経過した今，昨年度
の余波を受けて、９月にはＯＤＡの研修生に
「弁理士制度を巡る最近の動向」とかについ
て、スピーチしなければならなくなってしまっ
た。そのため，今いろいろ読み直したりして，
弁理士制度も随分ゴチャゴチャしていると改
めて思いつつ、あの忙しさの成果を生かさなけ
ればなどと思ったりしている。          

             以上 

フェニックス砂漠のサボテン 



 私は昭和４６年（１９７１年）弁理士試験合
格、同年弁理士登録しました。それから３０年間
健康に恵まれ、恙無く過ごしてこれたことに感
謝しております。 
 弁理士登録してから、すぐにＰＡ会に入会さ
せてもらい、幸いにもＰＡ会の幹事会でいろい
ろな仕事をさせていただき、その継続として弁
理士会の委員会等に参加でき、今回の受章につ
ながったと思っております。その間の多くの先
輩方、同輩方並びに後輩方皆々様のご指導、ご支
援の賜物と深く感謝致しております。 
 また、受章発表の際には、本当に多くの方々か
らご祝意をいただきありがとうございました。 
 たまたま何かの関係で、休日に事務所で一人
で仕事をしていたときに、電報配達の人が電報
の束をもって２度も３度も配達してくれまし

た。その時は大変感激しました。今年２月に家
内と母親を亡くしておりましたので二人が元
気でいてくれたらと思い、不覚にも涙ぐんでし
まったことを思い出しております。田舎の菩提
寺で二人の百か日の法要を執り行ったときに
墓前に報告してきましたので、二人とも草葉の
陰で喜んでくれていることと思います。 
 受章後はＰＡ会の方々に祝賀会を開催して
いただき大変感謝しております。又、ゴルフ好
きの方々に祝賀コンペを開いていただき、優勝
までさせてもらって感謝感激いたしました。誌
上を借りて御礼申し上げます。 
 幸いにもまだまだ健康でおりますので、仕事
に遊びにこれからも頑張ってゆきたいと思っ
ております。どうか今まで同様おつき合い下さ
るようよろしくお願い申し上げます。 

 
 

   受賞に浴して 

 常任幹事 菊 池 武 胤 

平成１４年春の褒章受章 



 嵐のようなＦＩＦＡワールドカップ２００
２が過ぎ去りました。サッカーに興味を示さな
かった大勢の日本人がテレビに釘付けになっ
た６月でした。 
 
 新横浜に事務所を移して７年になりますが、
ワールドカップ決勝戦が目の前で行われるこ
とに決まり一旦は喜んだものの、その日は危な
いから近づかないことにしようと決めていま
した。しかし仕事の関係でワールドカップの真
っ只中に押し込まれることになりました。今に
なってみれば、フーリガンなど心配した混乱も
なく、日本中が国際的サッカーの熱に飲み込ま
れたとき、その真中に居て、ワールドカップの
雰囲気を満喫したひと月でした。 
 
 仕事とは、事務所のクライアントのＡ社が
FIFAの公式スポンサーになり、競合他社のＭ社
やＮ社による宣伝活動（Ambush Marketingと言
うそうです）のwatchingや、ユニフォーム（代
表チームのジャージーのレプリカ）の模倣品
（Counterfeit）の取締まりのためのパトロー
ルを依頼され、横浜チームとして神奈川県警と
連携して模倣品排除に当たることになったの
です。 
 
 ワールドカップ本戦の前に行われたキリン
チャレンジカップでリハーサルをしましたが、
新横浜より先に東京の国立競技場で行われた
リハーサルで、偽物を売っていた一番大きな露
天商を東京チームが押さえて２人を現行犯逮
捕したところ、他の露天商が一斉に逃げたとい
う事件があり、それ以来Ａ社のロゴの入った模
倣品はサッパリ出なくなりました。新横浜で行
われた3回の予戦では試合開始の数時間前から
競技場の周辺を歩き回りましたが、露天商の多
くは他の競技場周辺にも現われる常連の外人
で、パトロールを警戒しており、Ａ社の物だけ
は見当たりませんでした。たまには単独で模倣

品を売り捌いている外人もいて、その場で警告
状を出しサインさせたりしましたが、そんなと
きは万一に備えて、Ａ社の社員らが遠くからビ
デオを撮影し、いざという時には駆けつけられ
るようにしていました。しかし、大体はパトロ
ールも空振りが多く、この分なら大丈夫だろう
ということで試合開始前に解散するのが常で
した。パトロールを手伝った所員の中にはチケ
ットを貰って試合を観戦した者も居ましたが、
私はそれから急いで帰宅してテレビで観戦す
るのが常でした。 

6月9日の日本対ロシア戦は試合開始の5時間
も前から凄い人出でしたが、あとの外国チーム
同士の試合は比較的静かでした。しかしさすが
に6月30日決勝戦は違っていました。どこから
集まったのか無数のブラジルのサポーター。ド
イツより圧倒的にブラジルが多く、町行く人の
服装もブラジルが殆ど。ドイツのジャージーは
白のため目立たず、町は黄色と緑の配色で彩ら
れました。窓から上半身を乗り出し、旗を振り
大声で叫ぶブラジル女性を乗せた車がクラク
ションを鳴らして走り回るなど、大変な騒ぎで
した。 

 

 

ワールドカップ事件の顛末 
―商標権侵害現行犯逮捕に接して― 

常任幹事 柳 田 征 史 

道端にジャージを広げる外国人露天商 



そんな中、今度は出ました模倣品が。連絡が
入ったので駆けつけてみると、私服刑事に囲ま
れた４人の外人。トルコ人男性でした。さっき
まで一緒に居た女性はいつの間にか消えたと
のこと。本物そっくりのドイツのジャージーで
した。一人は2日前に入国したばかりで、皆パス
ポートは持っていました。商標権侵害と不正競
争防止法違反で午後4時２０分、現行犯逮捕。護
送車を待つ間、質問しても英語がまるで通じな
い。かろうじて一人だけが片言の英語を喋る
が、ろくに話はできず、とにかく警察に連行。
4人とも両側から刑事に挟まれ荷物と一緒に護
送車に。 

こちらも一緒にというので逮捕者と刑事と
一緒に護送車に乗り込み、5分ほどで港北署へ。
4人を別々に拘留し通訳を待った。トルコ語と
なると通訳がなかなか居ない。試合が始まって
しまう、と気にしながら警部の書類の作成に協
力する。「商標権侵害」「不正競争防止法」「レ
プリカジャージー」など違反事由の表現を正確
にするため、いろいろ聞かれる。刑事らは専ら
ワープロに向かって報告書などを盛んに打ち
込んでいる。そこに夕食のパンとジュースの入
った箱が運ばれて来た。彼らはパンをかじりな
がらワープロを打つ。逮捕者の名前が読めな
い。トルコ語はアルファベットの文字からは日
本人には発音不可能。それを苦労してワープロ
に打ち込む。試合開始には無頓着。偉いと思う。
こっちは試合開始が気になってしょうがない。
通訳はまだ到着しないという。菓子パンとスポ
ーツドリンクを口にしながら遠くの音の聞こ
えないテレビに目をやる。そこにパトロールを
続けていたＡ社の仲間から、また偽物が出たの
で来て欲しいと連絡が入る。しかし誰も行こう
としない。外人を4人も逮捕し、今日の仕事は終

わったという感じだ。やむなくＡ社の社員は自
力で排除に向かった。 

 
とうとう試合開始の時が来た。気がついたら

機動隊員がテレビの前に音もなく集まってい
た。 

Ａ社の彼が優しく言ってくれた。「先生、今
日はもう結構ですから。」それを潮に警部と課
長に挨拶して引き上げる。半分嬉しいが半分寂
しい。通訳に立ち会っても見たかった。でも、
やはり決勝戦を見ない訳には行かなかった。家
路を急ぐ車の中で前半０対０で折り返したこ
とを知る。ドイツの守護神カーンの超セーブに
感激する。そのカーンの、ゴールを背にして座
り込んだシーンでワールドカップは終わった。 

Ａ社の彼が警察を出たのは、夜中の1時過ぎ
だったそうだ。やはり決勝戦を後半だけでも見
られてよかった。 

 
その後、Ａ社の彼から報告が入った。4人のト

ルコ人は、２０日間ほど拘留され罰金を取られ
て国に帰されたと。はるばるトルコからやって
きて、店を開いた途端に捕まって拘留され、罰
金を払わされて強制送還された4人のトルコ
人。逮捕のとき大人しかっただけに、ちょっぴ
り可哀相な気がしないでもない。図体は大きい
が静かな４人だった。 

今回のワールドカップでのＡ社関連の商標
権侵害による逮捕者は8人、押収した模倣品２
００点、発行した警告書４０件。これらが暴行
傷害事件なしに処理できたのは大成功だった
という。改めて知的財産権の威力を実感した事
件だった。 
（写真は決勝戦の日の新横浜近辺での様子です。写真
の露天商は事件と関係ありません。） 

護送車に収容される逮捕者 

押収された模倣品 



 弁理士稼業を始めて16年。特許庁経験12年半
を合わせて特許業界での仕事を続けて28年半に
なる。 
 特許庁の審査・審判官時代から、工場見学に出
かけて技術の現場に触れ、また、現場の方々の話
をお聞きすることが大好きだった。また、外国に
行ったり、外国の人と話をすること、意見交換を
することにもとても興味があった。有体に言え
ば好奇心の塊だった。 
 そこで審判官を退官したときには早速世界旅
行に出かけた。そもそも、長い間かけてお誘い頂
いていた転職のお話をお受けした切り札が、「あ
っ、役所をやめれば自主長期休暇を取れる！」と
いう思いつきだった。浅はかなもので、後になっ
て、「あ、お金がない。どうしよう。」と気がつ
いた。しかし、人間て何とかなるもんですね。｢や
めりゃ退職金が出るじゃん。｣これに気がついた
ときは・・・・・我ながら賢い・・・・とか思っ
たものだった。 
 旅行中には、物見遊山に徹した訳ではなく、ワ
シントンの某Law Firmの某特許弁護士の多大な
お力添えを得て、一応、柄にもなく米欧阿亜（行
った順番です）の特許事務所を歴訪することと
なった。国際会議で初めてお会いした企業の
方々に、企業特許部の部員を集めるから、そこで
日本の特許制度について話をしてくれと依頼さ

れたり、こちらから訪問したいと売り込んだり
して、企業も数社回った。 
 こうして世界旅行から戻って弁理士を始め、
発明者の方々や営業で製品の売り込みの競争に
腐心していらっしゃる方々との検討などの現場
に密着した仕事を味わっている。10年前に米国
ニューヨーク市のLaw Firmで1年間の実務経験
を積んだ後、仕事の目先を変えたくなり、特許侵
害訴訟を沢山できそうな法律事務所に参加する
ことにした。現在は、特許侵害訴訟を主に、それ
らに絡む無効審判、異議、鑑定、ライセンスを扱
い、また、出願業務では若手精鋭との仕事を楽し
んでいる。 
 数年前に、特許訴訟で弁理士が補佐人ではな
く代理人として仕事ができるように制度を改め
ることに資するかもしれないと思われた日本知
的財産仲裁センターの仕事に関わるようになっ
た。WIPOが主催する調停人や仲裁人のためのワ
ークショップにも参加した。その後、これらのワ
ークショップへの各国からの参加者に仲裁セン
ターの業務のための資料提供を依頼したことが
あったが、こぞって親身に応答してくれたのに
は感動した。 
 今後も引き続き弁理士会業務に貢献していき
たいと考えている。 

 
     

   こんな生活しています 

 会員 小 林 純 子 



 日本弁理士会の附属機関として、平成１１年
４月に“知的財産支援センター”が発足いたし
ました。そして、発足時から本年３月まで総務部
長や副センター長として活動してまいりまし
た。そのためか、私のことを『支援センター』と
呼んでいただく先生も少なからずいらっしゃい
ます。しかし、狩野（かのう）という姓が読みに
くいためではないかとも考えられます。 

“知的財産支援センター”の活動内容につい
ては、 “支援センターだより”や “知的財産支
援センター年報”などに紹介されていますが、Ｐ
Ａ会会員に関心を持っていただきたいと願いま
すので、私の得た経験に沿って“知的財産支援
センター”についてご紹介いたします。 

“知的財産支援センター”は、従来、個々の弁
理士が行ってきた講演、指導や日本弁理士会が
行ってきた講演会、特許相談などの社会貢献を
見える“かたち”で官庁、政界、マスコミなどの
社会にＰＲする点において、従来の特許制度昂
揚普及委員会の活動と異なる。逆に、大学、中小
企業団体、地方の要請に応じて、講演会、講習会、

特許相談会を企画・立案し、また専門知識を備
えた弁理士を支援員として派遣して、まったく
新しい活動分野を開拓しているとも言えます。
いわば、社会と日本弁理士会との“掛け橋”の
ような役割も果たしていると言っても過言で
はない。日本弁理士会や多くの弁理士は社会の
ためにこのように汗を流していることを社会
の方々に広く知っていただき、 “エゴな職域団
体”という誤った認識を消し去っていただくよ
うに“知的財産支援センター”も努力している
ことを強調したいと思います。 
 総務部長１年と副センター長２年の間には、
楽しい思い出や辛い経験もいたしましたが、会
外の団体（各地経済産業局、中小企業庁、島根
県、東京都など）とのお付き合い、会内の支部、
地区部会との話し合いなど重要な体験を得る
ことができ、また、若手の弁理士がいきいきと
自分の考えを述べ、積極的に活動する場を用意
できたことは貴重であり、かけがえのない無形
の財産になったと考えております。 

 

    知財支援センターでの 
       活動について 

 会員 狩 野  彰（かのう あきら） 



 早いもので、日本に帰国し、縁あって弁理士の
再登録をし、ＰＡ会に再入会させて戴いてから4
年たちました。 
 その間、弁理士会関係では海外協力委員会委
員長、産業競争力推進委員会委員、ＰＡ会では企
画Ｉ担当幹事、同部会長、研修担当幹事、同部会
長、さらには日弁幹事を担当させて戴きました。
その他にも日本商標協会模倣対策委員会、同外
国商標委員会、APAA模倣対策委員会と所属さ
せて戴いているので、週末もほとんど出勤する
生活を続けておりますが自分でも楽しいから続
けてこれたのだと思います。 
 特に、海外協力委員会は三年目になりますが、
主としてアジアからの研修生の方々と研修及び
レセプションを通じて交流する機会があり、留
学後居残り、結局8年滞在した米国での生活では
あまり目を向けることのなかったアジアについ
て考えさせられる良い経験となっていると思っ
ています。これは全くの個人的感触でなんの裏
付けもないのですが、アジアの人とは、その他の
地域の人と比べて、ものの考え方、捉え方の共通
点が多いような気がします。換言すれば、コミュ
ニケーションが比較的容易なことが多いと思い
ます。もっとも、ものの考え方、捉え方は人様々

であり、同じ国の人の中でもそのスペクトラム
は存在するのでしょうが。なお、委員長をしてい
た昨年度は発明協会からの依頼もあり、委員会
として教材の新規作成、改訂を行うと共に、商標
コースの上級者向けのクラスではワークショッ
プ形式の講義も新設しました。小生が今のとこ
ろ、テキストを作成した関係もあり、該ワークシ
ョップ担当の講師をしておりますが、研修生の
自国法での取り扱い等についても積極的に発言
をしてもらい能動的に参加する形式ですので、
幸い研修生の間でも好評のようです。 
 産業競争力推進委員会は、本年度から新たに
立ち上げられた委員会で、主としてアジア特に
中国での模倣品対策について担当しています。
この分野について特に社外リソースに依存する
度合いの高い中小企業のために弁理士としてい
かに貢献していくかといった検討、リサーチの
ための文献目録作成等の他に、中華商標協会等
の中国専門家団体との交流を目的として、11月
下旬には訪中団を派遣する予定です。 
 以上、ＰＡ会からの推薦で所属してきている
委員会の活動を中心としてこの場をお借りして
述べせていただきました。今後とも何卒よろし
くお願い致します。 

 

     雑 感 

 会員 中 山 健 一 



１．救命講習受講の奨め 
 各種スポーツや野外活動に携わる人にとって
意外な盲点になっているのが不慮の事故への対
策ではないだろうか。野外では思いもかけない
事故や病気のときに医師や救急車がただちに駆
けつけてくれるとは限らない。大切な仲間や家
族、そしてあなた自身を不慮の災難から守るた
めに、できるだけ多くの人が救命講習を受けて
おくことが望まれる所以である。 
 救命講習は最寄りの消防署や日本赤十字社の
講習会場でわずかな費用と時間を負担するだけ
で受けることができ、忙しい人のために土日開
催のコースも用意されている。受講には特別な
資格は不要であり、消防署の場合は半日で終了
する普通救命講習または１日で終了する上級救
命講習の何れかを受けることになる。それぞれ
の内容と時間、費用（教材費）を東京消防庁管内
の消防署による実例で簡単に示すと次の通りで
ある。 

・普通救命講習 
 心肺蘇生法、止血法の講習 
 ３時間／１千円 
・上級救命講習 
 心肺蘇生法、止血法、傷病者管理、外傷の手

当、搬送法の講習 
 ８時間／２千２百円 
 
・より詳しい情報源 
東京消防庁ホームページ 
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/ 

-応急手当について 
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/lfe/
kyuu_adv/joukyu/index.html 
-救命講習について 
http://www.tfd.metro.tokyo.jp/sk/
kousyu7.htm 
財団法人東京救急協会ホームページ 
http://www.tokyoinfo.or.jp/
~kyukyukyokai/ 

日本赤十字社ホームページ 
http://www.jrc.or.jp/ 

-救急講習の紹介ページ 
http://www.jrc.or.jp/katsudo/kyukyu/
index.html 
-救命法講習会案内のページ 
http://www.jrc.or.jp/katsudo/kyukyu/
a.html 

２．救命講習受講の手引き＆体験記 
 夏休みを利用して消防署の救命講習を受け
てきた。私が受講したのは東京消防庁管内の大
井消防署（品川区）で開催された上級救命講習
である。東京都の場合、救命講習は消防署が直
接実施するわけではなく、財団法人東京救急協
会が消防署の会議室を借りるかたちで実施し
ており、講師も同協会所属の救命救急員があた
っている。 
 
 さて、救命講習を受講するにはまずその申込
から始める。例えば東京消防庁のホームページ

にアクセスすると、数ヶ月先までの開催スケジ
ュールが掲載されているので、それを参照して
都合の良い会場およびタイミングで開催され
るものを探す。このとき、一般個人向けとして
は普通救命講習と上級救命講習の２種類があ
るので、何れかを決める。体験的に申し上げる
と、できるだけ上級を受講されるようにお勧め
する。講習項目が多いだけでなく実習時間が比
較的豊富で受講の効果が高いからである。 
 受講申込は電話で受け付けている。この電話
で最寄りの開催場所および日程も教えてくれ
るので、めんどうな人はインターネットを使わ

 

救 命 講 習 に つ い て 

アウトドア同好会幹事 松 田 嘉 夫 



なくともよい。土日開催の回はすぐに予約が埋
まるので早めに申し込む必要がある。 
 
 受付専用ダイアル： 
  （東京地区） ０３- ５２７６- ０９９５ 
 
 受講当日は開始の１５分前に集合する。上級
は午前９時から午後５時まで、昼食休憩の１時
間をはさんで１日８時間の講習となる。受付で
は書類に氏名住所などを記入し、教材費を支払
ってテキストを受け取る。会場には当初折り畳
み椅子が並べられており、思い思いに着席して
開始を待つ。 

 ここから先は講習内容の概略を箇条書きで
ご紹介することにしよう。記憶違いや抜け落ち
があるかもしれないのであくまでご参考まで。
なお便宜的に数字を振って項目分けしてある
が、実際の講習は学校の授業のように時限で区
切って行われるわけではなく、実習の進行状況
等に応じて適宜休憩をとりながら進められる。 
 
１．座学 
 救命手当の意義や実績について講師から３
０分ほど講義が行われる。次いで気道確保の原
理と要領につき、頭部断面模型を使って説明が
される。気道確保というのは意識を失った傷病
者の気道を開いて確実に呼吸ができる態勢に
することである。 
 
２．実習１ 気道確保、回復体位 
 椅子を片づけ、床にビニールシートを敷いて
実習の準備をする。次いで２人一組になって交
替で気道確保と回復体位の実習を行う。回復体
位とは意識を失った人が吐瀉物で喉を詰まら
せないように気道確保状態で横向きに寝かせ
た体位のことである。 

３．実習２ 成人に対する心肺蘇生法 
 成人とは救命手当上は８歳以上の人である。
今回は４体の人体モデルを使い、７～８人がグ
ループになって行った。各グループに講師がつ
く。 
 この実習では、まず人体モデルを使用して喉
に詰まったものの取り出し法が展示（講師によ
る実技のこと）される。ついで心肺蘇生法の流
れが説明され、それに従って周囲の安全および
大出血の有無を確認しながら倒れている傷病
者に近寄る、意識確認、119番通報依頼、呼吸確
認、循環サイン確認、心肺蘇生法（人工呼吸、
心臓マッサージ）実施という手順を習得する。 
 循環サインというのは心臓が動いているか
否かを判定するためのサインであり、人工呼吸
後に自主呼吸、咳き込み、または身体の動き（体
動）があれば心臓が動いているものとして原則
として心臓マッサージは実施しない。なおマウ
スツーマウスの人工呼吸実習のために、受講生
ひとりひとりに簡易型のマウスピースが配布
される。 
 心肺蘇生法についてはインターネット等に
より詳しく紹介されているので割愛し、その代
わりにこの実習に使用された人体モデルがな
かなか興味深いものであったので簡単に紹介
しておこう。写真に示したのが成人の人体モデ
ルである。 

 わかりにくいが写真のものは女性であり、胸
を開けばちゃんと乳房も作られている。もちろ
ん男性のモデルもある。心肺蘇生法では胸骨や
肩胛骨の形状および位置が重要な意味を持っ
ているので上半身は非常に精密にできている。
対するに下半身は風船式に膨らませるだけの
簡単な構造である。モデルの脇腹から出ている
のは記録紙であり、人工呼吸時の空気吹き込み
量と心臓マッサージ時のストローク量が経時
的に記録される。その左に見える細長い箱状の



ものは記録装置のコントローラであり、空気量
とストローク量が適正値に達すると点灯する
モニターランプも付いている。必要に応じて心
臓マッサージのペース音を出すこともできる。
モデルの首の部分には、きちんと気道確保しな
いと空気を吹き込めないような仕掛けが組み
込まれているなど、なかなかよくできた「人」
なのである。 
 
 さて、ここまでで午前の部は終わりである。
昼食は各自持参した弁当か外食となる。消防署
によっては最寄りに食事をできる場所がない
ので弁当を持参しなければならない。昼休みが
終了するまで人体モデルが置いてあるので、自
主的に心肺蘇生法等の復習をすることができ
る。では続いて午後の講習について紹介しよ
う。 
 
４．実習３ 児童・幼児に対する心配蘇生法 
 児童とは８歳未満１歳以上、幼児とは１歳未
満生後２８日以上の人である。まず児童、幼児
それぞれの人体モデルを使用して喉に詰まっ
たものの取り出し法の展示が行われ、次いでグ
ループ毎に心肺蘇生法の実習が行われる。児童
に対する方法は成人とは異なり、さらに幼児の
場合も異なるので、それぞれを実習を通じてし
っかりと習得する必要がある。 
 児童の人体モデルにも面白い仕掛けがあっ
て、個別のマウスピースを使わなくとも効率よ
く多人数による人工呼吸実習ができるように、
使い捨てのシートが口の中から繰りだされる
ようになっている。スーパーの買い物台に置い
てあるロール式のポリ袋をご存じだろうか。あ
のように引き出しては千切る方式で、次々と新
しいポリシートが使えるようになっている。児
童と幼児の人体モデルには成人モデルのよう
な計測器はなく、適切な心肺蘇生が行われてい
るか否かは講師が目視で判定する。 
 
５．止血法・三角巾の使用法 
 ここでは、三角巾を止血帯として使用し、傷
口に直接押し当てて止血する直接圧迫止血法

と、血管を圧迫して止血する間接圧迫止血法の
基本を学ぶ。その他に、２人一組になって相手
の頭部、腕部、肘部に包帯を巻く実習を行う。
他人に包帯を巻くときの力加減の難しさも体
験する。さらに足首を捻挫したときの固定法、
骨折した腕の吊り方、患部の被覆法、三角巾の
たたみ方などを実習する。 
 
６．傷病者管理・搬送法 
 火傷への対処法、毛布やアルミシートを使用
した傷病者の保温法、簡易担架による搬送法な
どを学習する。このあたりまで来ると全受講生
で実習する時間がないので、講師が名指しした
受講生または希望者がモデルとなって実習が
行われる。私は大柄で目立つうえに一番前で話
しを聞いていたせいかモデルに駆り出される
機会が多かった。もちろん積極的に協力したほ
うが得である。 
 
 以上が上級救命講習の概要である。救命講習
が終わると受講者に認定証が授与される。この
認定証は公布日から３年間有効であり、有効期
間内に再講習を受けないと失効する。救命法も
年々進歩しており、つねに新しい知識・技術を
習得しておく必要があるからである。なお再講
習は上級クラスは３時間、普通クラスは２時間
である。  
 
おわりに 
 心肺蘇生法を中心とした救命手当の技術・知
識は１日でそのすべてを習得できるほど簡単
なものではないことが受講してみてよくわか
った。修了試験や効果確認などは無いが、これ
は受講後の積極的な学習、知識の反復があって
初めて一人前になれるからだと理解すべきで
あろう。受講後もテキストを片手にブラッシュ
アップを図って行かねばならない。 
 
備考 
 紹介した写真は許可を得て休憩時間中に筆
者が撮影したものである。 

（おわり） 
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◇ 政 策 部 会 ◇ 
本 多 一 郎 

１４年６月１２日に「異議
申立と無効審判」に関し、現
行の権利付与後の異議申立
制度及び無効審判制度に問
題はないかなどについて意
見を求められました。実際、
配信後、数時間以内に多数
の意見が寄せられ、また、寄
せられた意見に対する更な
る意見も寄せられ、部会員の方々の積極的姿勢
及び意識の高さに身が引き締る思いが致しまし
た。また、どちらかというと、普段お目にかかる
ことが殆どない先生方から多くの意見が寄せら
れ、PA会の潜在的パワーをあらためて感じるこ
とができました。  
 これまでの部会開催状況は以下の通りです。 
・第１回：平成１４年５月２４日 
  議題：知財ロースクール構想について 
・第２回：平成１４年６月２４日 
  議題：知財ロースクール構想について 
     常議員制度の再改革について 
 平成１４年度も、もうすぐおり返し地点を過
ぎようとしておりますが、今後もあらゆる政策
問題に活発な議論がなされるよう、皆様のご協
力をお願い致します。 

 平成１４年度の政策部会は、部会長としての
船橋栄子先生および狩野 彰先生の他、総勢３
６名のメンバーから構成されております。PA会
政策部会は、弁理士を取り巻くあらゆる政策問
題を審議、検討する部会であり、通常、次のよう
な場合に部会を開催致します。 
・幹事会が決定した政策問題を審議する場合 
・幹事及び部会長が必要と認められる政策問題
が発生した場合 
・日本弁理士クラブ政策委員会からの要請があ
った場合 
 本年度は昨年度と異なり小部会を設置せずに
（というよりは、小部会設置という積極的行動
を起こす前に日本弁理士クラブ政策委員会から
の要請が矢継ぎ早に入ってきたため）、全体会議
を原則としております。 
 本年度のこれまでの審議形態の特色の一つ
に、電子メールから電子メールへの同報配信の
利用が挙げられます。本年度はこれまでに2度ほ
ど、日本弁理士クラブ政策委員会より翌朝まで
にPA会としての意見を出すようにとの要請があ
り、その際、電子メールによる同報配信が極めて
威力を発揮致しました。１度目は平成１４年５
月２３日に「特許権・実用新案権の控訴審裁判管
轄」に関して検討依頼があり、また2度目は平成

 

◇ 庶 務 Ⅰ 部 会 ◇ 
萩 原 康 司 

本年度の庶務Ⅰ部会は、部会長が濱中淳宏先生、
部員が黒田薫先生１名という少数精鋭部隊（？）
となっております。 
 庶務Ⅰ部会の主な仕事は、毎月開催されるＰ
Ａ会幹事会の開催準備、幹事会当日の雑用など
です。 
 幹事会はＰＡ会の運営を担当する組織で、幹
事長を中心に副幹事長、幹事長代行、幹事相談
役、常任幹事、各部会担当幹事で構成されていま
す。また本年度は、幹事長の意向により各部会の

部会長も幹事長の構成メ
ンバーとされ、若手出席者
の多い幹事会となってい
ます。 
 幹事会は毎月１回の割
合で開催されますが、緊急
を要する課題が生じたと
きには、例外的に緊急幹事
会も開催されることにな
っています。幹事会では理事会及び日弁の活動
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について報告がなされ、理事会や日弁の動き
などに基づきＰＡ会の方針が決定されます。
また各部会の活動状況についての報告も行わ
れ、内容によっては幹事会で承認を行う場合
もあります。 
 庶務Ⅰ部会は、その仕事の内容から幹事一
人ですべての仕事をこなすことができ、部会
を開催したり企画立案等をする必要がありま

せん。その点では他の作業部会に比べると仕事
量的に楽をさせて頂いており、他の部会担当幹
事の苦労を思うと申し訳なく思っております。
いずれにせよ、PA会及び幹事会を知るためには
格好の部会ですので、グリーンＰＡの方などは
是非、庶務Ⅰ部会を希望されるとよいと思いま
す。 

◇ 庶 務 Ⅱ 部 会 ◇ 
鈴 木 利 之 

等の変更データからPA会員
を抽出してこれをPA会の会
員データに反映させる作業
と，（２）随時，会員等か
らの変更の申し出があった
ときに，これをPA会の会員
データに反映させる作業と
があります。本会誌の巻末
にも住所等変更届がありますので，所属・住
所・電話番号等が変わったときは，この住所等
変更届を幹事長に届け出てください。 
 PA会の会員データの項目には，住所・電話番
号等のほかに，所属する同好会，日本弁理士会
の委員会歴，入会時の紹介者名，などの多数の
項目があり，これらは，PA会の活動におけるい
ろいろな場面で役に立っています。 
 PA会の会員名簿は，この会員データをもとに
して作成しています。また，全会員に郵送物を
送る際の宛名ラベルも，この会員データをもと
にして作成しています。 
【FAX同報配信】 
 FAX同報配信は，東洋情報システムのFair-
WayというFAX同報サービスを利用していま
す。PA会の全会員，幹事会メンバー，各部会の
メンバー，各同好会のメンバー，などのグルー
プ毎に所属メンバーを登録してあり，そのグ
ループを指定して１回の送信操作をするだけ
で，そのグループに属する全員にFAXを送れる
仕組みになっています。PA会からの各種のお知
らせ，幹事会，作業部会，同好会等の連絡には
欠かせない存在です。 
【会員名簿の発行】 
 本年度から，PA会の会員名簿の発行も庶務Ⅱ
が担当しています。PA会の会員データをもとに
して名簿を作っていますので，会員データを管
理している庶務Ⅱが会員名簿を発行する方が効
率的である，との考えからです。 

 庶務Ⅱ部会は，会員の慶弔関係，会員データ
の管理，FAX同報配信の管理を担当していま
す。さらに，本年度は会員名簿の発行も担当し
ています。 
 本年度の部会構成メンバーは，担当幹事の私
のほかに，三上結会員（部会長）と西岡邦昭会
員の合計３人です。 
 以下，それぞれの作業についてご説明いたし
ます。 
【慶弔関係】 
 慶弔関係は，PA会慶弔規定 (本会誌に掲載さ
れています)に従って，作業を行っています。 
 慶事としては，毎年，春と秋の叙勲・褒章受
章者の先生方に祝電をお送りする作業がありま
す。 
 弔事については，日本弁理士会から庶務Ⅱ幹
事に訃報の連絡がFAXで来るようになっていま
す。これを，PA会の会員関連の訃報について
は，FAX同報配信でPA会の全会員に通知して
います。PA会の会員以外の訃報については，
FAX同報配信でPA会の幹事会メンバーに通知
しています。そして，PA会慶弔規定に従って，
弔電，献花，香典等の手配を行っています。 
【会員データ管理】 
 PA会の会員データはMicrosoft社の表計算ソ
フトExcelによって管理をしています。この会
員データは立上げ時から現在まで私が管理して
いますが，今後の引継ぎを容易にするために，
昨年度からは，会員データの更新作業の一部を
外部業者に委託する方法をとっています。 
 新規入会者については，幹事会で承認された
後に，会員データやFAX同報配信に登録し，入
会者に対しては会報や会員名簿をお送りしてい
ます。 
 会員データの変更作業は，大きく分けて，
（１）日本弁理士会の発行するJPAAジャーナ
ルに掲載された弁理士の所属・住所・電話番号

 



作業部会の活動作業費、各
同好会への補助金、日弁へ
の分担金、選挙対策委員会
への拠出金に利用させてい
ただいております。 
 会計部会では、これらに
伴う銀行振込等の作業を日
常業務としており、なるべ
く混雑した日を避けて、銀
行をかけまわり（送金手数料を安くするために、
銀行ごとにお金を振り分けて、送金したりしま
す。）、振込作業を処理しています。また、振込
記録等を帳簿に張ったり、パソコンで管理して
おります。 
 今後も、この日常作業が続き、各作業部会や同
好会からの収支報告を受けて、ＰＡ会全体とし
ての会計報告を作成の上、総会でご承認いただ
くことになります。最後まで、ミスがないように
細心の注意を払っていきたいと考えておりま
す。 
 なかなか地味ながら、責任のある役目です。各
作業部会、同好会におかれましては、会計処理に
一層のご協力をお願いします。 
 なお、最後になりましたが、本年度の部会長
には、岡田英子先生にお願いしております。本
当は、作業がほとんどない部会ですからと、お
願いしたのですが、本年度から部会長も幹事会
に参加することになりましたので、本人にとっ
ては別として、幹事会には若い先生を送り出せ
てよかったと思っております。 

 会計部会は、ＰＡ会の金庫番のような役割を
担っています。作業内容から、部会を構成して処
理するようなものでもなく、また大切なお金の
管理をしなければならないので、幹事個人の責
任が大きいのが特徴です。 
 最初に、前年度幹事から作業を引き継ぎ、今年
度用の銀行口座を開設して、繰越金を受領する
ところから作業が始まります。連休明けには、幹
事長ほか数名の先生方にお集まりいただき、年
１回の会合が開催されます。この会合で、寄付金
をどのようにするかが決定され、寄付金のお願
いという重要な仕事が始まります。一昨年度よ
り、郵便振替口座を利用しているようなので、本
年度もこの口座を開設しました。ところが、この
口座は次年度に引き継げるようなのですが（今、
一昨年の会報を読んで知ったことでして）、今年
度は新たな口座になってしまいました。佐野先
生、すみません。 
 封筒を準備し、お願いの書状を作成し、宛名ラ
ベルを作成し・・・、とこの作業が一番大変では
ありますが、事務所員に手伝ってもらい、たんた
んとこなしました。その後は、日々、郵便局から
送られてくる入金案内と、銀行口座への入金の
チェックです。 
 おかげざまで、本年度も６００万円を上回る
額のご寄付をすでにいただいております。ＰＡ
会の会務運営に深いご理解をいただき、寄付金
をお振り込みいただきました先生方には、この
場を借りまして、深く御礼申し上げます。 
 さて、皆様からお預かりしました寄付金は、各

◇ 会 計 部 会 ◇ 
鴨 田 哲 彰 

 



◇ 人 事 部 会 ◇ 
押 本 泰 彦 

して当該委員会に参加している会員。 
（２）副委員長は、会員登録５年以上で過去に当
該委員会に所属した経験のある会員。 
（３）①委員は、会員登録２年以上であること、 
   ②委員希望アンケートに返答された会員 
    又は 
   ③前年度当該委員会に委員として参加さ 
    れた会員 
   ④過去に常議員を経験された会員で、ま 
    だ登録後３０年経過していない会員 
（４）名古屋支部の会員をバランスよく、委員会
に割り振る 
（５）原則として同一委員会へは同一事務所か
ら２名以内に抑える 
（６）前年度委員長は、継続性の為に委員として
残留させる 
（７）原則として一人の会員を複数委員会に所
属させない。 
 
 但し、希望の多い委員会もありますので、この
ような場合にはＰＡ会の各部会又は委員会の部
会員等で活躍された経緯のある人を優先させて
いただきました。 
 勿論、希望のない委員会もありましたが、委員
として推薦する必要もあり、電話連絡等でお願
いしたケースもあります。 
 
 委員への推薦が、派閥単位で行われている関
係で時として、同一委員会に同一事務所から３
名推薦されたケースもありました。かかる状況
は他の会員の委員推薦の枠を減らすことになり
ますので、２名以内に抑えるようにお願いした
いと思います。 
 
（人事部会からのお願い）委員として推薦した
もかかわらず、委員会への出席回数の少ない会
員がいらっしゃいます。月に一度程度の委員会
ですので、なるべく出席されるようお願い申し
上げます。 
 また来年になりましたら平成１５年度の委員
希望のアンケート調査を行いますので、ご協力
の程を宜しくお願い致します。 

 人事部会は、毎年３月
に日本弁理士会、日本弁
理士クラブ（日弁）に対し
て各委員会の委員を推薦
することが主な仕事とな
ります。現在日本弁理士
会の委員推薦システムで
は日本弁理士クラブ（以
下日弁という）で調整を
行い、次に日弁外の会派

（連合、西日本）との調整で決まるシステムにな
っています。 
 その他には、ＰＡ会幹事会に対して常議員候
補（３名又は４名）、監事候補（１名）等の役員
候補を推薦したり、日弁の要請に基づき弁理士
試験委員の推薦、特許庁主催審査官コース研修
会への新人会員の参加者推薦等があります。 
 日本弁理士会の委員は、３月に百数十名の推
薦行う関係から、部会の開催も一時期に集中す
ることになります。昨年から日本弁理士会の役
員選挙が１１月に変更された結果常議員、監事
の推薦期限が６月頃になり、部会の先生にはご
迷惑をおかけしました。 
 弁理士業務を３０年以上継続しておられる方
は、日本弁理士会の推薦により春又は秋に黄綬
褒章の受章の栄誉を受けることができますが、
単純に弁理士業務だけの功績ではなく、委員会
活動並びに役員活動等の公的活動が認められて
推薦されることになります。 
 委員会活動はあくまでもボランティアです
が、最近ボランティア活動を躊躇される会員が
多くなる傾向にあり、その結果委員を兼任する
会員が増える傾向にあります。 
 褒章を受けるために委員を推薦するわけでは
ありませんが、一人が一つのボランティアを行
えば、日本弁理士会の活動もスムーズに行える
ものと考えますので、ご協力の程を宜しくお願
い致します。 
 そこで、本年も昨年同様に人事部会は次の基
準に基づき委員長、副委員長及び委員の推薦を
決めました。 
 
（１）委員長は、原則として、前年度副委員長と

 



◇ 企 画 Ⅰ 部 会 ◇ 
神 林 恵美子 

Ａ会創立８０周年にあた
り、幸い会計的にも多少余
裕があるとのことでしたの
で、こうした豪華なイベン
トを実行することができま
した。予想以上に奥様、お子
様同伴で参加された会員が
多く、また、参加された奥様
同士も初顔会わせにも拘わらず親しく歓談を楽
しんでいたようですし、お子ちゃま達は子供同
士元気に会場を走り回っていました。「楽しかっ
たです。」と言って下さった奥様にひたすら感
謝、また、新米幹事の遊び相手（？）になってく
れたお子ちゃま達にもひたすら感謝です。 
 次なるイベントは、１１月に予定されている
合格者祝賀会であり、これが企画Ⅰ部会の最大
の難関（？）ということになりますが、今年は例
年にない多数の合格者が予想されています。一
体どれだけの合格者に出席してもらえるのか全
く予測もつかず、昨年までのデータも役に立た
ない状況ですが、いずれにしろ経験のない新米
幹事ですから、当たって砕けろ、やるっきゃない
の気分で乗り切ろうと思っています。 
 合格者の方々がこの記事が掲載された会報を
手になさるのは、合格者祝賀会の終了直後にな
ると思いますが、何とか無事に終了して、できれ
ば楽しかったと言ってもらえるようなイベント
になっていればと願っています。 
 幹事長、部会長、部会員、幹事団、その他の多
くの先生方に今後ともよろしくご協力の程お願
い申し上げます。 

企画Ⅰ部会は、６月の春の褒章受章者祝賀会、
７月の納涼クルーズ、１１月の合格者祝賀会、３
月のＰＡ会総会の企画・実行を担当しています。 
 一見適当な間隔をおいてイベントが予定され
ているように見えますが、実のところ４月の立
ち上げ早々から早速に６月の春の叙勲・褒章受
章者祝賀会の企画を行い、それと並行して７月
の納涼クルーズの船探しをしつつ、１１月の合
格者祝賀会に備えて会場の当たりをつけるとい
うテンコ盛りの状況でした。かてて加えて担当
幹事の私が、企画Ⅰ部会は全く未経験であり部
会員もやったことがないという有様で、年度始
めは企画Ⅱ部会の担当幹事と「部会を交換しま
しょうか。」という半分本気の会話も交わした程
でした。 
 とは言え、経験豊富で力強い部会長の藤谷史
朗先生と部会員達に支えられて、目下のところ
何とか二つのイベントを無事終了させることが
できました。 
 春の褒章受章者祝賀会は、去る６月７日正午
から開催され、黄綬褒章受章者の菊池武胤先生
を囲んでの和やかな会となりました。会場につ
いては昨年色々と議論が交わされたようです
が、何しろ未経験な新米幹事はそうした事情を
全く知らず、何の疑問も持たずに一昨年まで毎
年利用していた学士会館を会場としました。結
果としては、やはり落ち着いた雰囲気の由緒あ
る会場であり、会館のスタッフも気の利いた人
達でありましたので、つつがなく楽しい会合と
なりました。 
 ７月３０日に行われた納涼クルーズは、豪華
レストランシップ「シンフォニー」を使いまし
た。昨年はレストランボートでしたが、今年はＰ

 



◇ 企 画 Ⅱ 部 会 ◇ 
井 出 正 威 

ます。 
 新年会については、今年の
幹事会では、当初、忘年会と
新年会の両方の企画を考え
ました（昨年は、忘年会のみ
の開催でした。）。しかし、
今年１１月から翌年１月に
かけて行事が目白押しとな
り、同じ性質の会を何度も行
うのは疑問という意見が出され、また、同時期に
能力担保研修の基礎研修が進行しており、忘年
会については日程上の困難も伴うため断念し、
新年会のみという結論に達しました。新年会は、
秋の叙勲褒賞者と日本弁理士会の役員選挙当選
者の祝典と紹介の趣旨も含まれております。 
 新年会は平成１４年１月１５日に行います。
場所は追って全会員向けに御案内いたします。
新たな弁理士会の幕開けにふさわしい盛況な新
年会となりますように準備を進めておりますの
で、多くの皆様にご参加頂けるようお願い申し
上げます。 

 企画II部会は、企画I部会と、ＰＡ会の毎年の行
事の企画・実行を分担して担当しています。 
本年度の企画II部会の担当は、旅行会と新年会で
す。 
本年度の部会構成は、部会長が佐野邦廣先生、部
会員が神林恵美子先生、松井伸一先生、萩原康司
先生、伏見直哉先生、谷田拓男先生、在原元司先
生です。 
 旅行会については、例年８月下旬～９月上旬
に一泊旅行という形で開催しておりますが、今
年は、８月２４日（土）～２５日（日）に静岡県
浜名湖舘山寺温泉のレイクホテル花乃井で開催
いたしました。旅行会の詳細については、本誌の
旅行会記事をご参照下さい。 
 来年の旅行会については、能力担保研修が始
まり、その試験が秋に行われるという情報が流
れている中、この時期に例年どおりの旅行会を
行うか、試験に向けて合宿研修のような形態に
したほうが良いのか、思案のしどころと思いま
す。ＰＡ会の公式行事であるからには、多数の会
員が参加できる行事に企画するのが本旨と思い

◇ 研 修 部 会 ◇ 
中 山 健 一 

 研修部会はPA会会員の先生方の研修に関す
る企画・実行を担当しています。会員相互の親
睦・研鑚を深めるとともに、特に若い先生方に
とってはＰＡ会の活動のうちで最も参加しや
すいことから、会の活動に興味を持って戴く契
機となるものです。 
 本年度は、来年度から日本弁理士会研修所で
開講される訴訟代理のための担保研修を睨ん
で民法及び民事訴訟法の基礎研修を弁護士の
鮫島正洋先生を講師にお招きしてＬＥＣ協賛
で秋から開講する予定です。さらに、弁護士の
片山先生その他のＰＡ会員の弁護士の先生方
を講師にしてもう一歩突っ込んだ講義も開講
する予定ですのでご期待ください。 
 また、10月7日には、弁護士の伊藤真先生を講
師にお招きして新規業務分野である、著作権に
関して、義務研修を超えた範囲で実務に即した
講義をお願いしております。なお、昨年度の日

弁での取り決めにしたが
い、このセミナーはＰＡ会
としては初の日弁の他会派
の先生方にも門戸を開放す
るものとなりました。 
 さらに、今後の予定とし
ては、ＴＬＯの現状と特許
の財産的価値と題して、技
術移転に関しての現状と財
産的価値の評価について講義及び元審査官に
よる実務上の問題と対策と題して、新人向けに
拒絶理由等に対する対策等につき講義をお願
いする企画が進行中です。 
 これらの日本での研修に加え、本年度はＰＡ
会80周年を記念して、中国への海外研修訪問団
の派遣を企画しました。具体的には、9月23日か
ら27日まで上海と北京の裁判所（中級人民法
院）、工商行政管理局、知識産権局、代理人事

 

 



 といったわけで、ややスロースタートでした
が、秋からは充実した研修内容になるものと自負
しております。 
新米幹事の小生としては、幹事長、組織担当幹
事、部会長、その他の多くの先生方のご協力に
助けられて忙しい日々を過ごしておりますが、
今後とも、一層のご協力を何卒お願い申し上げ
ます。 

務所等を視察・訪問するとともに、北京では、
現地の関係諸機関の裁判官、官僚の方々を講師
にお招きし、訪問団側参加者からも講師をお願
いしてそれぞれの国での特許法、商標法の改正
及び権利行使についての交換セミナーを実施
する予定です。おかげさまで、浅村団長、江原
副団長、増井副団長以下15名の先生方にご参加
を戴きました。 

◇ 組 織 部 会 ◇ 
寺 崎 史 朗 

PA会設立８０周年に当たるとともに、弁理士
試験制度が大幅に改正され、実行された最初の
年に、組織部会の幹事を仰せつかり、身のしまる
思いです。 

PA会の幹事としては、２年前の研修部会で幹
事をお手伝いさせていただいてから２回目と経
験が浅いのですが、全力を出して、PA会会員の先
生方のお役に立てるのか計画立案して行きます
のでよろしくお願いいたします。 
そこで、具体的には、組織部会の目標として、

５００余名にもなるといわれる新規合格者のPA
会への加入を促進するとともに、PA会会員の先
生方にとって、役に立つPA会を目指し、中山先生
が幹事をされている研修部会と合同で、種々の
計画を立て実行していく予定です。 
具体的には、若い人にとって魅力あるクラブ

の新設、また、海外に強いPA
会をより強くするために、昨
年度は実現できなかった海
外研修旅行の実施、業務範囲
拡大に関連して、弁理士基礎
研修の各種勉強会の今年の
後半に向かって行うことを
計画しています。 
 また、PA会の若手会員の
PA会組織への参加を促進し、２１世紀に向けて
PA会組織の若返りを図っていきたいと考えてお
ります。 
 そこで、皆様からも色々な提案を頂き、組織の
活性化を達成してきたいと思いますのでよろし
くお願いいたします。 

 

◇ 中 部 部 会 ◇ 
岡 戸 昭 佳 

 ＰＡ会の作業部会中唯一の地域部会として
発足した中部部会も，早７年目を迎え，今では
２２人の部会員を数えるまでになってきまし
た。この頃では，他会派の中部地区会からもそ
れなりに１つの勢力と見られているように感
じます。今年は，当部会の発足時の立て役者で
ある小島清路先生が日本弁理士会東海支部副
支部長に就任するまでになりました。中部部会
としては可能な限り，小島先生を支えていきた
いと考えています。 
 
 むろんこの他にも，日本弁理士会東海支部へ
の応分の貢献として，中部部会員が支部委員会
に参加しております。本年度は，特許制度昂揚
普及委員会に萩野幹治先生が，倫理・違反者調

査委員会に吉田和夫先生
が，総務広報委員会に西尾
章先生が，それぞれ参加し
ております。特に本年は，
弁理士の日記念フェスタ
２００２が名古屋のナデ
ィアパークにて開催され
（６月２９日（土）），特
許制度昂揚普及委員会の
萩野幹治先生は現場のカメラマンとして活躍
しました。また，フェスタの催しの一環として
開催された講演会では，中村知公先生が講師を
務めました（次ページの写真）。 
 また，東京の先生方と中部部会員との交流を
いかに図っていくか，ということも，中部部会



 この他中部部会では，弁理士試験合格者の名
古屋地区祝賀会を開催しております。例年，前半
が講演会で後半がパーティというスタイルを採
っており，他会派の祝賀会との差別化を図って
います。近年の合格者数の増加のため，他会派と
の共催も近い将来考えざるを得なくなってくる
と予想されますが，ＰＡ会の活性化のため，何ら
かの形で名古屋地区祝賀会の開催を続けていき
たいと考えます。 
 
 さらに，他会派の中部地区会との連絡も中部
部会の役割の１つです。当地区にはＰＡ会の他，
春秋会，南甲弁理士クラブ，弁理士同友会，弁理
士クラブの計５クラブが地域組織を置いており
ます。そこで，これら各クラブの中部地区会の代
表者による東海連絡会が，必要に応じて開催さ
れております。下の写真はその１コマです。 

の課題の１つです。そこで本年は，日本商標協会
の年次総会が名古屋で開催された折を利用して
交流会を開催しました（９月５日（木））。 

弁理士の日記念フェスタ2002の講演会 

日本商標協会の年次総会(９月５日)の後の交流会 ９月９日(月)に開かれた東海連絡会での１コマ 

◇ 会 報 部 会 ◇ 
西 岡 邦 昭 

 会報部会は会報誌「ＰＡ」の企画・発行と、
ＰＡ会のホームページの運営を担当していま
す。なお、昨年度まで会報部会が担当していた
「ＰＡ会会員名簿」の発行は、本年度から庶務
Ⅱ部会の管轄に変わりました。 
 本年度は、部会長の森 友宏先生と、濱中淳
宏先生、伊藤孝美先生、渡辺弘司先生、中谷光
夫先生、館石光雄先生、松田嘉夫先生、三上 結
先生、小池寛治先生のメンバー構成で取り組ん
でいます。 
 
ＰＡ会会報誌「ＰＡ」の企画・発行 

 ＰＡ会会報誌「ＰＡ」は
例年１１月に発行されて
いたと思いますが、昨年
度から弁理士会の定時役
員選挙が３月から１１月
に変更になったことに伴
い、約１ヶ月早めて１０
月初旬に発行することと
なりました。会報誌の企画に当たっては、できる
だけ各執筆者のお人柄がにじみ出るような、そ
して親しみが沸くような内容を増やすよう心が
けました。また、同様の趣旨でできるだけ写真を

 



多く取り入れることとしました。さらに、幹事会
より、できるだけ若い会員の声を多く盛り込む
ようにとの要望がありましたので、特集として
は若手会員による座談会を企画し、８月１３日
（火）に実施していただきました。 
 
ＰＡ会ホームページ 
 ＰＡ会ホームページは、近年、頻繁な更新とコ
ンテンツの充実に努力されてきていますが、本
年度も同様に「頻繁な更新とコンテンツの充実」
に努めたいと思っています。特に、ホームページ
の利点を活かし、ＰＡ会の各種会合、行事などの
報告にスナップ写真を多く盛り込むようにして
います。写真は、ＰＡ会の各種会合、行事などに
広く参加されている小池寛治先生にデジカメで
撮っていただき提供していただいています。ホ
ームページにはインデックス用の小サイズの写
真からリンクした高精細な写真（カラー写真）も
置いていますので、ご希望の写真をダウンロー
ドしてパソコンに保存するなり、写真用プリン
ト紙にカラー印刷してアルバムにご収録いただ
くことができます。 

 せっかくホームページに新しい記事・情報を
掲載しても、あまり頻繁にホームページにアク
セスしない会員にはその情報が伝わりにくいと
いうご指摘がありましたので、ＰＡ会にメール
アドレスを届け出ておられる会員を対象にし
て、ホームページに新しい記事・情報が掲載され
たときに、そのお知らせをメールで配信するこ
ととしました。まだメールアドレスを届け出て
おられない先生方はこの機会にメールアドレス
をお届け下さるようお願いします。 
 さらに、本年度は、ＰＡ会ホームページ上に会
員専用コーナーを設けることを想定し、「会員専
用パスワード発行システム」を導入しました。今
後、皆様のご意見・ご要望をお聞きしながら「会
員専用コーナー」の充実も図りたいと思ってい
ます。 
 ＰＡ会ホームページの内容をより一層充実さ
せるために、皆様からの有益情報、近況報告など
を随時募集しています。また、ホームページに対
するご希望・ご意見も歓迎しますので、会報部会
宛E-MAILにてお気軽にお送り下さい。 
   E-mail: kaihou-bukai@pa-kai.gr.jp 



   

         平成１４年度ＰＡ会 

       春の褒章受章者祝賀会   
企画Ｉ部会幹事 神 林 恵 美 子 

進行でしたが、ご祝辞を頂いた先生方から菊
池先生の知られざる経歴や生活振りが紹介さ
れ、長年のご苦労を知ることが出来ました。 
 昨年度は女性の先生のご参加がなかったと
のことですが、今年度は担当幹事の自分を含
めて取り敢えず２名の参加を確保できまし
た。多少は華やいだ雰囲気になりましたで
しょうか？ 
 春の褒章受章者祝賀会は、その開催時期か
らして、年度替わりをした後の最初のイベン
トとなります。とにもかくにも新米幹事とし
ては、初イベントを無事に終えることが出来
てほっとしました。 

 ＰＡ会からの本年度の春の叙勲・褒章受章
者は、勲四等旭日小綬章の栄に浴された安達
功先生、及び黄綬褒章の栄に浴された菊池武
胤先生のお二方でした。残念ながら、神戸に
ご在住の安達先生は、遠方につきご出席頂く
のが難しいとのことでしたので、本年度は菊
池武胤先生を囲んでの褒章受章者祝賀会とな
りました。 
 祝賀会は、平成１４年６月７日正午より学
士会館にてとり行いました。出席者はＰＡ会
幹事会及び相談役を中心とする２５名でのや
や少人数での会合でしたが、それだけ肩肘の
張らない和気藹々のムードとなりました。昨
年度に引き続き、本年度も歓談を主体とした

＜会合・行事報告＞ 



祝 賀 会 風 景 

  



の後、洋食バイキング料理を食べ、ワイン等を
飲みながらみんなで歓談しました。歓談中、先
生方から最近の委員会等の状況の説明や各同好
会が近々に予定しているイベントの紹介があ
り、先生方他ご同伴の方々も興味持って聞いて
おられました。 
 食事が一段落した後は、集まって話し込まれ
る方々、デッキに上がって海風を楽しまれる
方々と、それぞれに海上での一時を楽しまれた
様子で、アルコールの酔いが回ってきた頃に
は、波止場へ帰着する時間となっていました。
着岸前に船内で担当幹事からの挨拶があり、そ
の後下船して、すっかり暗くなった波止場で解
散しました。大勢の方々にご参加頂き、深く感
謝申し上げます。 

               ＰＡ会創立８０周年記念 

          納涼クルーズ報告   
企画Ｉ部会 部会長 藤 谷 史 朗 

 

 ７月３０日、集合時間の午後６時１５分に向
けて、待合室に会員の先生方やご同伴の方々が
集まってきました。待合室を抜けると直ぐに日
の出埠頭の波止場で、今日の納涼クルーズの乗
り物であるシンフォニーモデルナ号が停泊して
います。客船の真っ白な船体は、今日のクルー
ズへの期待感を盛り上げます。参加予定の方々
が集まったところで波止場で記念写真を撮り、
乗船です。 
 午後７時過ぎに日の落ちかけた岸壁を静かに
出航した船は、お台場の先から舞浜付近、さら
には羽田空港付近まで廻って１５０分に渡って
航行し、その間に船内では、数人ずつのテーブ
ルに分かれて着席して、福田伸一幹事長の挨
拶、弁理士会副会長村田実先生の音頭での乾杯



船上スナップ写真 



   

                  平成１３年度ＰＡ会 

           口述練習会の報告   
平成１３年度組織部会幹事 鴨 田 哲 彰 

生には積極的に連絡いただきました。 
 一方、受験生については、何ら情報がないの
で、各受験機関で講師をされている先生方に口
コミで伝えてもらいました。 
 
当日の様子 
 平成１３年１０月２日、３日の両日、弁理士試
験筆記試験合格者を対象に、口述試験練習会を
開催しました。２日：２４名、３日（水）：２８
名、合計５２名の受験生が参加しました。また、
講師陣・受付にベテラン・若手あわせて２７名の
先生にご協力いただきました。 
 当日は、口述試験については老舗の同友会と
隣同士で、やや緊張気味です。昨年から、試験制
度が若干変更となり、その修正をどうしようか
問題となりました。隣は従来の方式でやってい
たようですが、当会では、完全に同一方式とはい
えませんが、（１）総括・特許→（２）実案・意
匠→（３）商標・条約のブースを順に受験生が巡
る新方式で実施しました。 
 各ブースごとに、ベテランと若手の先生が組
んで講師役を担当しました。ベテランの実務経
験に裏付けられたアドリブを交えた問題と、若
手の自身の経験に裏付けられた的確な質問の両
方がなされました。 
 受付を担当された先生方には、参加した受験
生に積極的に声をかけて、緊張感をほぐしてい
ただきました。私も、受付を担当したので、実際
の講師陣と受験生のやりとりをライブで見るこ
とは適いませんでしたが、練習を終えて部屋か
ら出てきた受験生の緊張した面持ちから、十分
に手応えある内容ではなかったでしょうか。全
般に、受験生に満足頂けたのではないかと思っ
ています。練習を終えた受験生には、当会の祝賀
会の案内・ＰＡ会の紹介・ＰＡ会ニュース・求人
事務所の案内等を配布いたしました。 
 その後、講師役の先生方には、食事を囲みなが
ら、懇親を深める機会を設け、ベテランと若手の
先生が気軽に交流できる場を提供できました。
特に、若手の先生には、初めて当会の活動に参加
頂いた方も多くいらっしゃいましたので、その

はじめに 
 昨年度の口述練習会について報告せよとのこ
とですが、すでに記憶が曖昧となっております。
記録と記憶に残っている限りでご報告させてい
ただきます。 
 まず、昨年度の組織部会の大きな課題の１つ
に、当会における若い会員の活動の活発化が設
定されました。これは、将来的な弁理士制度を取
り巻く環境の変動の中、日本弁理士会や日弁に
おける活動も含め、弁理士制度に対する議論に
若い先生方の積極的な関与が必要だからという
ことです。そのため、組織部会では、グリーンＰ
Ａや組織部会への若手の参加を積極的に呼びか
け、若手の交流を図ることを主テーマとしまし
た。 
 その一環として、将来の弁理士たる弁理士試
験の論文試験合格者に対してＰＡ会をアピール
することが重要である点、また、口述練習会とい
う行事に若手の先生方のご協力をいただけると
いう観点から、口述練習会の開催を幹事会に提
案し、当部会で実施することになったわけです。 
 
準備 
 部会において、「期日：１０月の第１週、時間：
６時～９時で２日間、４ブースで１人３０分を
予定、講師役：１ブース３名で延べ２４名、受
験生：延べ４８名、担当者の人選：試験委員経
験者・グリーンＰＡ・組織部会員、会場：弁理
士会」という予定が決定され、準備を開始しま
した。 
 会場は弁理士会としたが、申込みの期日制
限、選挙の動向などから、希望する日時におさ
えることができるかが問題となります。また、
試験委員経験者の先生はご多忙であり、その点
の日程調整も大変です。これらをクリアして、
特に選挙がなかったため、１０月２、３日の両
日をおさえることができました。 
 講師役は、幹事会を通じて試験委員経験者を
含むベテランの先生にお願いしました。若手の
先生については、若い先生に声をかけるしかあ
りません。特に、部会長（当時）の岡田英子先



点でもよかったと思っております。 
 
まとめ 
 昨年度は、当会として初めての試みであった
ことから、ノウハウもなく、若干の不備もあり
ましたが、全体的には好評を得た企画であった
と思います。今年度の組織部会でも企画されて
いるようです。合格者も増員され、さらに綿密
な計画を立てる必要があると思いますが、今後

も是非継続的に実施して頂きたい企画である
と考えます。 
 写真を撮らずにその場の雰囲気をお伝えす
ることができませんが、簡単に口述練習会まで
の経過・当日の模様ご報告いたしました。なお、
最後に、講師役として、また受付としてご協力
頂きました先生方には、改めてお礼申し上げま
す。ありがとうございました。 

講師陣 
１０月２日（火） 
   総括・特許   実案・意匠   商標・条約   受付 
１Ｇ 浅村皓先生   渡辺敬介先生  中山健一先生  重松万里先生 
   藤井正弘先生  松井伸一先生  近藤美帆先生  戸塚清貴先生 
２Ｇ 田中正治先生  高見憲先生   濱中淳宏先生 
   礒山朝美先生  井出正威先生  岡田英子先生 
１０月３日（水） 
３Ｇ 松田嘉夫先生  本多一朗先生  古関宏先生   伊藤孝美先生 
   石橋脩先生   黒川朋也先生  高野明子先生 
４Ｇ 大西正悟先生  萩原康司先生  石崎依子先生 
   深澤憲広先生  渡辺弘司先生  高橋雅和先生 



   

         平成１４年度 

         ＰＡ会旅行会報告   
企画Ⅱ部会幹事 井 出 正 威 

肖私が行い、幹事長福田伸一先生が急病で不参
加となったため、幹事長挨拶を幹事長代行松田
嘉夫先生にお願いし、日弁幹事長谷義一先生の
ご挨拶を頂き、浅村皓先生の乾杯で盛況な宴会
を催すことができました。 
 宴会終了後は、マージャン組、カラオケ組、歓
談組などに分かれ、散会しました。歓談組は、カ
ラオケあがりの村田先生、研修所長村木清司先
生、弁政連副会長加藤朝道先生などを交え、夜１
２時近くまで昨今の弁理士会事情について激
論？が交わされました。 
 翌朝は、ゴルフ組（浜松カントリークラブ）
と観光組（舘山寺温泉⇒フラワーパーク⇒遊覧
船⇒瀬戸ハマナコスタ⇒新居関所⇒浜松駅）に
分かれ、その他、過密スケジュールの中のトン
ボ帰り組も多かったです。観光組は私が幹事を
勤め、ゴルフ幹事は神林恵美子先生にお願いし
ました。参加者の方々には、お忙しい中、ご参
加頂き本当にありがとうございました。 

 今年の旅行会は、８月２４日（土）～２５日
（日）に舘山寺温泉（浜名湖）レイクホテル花乃
井（http://www.hananoi.com/）で開催し、総勢
３０名の御参加を頂き、無事終了いたしました。 
 東京方面からの参加者は、東京駅から１３：４
６発新幹線ひかり１５７号で浜松駅に到着し、
浜松駅への集合組と１５：３０に合流し、チャー
ターバスでホテルに到着しました。名古屋方面
からあるいはマイカーでの参加者とはホテルで
合流しました。 
 今年は、研修の要素を加味し、宴会に先立ち、
１６：３０からホテル会議室にて、日本弁理士会
副会長村田実先生に「弁理士を取り巻く環境の
変化」という演題で１時間程度のご講演を頂き
ました。村田先生には、久々の内輪の会というこ
とで、普段では聞けないお話をざっくばらんに
して頂き、大変感謝しております。 
 その後、１８：３０から２０：３０まで恒例の
宴会をホテル大宴会場で行いました。司会は不



ウカしていられませんが、マイペース（遅延プレ
イは駄目ですが）で、日頃のストレスを発散する
のも、デスクワークの多い我々には良いことで
はないでしょうか。 
 残念なことは、出席されるメンバーが固定化
されて来ていることです。あまり参加されてお
られない会員の先生方の出席を心よりお待ちし
ております。 
 因みに、今年度第１回めの平均ストロークは
１０２です（主幹事はここのところ、５回連続１
００叩きです）。１３０たたかれても、１４０た
たかれてもＯＫです。是非とも皆様方のご参加
をお待ちいたしております。 
 今年度の成績は、以下の通りです。なお、第３
回は、１０月２日に本厚木カンツリークラブに
おいて、また、第４回は、１１月末頃に開催予定
です。 

第２回ゴルフコンペ (狭山ゴルフクラブ) 

      

                     ゴルフゴルフゴルフ同同同   好好好   会会会   
主幹事 古 関  宏 

 我がゴルフ同好会は、年４回、東京近郊の名門
ゴルフコースでコンペを開催しており、毎回６
組程度、２０～３０名が参加し、ハンディキャッ
プ方式により、楽しくプレイしています。 
 このハンディキャップは、前幹事の福田伸一
先生が開発された独自の、そして緻密な計算式
に依拠しており、継続して参加すれば誰でも優
勝できるチャンスがあるようになっています
（主幹事の怠慢により、今年度の改訂を行って
おりません。ローハンデのままになっている先
生方には、ご迷惑をお掛けしております。）。 
 各賞は、優勝、準優勝、ブービー賞等の順位賞
に加え、ドラコン賞、シニヤドラコン賞（６５歳
以上）、グランドシニヤドラコン賞（７０歳以
上）、ニヤピン賞、大波賞、小波賞、ベスグロ賞
等、多くの賞を設けており、１８ホールで賞のな
いホールは僅か２ホールだけです（その都度、各
ホールを何賞にするかを決めなくてはならない
ので、幹事は大変！）。 
 最近、女性陣の参加が多くなり、男性陣もウカ

第１回ゴルフコンペ (桜ケ丘カントリ－クラブ) 

第１回 ４月１１日（木）桜ヶ丘カントリークラブ 
        優 勝 川崎 仁先生    ５５＋５２＝１０７－３６＝７１ 
        準優勝 桑原英明先生    ４７＋４６＝ ９３－２０＝７３ 
        第３位 大西正悟先生    ３９＋４７＝ ８６－１１＝７５ 
        ﾍﾞｽｸﾞﾛ 土屋 勝先生    ４４＋４１＝ ８５ 
 
第２回 ６月１３日（木）狭山ゴルフ・クラブ 

優 勝 江原 望先生  ４８＋４９＝ ９７－２１＝７６ 
準優勝 石橋 脩先生  ５３＋５２＝１０５－２６＝７９ 
第３位 阿部和夫先生  ４７＋４４＝ ９１－１１＝８０ 
ﾍﾞｽｸﾞﾛ 村田 実先生  ４６＋４１＝ ８７ 

＜同好会活動報告 ＞ 



り例会の優勝以下の賞が決まります。各賞は優
勝、２、３位、７位ラッキーセブン賞、プービー
賞と参加賞があります。そして年間賞として、年
間優勝、準優勝、３位賞、年間賞（年４回以上の
参加者）があります。 
 
 さて、明細書との格闘の毎日では息がつまら
れることでしょうから、学究派でも実戦派でも
結構ですから、非日常の一つとして当ＰＡＭＪ
会に若い方から順にご参加ください。 
 なお、写真は８月３日に開催されました本年
第４回例会における例会風景と当日の参加メン
バーの写真です。 

 前回の会報で、麻雀の魅力はなんと云っても
集中力、記憶力、推理力、決断力、忍耐力のすべ
てが試されるゲーム、であることをご紹介いた
しました。 
 今回は、趣味でわかる学究派と実戦派、なるも
のをご紹介しましょう。棋士の趣味は、囲碁、麻
雀、などの室内ゲーム、競馬、パチンコなどのギ
ャンブル、あるいはスポーツ観戦といった勝ち
負けのあるものが多いそうです。勝負事の中で
も、実力が優先するものは学究派が好み、ギャン
ブル性の強いものは実戦派が好むそうです。升
田名人と大山名人は、「新手一生」を旗印に盤上
の真理を追究された升田名人が囲碁を好まれ、
勝負に徹した大山名人はマージャンだったそう
です。 
 ところで、同好会のメンバー諸先生をながめ
ると、やはり学究派と実戦派に分かれそうです。
すなわち、当日のメンバーを見渡して、あるいは
その卓のメンバーのデータをインプットしなお
して勝負に向かう学究派と、すこぶる感性を大
切にして勝負に向かう実戦派とに色分けできそ
うです。日ごろ、明細書を真理追究の場とする
か、勝負の場とするか（ちょとオーバーかも知れ
ませんが向かう姿勢の話です。）というこれに向
かう姿勢の相違によってもマージャンに対する
打ち方が異なるような気がします。 
 また、ほとんどの先生が麻雀のほかに囲碁や
テニスなど一人で勝敗を楽しめるものに参加さ
れている方が多いようです。そのほかゴルフの
メンバーの方も多いようです。 
 そうは云っても勝負を楽しむ以上勝たねば面
白くないのは当然ですから、みなさん実戦派で
よいのではないでしょうか。 
 
 同好会は、虎ノ門の近くで、偶数月の第一土曜
日に開催され、午後１：００から６：００までで、
ハンデなしの３回戦を行います。１回戦は当日
のくじ引きでメンバーが決まり、２回戦は無作
為の組み合わせ表に従い、３回戦は１、２回戦の
トータルの上位４人ずつの組み合わせによる決
戦となります。そしてトータルの獲得点数によ

                     ＰＡＭＪ会ＰＡＭＪ会ＰＡＭＪ会   
                                          －麻雀同好会－－麻雀同好会－－麻雀同好会－   

代表幹事代行 杉 本 文 一 



３連勝！ ＰＡ会優勝！ 
たが、天候に恵まれ、心地よい疲労感の中で祝
杯を挙げることができ、楽しい仲間と楽しい一
日を目一杯過ごすことができたことは確かでし
た。 
 ＰＡ会の皆々様に感謝を込めて報告させてい
ただきます。 

 さて、次回の日弁テニス大会は、ＰＡ会が幹
事チームですので、楽しくゲームをして遠慮な
く優勝しようと思います。新規参加希望者も大
歓迎します。幹事のところまでご連絡下さい。 
 
 今回は、ＰＡ会をＡ、Ｂ２チームに分けた関
係で、Ｂチームが名前負けしたようなところが
ありましたので、次回は、ＰＡ会はＰチームと
Ａチームの２チームにして、ＰＡ両者が優勝を
分かつ展開に持っていこうと思っております。 
 
 平成１４年度の日本弁理士クラブ主催テニス
大会の日程は、決定した時点で連絡します。 
 
（連絡先） 幹事 平山 洲光 
 ＴＥＬ ０３－３２５３－５６９３ 
 ＦＡＸ ０３－３２５３－５６９５ 
 E-mail hirayama@kikuchi-hirayama.com 

 平成１３年度の日本弁理士クラブ主催テニス
大会において、我らＰＡ会テニス同好会は、
前々年、前年度に引き続いて３年連続で優勝を
飾りました。 
 優勝メンバーの勇姿は、添付写真をご覧下さ
い。 

 テニスコートの写真では、前列左から岡部譲
先生、松本昂先生、小生、後列左から、安田徹
夫先生、会長の後藤政喜先生、川島利和先生、
杉浦幸彦先生、富永一途先生、西岡邦昭先生、
風間弘志先生です。 
 トロフィーを囲んだ写真では、料理が目立ち
ますが、左から順に、安田徹夫先生、松本昂先
生、岡部譲先生、前が風間弘志先生、後が杉浦
幸彦先生、会長の後藤政喜先生、西岡邦昭先
生、小生、川島利和先生、斉藤秀俊様（浅沼皓
先生代理）です。 
 場所は、前回同様に、朝日生命久我山スポー
ツセンター、時は、２００２年（平成１４年）
３月９日（土曜日）、快晴でした。 
 ＰＡ会Ａチームが優勝した以外の春秋会、稲
門クラブ、南甲クラブ、無名会、ＰＡ会Ｂチー
ム等の詳しい順位やスコア等の戦績は忘れまし

大会優勝のＡチームメンバーと、？位のＢチームメンバー 

平成１３年度日弁テニス大会へのＰＡ会参加者 
（朝日生命久我山スポーツセンター） 

   

                                 テテテ   ニニニ   ススス   同同同   好好好   会会会   
幹事 平 山 洲 光 



いつものスキーツアーの様子 

 こんなところがいつも繰り返しているスキー
ツアーです。最近はスキー人口が減って、リフ
ト待ちがなくなり滑りやすくなっています。
カービングスキーも普及して楽しいスキーがで
きますので、どうぞご参加ください。 
 今年は常連に突発的な不都合があって参加者
が少なかったのですが、いつもはもっと賑やか
です。 

今年度はいつものツアーに加えて、指導員を
お招きし、「レベルアップスキーツアー」を催し
ます。ペンションに泊まって、朝から晩まで、ス
キーの上達を目指す仲間達の楽しいツアーで
す。来年の１月１８日（土）～１９日（日）を予
定しています。奮ってご参加ください。事務所の
職員でもスキーが上手くなりたい人なら、誰で
も参加ＯＫです。 

雪の上で思い切り良い空気を吸って、仕事の
ストレス解消に、健康のために、スキーをしまし
ょう！ 
 
 恒例の尾瀬岩倉スキーリゾートでのスキーツ
アーの日程は、平成１５年２月２８日（金）～ 
３月２日（日）です。 

新企画のスキー合宿 

ツアー参加メンバー 

      

                  ススス   キキキ   ーーー   同同同   好好好   会会会   
会長 柳 田 征 史 

 ＰＡ会では、初心者からベテランまで参加で
きるスキーツアーを、毎冬開催しています。場
所は、全面スノーボード禁止の尾瀬岩鞍スキー
リゾート（関越自動車道沼田Ｉ.Ｃ.から１時
間）で、東京駅から貸切りバスで約３時間半か
けて出かけます。金曜の朝８時に丸の内を出発
し、沼田を降りてから行き着けの酒屋に寄っ
て、酒類、つまみ等を買い入れてから尾瀬岩鞍
リゾートホテルに向かいます。現地に１１時半
頃着き、昼食後ゲレンデに出ます。尾瀬岩鞍
は、雪が豊富でコースも多彩。上級者から初心
者までよく整備された白銀の斜面が我々を待っ
ています。 
 冬の山に出て雪面を滑り降りるスキーは、日

頃机に向かってストレスの中で仕事に明け暮れ
る我々には、格好のスポーツです。元スキー部
会長の倉持さんが、「ターンをすると、拒絶理
由も、異議申立も、意見書も、すべて吹っ飛ん
でいく」と言っていましたが、正に白銀に身を
まかせて滑降していると、日頃の仕事の一つ一
つがスーッと消えて行きます。 
 ベテランから初心者まで、思い思いにスキー
を楽しみ、夜は一緒に会食をし、その後2次会
となります。カラオケもありますが、最近はス
キー談義に花を咲かせることも多くなりまし
た。ナイターや早朝スキーに出かける人もいま
す。 
 帰りは日曜の昼食後、貸切バスで東京駅まで
帰ります。 

平成１４年春のスキーツアー（尾瀬岩倉スキーリゾート） 



            ボーリング同ボーリング同ボーリング同   好好好   会会会   

幹事 鈴 木 利 之 

 ところで、日弁ボウリング大会は５会派の対
抗戦であり、ＰＡ会は過去に多くの優勝を経験
していますが最近は２位が続き、有望な新人が
入会されることを強く期待するところです。過
去にボウリングをやったことのある人、あるい
は、これからストレス解消にやってみようと
思っている人、是非、ボウリング同好会にご入
会ください。幹事にご連絡いただければ、大会
の案内をお送りいたします。 
 今年度の活動記録としては、４月２３日の第
１回大会で鈴木利之が優勝し、７月４日の第２
回大会では浅村皓会員が優勝し，８月２８日の
第３回大会（ミックスダブルス）では鈴木利
之・伊藤恵美ペアが優勝しました。また，１０
月頃に春秋会との合同大会（第４回）を、１２
月１３日に日弁ボウリング大会（第５回）を予
定しています。そして，来年２月頃に第６回大
会で締めくくる予定です。 

 ボウリング同好会では、各年度６回のボウリ
ング大会を開催しています。そのうち、１２月
の大会は日弁ボウリング大会を兼ね、また、平
成２年度からは１０月頃の大会を春秋会と合同
の練習試合として、他会派との親睦も図ってい
ます。さらに、年６回のうちの１～２回を男女
ペアによるミックスダブルスの大会として、会
員だけでなく、家族、友人、事務所の所員の
方々も参加できるようにしています。 
 通常の大会は、３ゲームの合計得点による個
人戦を基本としており、会員ごとのハンディを
加算して、毎回の順位を決定しています。ハン
ディは直近３０ゲームのアベレージに基づい
て、毎年４月に更新しています。年度の途中で
も、優勝するとハンディが５減少し、最下位に
なると５増加します。このようなハンディ戦と
しているために、誰にも優勝のチャンスがあり
ます。また、約１時間半のボウリングの後は、
食事をしながらの歓談があり、会員の親睦を
図っています。 



         囲碁同好会囲碁同好会囲碁同好会   

                  囲囲囲   碁碁碁   会会会   たたた   よよよ   りりり   
幹事 小 杉 佳 男 

 そういえば、日本のプロでも有名棋士の大半
が一字の姓（台湾、韓国出身）の人であると言っ
ても過言ではないのではないか。 
 日本の碁は布石の研究が優れていると韓国や
中国でいわれている。これは中盤から寄せの段
階が中国や韓国が優れているという反語であろ
うか。一度テレビで、韓国人同士の国際碁戦の決
勝戦を見たが、このとき、碁というものの考え方
が違うのではないかと感じた。日本のプロであ
る韓国出身の趙治勲さんは、飛んでもないとこ
ろに打ち込むが、ほかの棋士は、私は自信がない
が、趙さんが打つのだから成算があるのでしょ
うという。 
 文藝春秋の９月号に、碁を打つと頭がよくな
ると言う話が実証的に書かれている。 
 碁は、小学生が打てるように易しいが、飛んで
もなく奥が深い。 
 ＰＡ会では、従前、月１回碁会を行っていま
したが、今は年２回大会を行っています。しか
し、土曜日が多忙の人が増えて、大会も少し開
催が滞っています。はて、どうしたものでしょ
うか。 

 このごろ本屋の囲碁の棚には、「ヒカルの碁」
シリーズや幼児、少年少女向けの多数の囲碁解
説本が所狭しと並んでいる。小学生低学年と思
われる子供を連れた母親が、「○○君、この本は
まだマスターしてないでしょ」などといいなが
ら、子供に本を選択させている。今や、「ヒカル
の碁」ブームによって幼稚園から高校生までの
大変な囲碁フィーバーだそうである。それでも
日本の囲碁人口は１０００万人といわれる。 
 先般の国際囲碁戦では、ベスト８に残った８
人中７人が韓国人であったと報じられている。
韓国の囲碁人口は１０００万人といわれ、主と
して子供である。全国民の４人に１人の割合で
あるから、人口比では日本の３倍以上である。大
家族主義の韓国では、各家庭に１人以上の碁を
打つ子供がいることとなる。 
 韓国の現在の最高峰は日本でプロとして学ん
だ棋士であり、当時日本で将来を嘱望されてい
たが、戦後日本に再来することができず、韓国で
指導者となった。国策もあって底辺が広がり、日
本をしのぐ若手棋士群が多数輩出した。 



   アアア   ウウウ   トトト   ドドド   アアア   同同同   好好好   会会会   
幹事 松 田 嘉 夫 

 野外活動を通じてＰＡ会員およびご家族の皆
様の親睦とリクリエーションを図ることを目的
としてこの5月に生まれたばかりの同好会です。 
「ウォーキング＋αの楽しみ」を合言葉に、当面
は特殊な技量や体力を要することなく初心者や
家族連れでも気軽に楽しめる軽ハイキングや自
然観察を中心とした行事を企画してゆきます。
また、当同好会にはその道のエキスパートの方
がたくさんいらっしゃいます。そこで、そうした
先達の方々による体験談、講演会、遠征報告会な
どのインドアの催しを開いてゆくことも検討中
です。 

箱根・千条の滝にて 
 

丹沢・塔の岳山頂から by YM 

本年度の活動予定 
＊１１月下旬から１２月上旬までの週末を開
催期日として、丹沢山域での低山ハイキング
を実施します。 
 
＊明年３月２９日（土）に、この日ならでは
の高尾山域低山ハイキングを実施します。な
ぜ「この日ならでは」なのかについてはその
ときのお楽しみ！皆さん、３月２９日はぜひ
予定を空けておいてくださいね。 

救命講習受講のすすめ 
 野外活動では思わぬ怪我や病気に遭遇しがちです。そこでアウトドア同好会では消防庁
や日本赤十字社が主催する救命講習の受講を呼びかけています。別掲の「救命講習につい
て」もご一読いただければ幸いです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－ 
*** 救命講習、救急法講習の認定証または受講証をお持ちの方へ *** 

 消防庁の救命講習または日赤の救命講習、水上安全法、雪上安全法の何れかを受講され
たＰＡ会員のかたは、同好会員であると否とにかかわらず認定証または受講証をＦＡＸに
て下記までお送り下さい。認定証・受講証所持者として氏名を会誌または名簿に掲載させ
ていただく予定です。 

 
送信先 ＦＡＸ ０３- ３５０２- ５３０６ 松田嘉夫 



床には、アオリイカの卵がびっしりと産み付け
られていて、いままさに、ハッチアウト（殻を破
って誕生すること）寸前です。ライトを当てる
と、アオリイカの赤ちゃんが、卵の中で、ところ
狭しと動き回っている様子が観察できます。ム
レハタタテダイ、ツノダシ、ソラスズメダイとい
った、南洋のカラフルな魚たちも、乱舞していま
す。もっと水中観察をしていたかったのですが、
スクーバタンク内の空気が底を尽きてきたの
で、後ろ髪を惹かれる思いで、地上に戻りまし
た。 
 約１時間の休憩の後、二本目は、“フタツネ
東”というポイントに潜りました。このポイント
は、キバナトサカという黄色いソフトコーラル
（サンゴ）が岩場にびっしりと張り付いており、
さしずめ「お花畑」といった感じのポイントで
す。サンゴ礁は、小さな生き物たちにとっては、
恰好の住家であり、愛らしい魚たちと戯れるこ
とができました。一方、中層を見上げると、体長
１．５ｍはあろうかとも思えるエイが悠々と泳
ぎ、イナダが群れをなして回遊している姿を眺
めることもできました。 
 楽しい時間は、矢のように過ぎてしまうもの
です。感動的な２本のダイビングは、あっという
間に終わってしまいました。しかし、これで終わ
りにしないのが、真のリゾートダイバーです。ダ
イビング機材をさっと片付け、島の食堂に駆け
込みます。ここで人気を二分したのは、“ミック

つのだし（ダイビングツアーにて） 

      

      スクーバダイビング同スクーバダイビング同スクーバダイビング同   好好好   会会会   
幹事 黒 川 朋 也 

 スクーバダイビング同好会は、９／７（土）に、
ダイビングツアーを催行しました。ダイビング
地は、相模湾に浮かぶ洋上のリゾート“初島”で
す。 
 雨の降る中、始発電車に乗り込んだ私は、「雨、
止まないかなあ。雨の中でのダイビングはイヤ
だな。普段の行いが悪いから、雨が降っちゃうの
かなあ」などと、普段の行いを反省しながら、集
合場所の熱海駅に向かいました。 
 ８：５０、熱海駅に集合した私たちは、ダイビ
ングショップの車で熱海港へ。「イルドバカンス
号」というかっこいい名前の船に乗り込むと、
“初島”へのダイビングクルーズのはじまりで
す。海外ダイビングの自慢話や今までのダイビ
ングでの失敗話などで盛り上がっていると、約
２０分間の船旅の目的地“初島”に到着しまし
た。不思議なことに、雨はからりと止んでいまし
た。このときばかりは、普段の行いの良さを確信
しました。 
 早々に準備を整え、まずは、“フタツネ北”と
いうポイントに潜ることにしました。ダイブガ
イドの説明を聞いて、潜水開始です。浅場のゴロ
タ岩の間を通り抜け、水深２０ｍの砂地へと進
んでいくと、地上とはまったく異なる世界が広
がっています。岩と岩の隙間から、イセエビが顔
を出しています（「うまそ～。」とか、「何で捕
まえてこないんだ。」とか、野暮なことは言わな
いでくださいね）。また、海底に沈められた産卵

伊勢エビ（ダイビングツアーにて） 



ス丼”と“アシタバとイカゲソのかき揚げ丼”
です。“ミックス丼”は、ご飯の上に、アジの
たたきとイカ刺しがたっぷり盛られたどんぶ
りです。“アシタバとイカゲソのかき揚げ丼”
は、文字通り、アシタバ（初島の名物）とイカ
ゲソのかき揚げが乗った天丼です。私は、かき
揚丼の方を選んだのですが、アシタバのさっぱ
り感、イカゲソのモチモチ感、衣のサクサク感
が三位一体となり、口の中に攻め込んできま
す。この攻撃に耐え切れずに生ビールを注文し
たのは、私だけではありません。 
 最後のしめは、自家製ところてんです。食堂
のオヤジさんが自ら海に潜って集めたテング
サで作った自慢の一品です。「酢醤油」、「酢
味噌」、「黒蜜」の３つの中から好みのたれを
選ばなくてはなりません。他の人が皆、ノーマ
ルな「酢醤油」を選んだのに対して、チャレン
ジャーの私は「黒蜜」を選びました。食堂のオ
ヤジさんは、「関西の人から『黒蜜』味のとこ
ろてんも置いてくれといわれたからしかたな
く置いているだけで、オレだったら絶対食わな

いね。」と少し怒り気味に作っていたのが印象
的でした（「そんなに嫌なら、作らなければい
いのに」と思うのは私だけでしょうか）。でも、
「黒蜜」味のところてんは、あんみつのような
感じで、予想外においしかったです。味見をし
た他の面々も、口をそろえて「美味しい」を連
呼していました。 
 胃袋が満たされた面々は、それぞれの思い出
に浸りながら、家路に着いたのです。帰りの電
車の中で、熟睡したことはいうまでもありませ
ん。 
 ということで、ダイビングツアーの報告なの
か、初島での昼食の報告なのかわからなくなっ
てしまいましたが、この辺で報告を終わりま
す。 
 スクーバダイビング同好会では、皆様のご
意見を聞きながら、今後もいろいろなイベン
トを企画していきたいと思っています。ス
クーバダイビングに興味のある方はもちろん
のこと、海の遊びに興味のある方も、是非ご
参加ください。 



   ＰＡ会運営資金に 
   ご寄付いただいている先生方   

浅井章弘      阿部美次郎    新井孝治     荒井俊之      飯阪泰雄      飯田岳雄 
飯田伸行      飯田房雄      五十嵐孝雄   池浦敏明      石川  新       石黒健二 
泉  和人      井出直孝      井出正威     伊東  彰      稲垣  清       稲葉良幸 
井上義雄      猪股祥晃      岩佐義幸     岩田  弘      上島淳一      内山  充 
宇都宮正明    大家邦久      大垣  孝      逢坂  宏      大音康毅      小笠原吉義 
岡戸昭佳      小川順三      小川信一     押本泰彦      小田島平吉    小野尚純 
影山光太郎    加古  進       柏谷昭司     片山英二      加藤朝道      香取孝雄 
狩野  彰      鴨田哲彰      唐沢勇吉     河合千明      川上宣男      川崎  仁 
川野  宏      神原貞昭      木川幸治     菊谷公男      菊池  武       草野  卓 
草間  攻      葛和清司      工藤宣幸     工藤  実      倉持  裕       黒川朋也 
桑原英明      小池寛治      河野  昭      國分孝悦      小島清路      古関  宏 
児玉喜博      小西富雅      小橋正明     小林英一      小林和憲      小林正明 
櫻木信義      佐々木聖孝    佐藤正美     佐藤祐介      佐野邦廣      市東 篤 
品川澄雄      四宮  通       治部  卓      杉浦正知      杉本博司      杉本文一 
鈴木利之      鈴木秀雄      鈴木  学      須田正義      関  正冶       蔵合正博 
田中敏博      田中正治      田辺恵基     谷田拓男      土屋  勝       寺崎史朗 
鴇田  將      中平  治       永田武三郎   西岡邦昭      西山善章      二宮正孝 
野末寿一      野中克彦      乗松恭三     萩原康司      萩原亮一      長谷川哲哉 
長谷川洋子    浜田廣士      平木道人     平田忠雄      広瀬和彦      福村直樹 
藤井幸雄      伏見直哉      舟橋榮子     星野  昇      細江利昭      本多一郎 
升永英俊      松井伸一      松井光夫     松浦憲三      松田嘉夫      松永宣行 
間山世津子    丸岡政彦      三浦邦夫     三浦祐治      三浦良和      水野昭宣 
三宅正夫      村田  実       村松貞男     森田  寛      森山  隆       柳澤孝成 
山内梅雄      山崎行造      山田隆一     山本  忠      湯本  宏       吉田  功 
渡邉敬介      渡邊  敏       渡部  剛      渡辺勝徳 

 ＰＡ会は、伝統的にその会務運営に要する費用を会員の先生方による任意のご厚意に依存しており
ます。会員の方々へのご寄付の依頼状は、例年ＰＡ会幹事長と会計幹事の連名で発送させていただい
ております。 
 ここに、本年度の会務運営費をご寄付いただきました先生方のお名前を掲載させていただき、ＰＡ
会の会務運営に対して賜りました深いご理解に心から御礼申し上げます。 
 なお、昨年度の会報（19号）より、当該年度にお振り込みいただきました先生方のリストを掲載し
ております。なお、昨年度の最終的なお名前の掲載に関しましては、20号に掲載されております。 
 本年度も、平成14年9月11日現在までにお振り込み頂きました先生方のお名前を掲載させていただ
きますので、その点ご了解下さい。なお、その後にお振り込みいただきました先生のお名前は、ＰＡ
会のホームページを通じて掲載させていただき、また、来年度のご寄付のお願いの際にご案内致しま
すので、ご了承下さい。 
 最後に、新たなご寄付をお申し出下さる場合には、下記の郵便振替口座に１口５千円を目安にお振
り込み下さい。お振込には、同封の「払込取扱票」をご利用下さい。 
 
   郵便振替口座番号 00170-7-536820 
   加入者名     ＰＡ会 

ＰＡ会会計幹事 鴨 田 哲 彰 



阿形  明（阿形特許事務所）                浅村  皓（浅村内外特許事務所） 
網野友康（網野特許法律事務所）           一色健輔（一色国際特許事務所） 
江原  望（江原特許事務所）                大西正悟（大西国際特許事務所） 
岡部正夫（岡部国際特許事務所）           春日  譲（開知国際特許事務所） 
釜田淳爾（特許事務所サイクス）           川口義雄（川口国際特許事務所） 
菊池武胤（菊池･平山国際特許事務所）      久保田藤郎（久保田・矢野特許事務所） 
後藤政喜（後藤特許事務所）               小山欽造（小山特許事務所） 
清水徹男（清水･醍醐特許商標事務所）      庄子幸男（庄司特許事務所） 
杉村興作（杉村万国特許事務所）           曾我道照（曽我特許事務所） 
竹内澄夫（竹内澄夫法律特許事務所）        谷  義一（谷･阿部特許事務所） 
萩野  平（栄光特許事務所）                平木祐輔（平木国際特許事務所） 
福田賢三（福田特許事務所）               藤野清也（藤野特許事務所） 
増井忠弐（ユアサハラ法律特許事務所）     村木清司（松原･村木国際特許事務所） 
柳田征史（柳田国際特許事務所）           山下穣平（山下国際特許事務所） 
山田正紀（小杉･山田国際特許事務所）      渡辺望稔（いおん特許事務所） 



ＰＡ会組織及び運営の流れ
                                                                                                                                                                                                                                                                                  
　　　　　　　　　　　　　　　　　運営の流れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 幹事会
　　　各部　　　　　　　　　　政策部　　　　　　　　　　人事部 相 網野　誠　　桑原尚雄　　小橋一雄
（除く人事・政策部）  幹事長代行  幹　事　長            幹事相談役 談 矢島鶴光

日本弁理士会・日弁他  松田嘉夫   福田伸一 秋沢政光　　浅村　皓　　大条正義 役
幹事会 実行 岡部正夫　　小山欽造　　田中正治 会

幹 村木清司
事 幹
会  副幹事長

実
事
会 人事部

行 実
 佐野邦廣
 寺崎史朗 　　　　　　　　　常任幹事

行  本多一郎 阿形　明　　網野友康　　飯田伸行　　井上義雄
各 実 江原　望　　大塚文昭　　大西正悟　　加藤朝道 平成１４年度日本弁理士会役員並びに委員会委員等
部 行 各 実 神原貞昭　　菊池武胤　　小池寛治　　清水徹男 正副会長会 　松永宣行 バイオ 産業競争力推

部 行 杉村興作　　谷　義一　　福村直樹　　増井忠弐 ○村田　実 例規改正特別 ○室伏良信 ○高原千鶴子
村田　実　　柳田征史　　渡辺望稔　　渡辺敬介 監事 　荒井俊之 　井出正威 　川添不美雄

　小野尚純 　五十嵐孝雄 　中嶋伸介 　浅村　皓
常議員 広報センター 　南条雅裕 　中島　敏
(２年度) ○矢野裕也 　平木裕輔 　大島　厚
　清水徹男 　戸塚清貴 業務対策 　古関　宏

　　中部 　　組織 　　会報 　　研修 　企画２ 　企画１ 　　政策 　　会計 　　人事 　庶務２ 　庶務１ 　西岡邦昭 　近藤美帆 ○村上政弘 　松永宣行
 岡戸昭佳 　寺崎史朗 　西岡邦昭 　中山健一 　井出正威 　神林恵美子 　本多一郎 　鴨田哲彰 　押本泰彦 　鈴木利之 　萩原康司 　井出正威 パテント編集 　小杉佳男 　中山健一

　桜井周矩 　伏見直哉 　渡辺敬介 知財戦略検討
　萩原康司 　中野圭二 特許制度運用 ○増井忠弐
　関　正治 総合政策検討 ○田中玲子 　醍醐邦弘

　選挙対策委員会 中部部会 組織部会 会報部会 研修部会 企画２部会 企画１部会 政 策 部 会 人事部会 会計部会 (１年度) ○狩野　彰 　山内梅雄 　馬場玄式
　（１４年度） 　浅村　皓 　江原　望 　唐沢勇吉 　神原貞昭
◎増井忠弐 　阿形  明 ◎田中敏博 ◎福田充弘 ◎森　友宏 ◎黒川朋也 ◎佐野邦廣 ◎藤谷史朗 ◎舟橋栄子 ◎狩野　彰 ◎福田賢三 阿形　明 ◎岡田英子 　春日　譲 　福村直樹 ＡＤＲ推進 　村木清司
　浅村  皓 足立  泉 　五十嵐孝雄 　臼井伸一 　伊藤孝美 　青島恵美 　神林恵美子 　安澤眞美子 　阿形　明 　浅村　皓 　浅村　皓 足立　泉 　浜田廣士 　須田正義 　大西正悟 ○小林純子 弁理士の日
　網野友康 　飯田伸行 　石黒健二 　小池寛治 　小池寛治 　稲垣　清 　萩原康司 　磯野富彦 　足立　泉 　井出正威 　網野友康 井出正威 選挙管理 　小池寛治 　足立　泉 記念事業実行
　井出正威 　江原　望 　今井　豊 　新開正史 　舘石光雄 　岡田英子 　松井伸一 　井出正威 　江原　望 　大西正悟 　井上義雄 　江原　望   三宅正夫 　福田賢三 　田下明人 ○福田伸一
　大西正悟 　小川順三 　小川　覚 　中谷光夫 　中谷光夫 　熊澤久子 　岡田英子 　押本泰彦 　加藤朝道 　大西正悟 岡戸昭佳 庶務２部会   山田正紀 　田中正治 　田中正治 ○矢野裕也
　押本泰彦 　越智隆夫 　加藤光宏 　浜田廣士 　濱中淳宏 　黒田　薫 　来間清志 　加藤　勉 　鴨田哲彰 　小川順三 加藤朝道 　庄子幸男 特許 　藤谷史朗 職務発明検討
　狩野　彰 　鴨田哲彰 　加藤壯祐 　松井伸一 　松田嘉夫 　浜田廣士 　小林生央 　唐沢勇吉 　神田藤博 　加藤貞晴 鴨田哲彰 ◎三上　結 　石黒健二 ○員見正文 知財評価機関 　員見正文
　河合千明 　川崎　仁 　小島清路 　松井孝夫 　三上　結 　福田充弘 　中山健一 　神林恵美子 　神原貞昭 　神原貞昭 菊池武胤 　西岡邦昭 審査 　泉谷玲子 ○川野　宏 　桑原英明
　神田藤博 　神林恵美子 　小西富雅 　渡辺弘司 　福村直樹 　舟橋栄子 　小池寛治 　小池　誠 　小池寛治 　小林生央 　桑原英明 　産方和央 　阿形　明 研修所
　小池寛治 　古関  宏 　鈴木　学 　古関　宏 　小林生央 　古関　宏 佐野邦廣 　星野　昇 　加藤貞晴 　柳田征史 　黒田　薫
　小林純子 　佐野邦廣 　相馬和生 　小林純子 　鈴木利之 　谷　義一 寺崎史郎 庶務１部会 　押本泰彦 　加藤　勉 弁理士倫理 　赤澤太朗
　鈴木利之 　田中正治 　田下明人 　高見和明 　谷　義一 　中谷光夫 福田伸一 　福田伸一 　鴇田　将 ○本多一郎 　松井伸一
　谷  義一 　谷田拓男 　谷口直也 　中山健一 　萩原康司 　本多一郎 増井忠弐 ◎濱中淳宏 綱紀 意匠 　須賀総夫 　市東　篤
　寺崎史朗 　中谷光夫 　中村知公 　福田賢三 　福村直樹 　松田嘉夫 柳澤李成 　黒田　薫 ◎舟橋栄子 ◎中村知公 　宮城和浩 　田中敏博
　中山健一 　西岡邦昭 　西尾　章 　増井忠弐 　松田嘉夫 　柳田征史 渡邊敬介 ○小林英一 ○川崎　仁 著作権 ◎村木清司
　萩原康司 　福田賢三 　野末寿一 　松永宣行 　三上　結   久保田藤郎 　岡田英子 ○岡戸昭佳 ○一色健輔
　福村直樹 　本多一郎 　萩野幹治 　村木清司 　村田　実 福利厚生共済 　岡野光男 　浜田廣士 　泉　克文
　藤谷史朗 　松田嘉夫 　長谷川哲哉 　柳澤孝成 　柳田征史 ◎福田賢三 商標 　杉光一成 　石渡英房
　三上  結 　柳田征史 　早川太刀夫 　渡辺敬介 ○渡辺一雄 ○古関　宏 ライセンス 　小林生央
　渡邉敬介 　横沢志郎 　佐々木聖孝 　安澤眞美子 ○神林恵美子 　吉田　聡

　吉田和夫 　押本泰彦 　鴨田哲彰 　倉持　裕 　加藤光宏
紛議調停 　櫻木信義 特技懇との 中央知的財産
  鈴木秀雄 　高梨範夫 懇談会 ○松田嘉夫
  杉村興作 　河合千明 萩原康司 　寺崎史朗

　◎：部会長／委員長 法改正特別 国際活動 情報企画 知的財産支援
○加藤朝道 ○稲葉良幸 ◎西岡邦昭 (２年度)

　同好会 ゴルフ（Ｇ） 麻雀（Ｍ） テニス（Ｔ） ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ（Ｓ) ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ（Ｂ） スキー（Ｗ） 　囲碁（Ｉ） 　ｱｳﾄﾄﾞｱ（Ｏ） ｽｸｰﾊﾞﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ(Ｄ) 　神原貞昭 　岩永勇二 ○鈴木利之 　磯野富彦
　会　長 　網野　誠   阿形　明 　後藤政喜 　戸水辰男 　浅村　皓 　柳田征史 　秋沢政光 　小池寛治 　清水邦明 　片山健一 　小池　誠 　関　正治
  幹　事   古関　宏   杉本文一   平山洲光   蔵合正博   鈴木利之 　藤谷史朗   小杉佳男 　松田嘉夫 　黒川智也 　渡辺望稔 　神田藤博 　伊藤孝美 　福田伸一

　谷　義一 　小堀貞文 新規業務推進 　井上元廣
緊急課題対応 海外協力 ○岩井秀生 　上島淳一

協同組合 ＡＰＡＡ 日 　幹事会 政策委員会 協議委員会 規約委員会 会報委員会 ＨＰ委員会 役員選出墾 　相談役 ○神原貞昭 ○中島重光 　佐久間剛 　長谷川哲哉
○飯田伸行 ○浅村　皓　○飯田伸行 弁 ◎谷　義一 ○本多一郎 ○増井忠弐 ◎小池寛治 ○松井伸一 ○谷田拓男 　浅村　皓 秋沢政光 　大島　厚 　中山健一 研修施設検討 (１年度)
○浅村　皓 ○大塚文昭　○岡部正夫 ク ○渡辺敬介 　阿形　明 　古関　宏 ○佐野邦廣 　河合千明 鈴木利之 　押本泰彦 　浅村　皓 　加藤朝道 　窪田郁大 　宇佐美利二 　加古　進
○福田賢三 ○清水徹男　○社本一夫 ラ 　中山健一 　浅村　皓 　福田賢三 　川野　宏 　岡部正夫 　村木清司 　黒川朋也 国際政策 　濱中淳宏
○福村直樹 ○谷　義一　○松原伸之 ブ 　萩原康司 　網野友康 　福村直樹 　小山欽造 事務所経営 ソフトウエア ◎高見和明 　柳沢孝成

○村木清司 　三上　結 　大西正悟 　田中正治 ○増子尚道 ○谷田拓男 　谷　義一 防災会議
弁政連 　小池寛治 　村木清司 　網野友康 　杉原哲郎 　井上義雄 (２年度)
○加藤朝道 　福田賢三 　星埜一彦 　祖父江栄一 財務 　浅村　皓

　村木清司 例規 　治部　卓 ○飯田伸行 (１年度)
○佐野邦宏 　西山文俊 　小川順三 　小島清路

　◎：会長／幹事長／委員長／座長　○：理事／副会長／副幹事長／副委員長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎：会長／委員長／所長                               
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○：副会長／副監事長／副委員長／副所長／副センター長 



西 岡 邦 昭 

 今年はＰＡ会発足８０周年の年ですが、特集としては未来志向で行こ
うということになり、若い会員を中心とした座談会を実施していただき
ました。そして、直前に公表された「知的財産戦略大綱」をネタにして
いただき、その感想や将来の弁理士業務の予測などを語っていただきま
した。また、今進められている制度改革審議に最も近いところで活躍さ
れている会員の方々からは、新鮮で大変興味深い情報、ご意見などを提
供していただくことができました。この場をお借りしてお礼を申し上げ
ます。 
 本年度から、会報を１０月初旬に発行することになりましたが、執筆
者の皆様や関係者の方々のご協力により、無事予定通りに発行できる運
びとなりました。重ねてお礼を申し上げます。 
 本年号は記事内に写真をできるだけ多く取り入れるようにしましたの
で、執筆者や会務活動などの雰囲気を、写真からも感じていただければ
と思います。なお、例年とは異なり、今年は、一部を除き、各ページの
版下作りも当部会内で行っています。それによるメリットも多々ありま
したが、段組構成の不揃いなどお見苦しい点は素人作業が原因ですの
で、ご容赦下さい。 

 

編 集 後 記 

－表紙の写真－ 
アリゾナ州フェニックス砂漠で元気に育つサボテン 
写真提供 井上 義雄 先生 
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